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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２１年１１月６日（金）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　５時１１分　散会

１．場所

大会議室

１．出席委員

委 員 長 森西　正  副委員長 嶋野浩一朗  委　　員 本保加津枝

委　　員 上村高義  委　　員 弘　　豊  委　　員 山崎雅数 

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　水田和男 同部次長兼自治振興課長　杉本正彦

同部参事兼市民課長　萩原　明　　産業振興課長　鈴木康之  同課参事　田橋正一

環境業務課長　早川　茂 環境センター長　上村裕幸 　環境対策課長　池上敦実

保健福祉部長　佐藤芳雄 同部理事　福永冨美子

同部次長兼地域福祉課長　登阪　弘　　同部参事兼国保年金課長　堤　　守

同部参事兼健康推進課長　阪口　昇 同部参事兼こども育成課長　稲村幸子

地域福祉課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子 生活支援課長　東澗順二

障害福祉課長　吉田量治 介護保険課長　山田雅也 国保年金課参事　大嶋良一

同課参事　寺田　博 健康推進課参事　前野さゆみ

こども育成課参事　船寺順治 同課参事　寺田加代子

１．出席した議会事務局職員
事務局長　野杁雄三 同局参事　池上　彰

１．審査案件（審査順）

認定第１号　平成２０年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定第７号　平成２０年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出決算

認定の件

認定第３号　平成２０年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第４号　平成２０年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第９号　平成２０年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第８号　平成２０年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前１０時　開会）

○森西正委員長　ただいまから民生常任

委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　時節柄、何かと行事の多い中、本日は、

委員会にお越しをいただきまして、大変

ありがとうございます。

　本日の案件は、平成２０年度摂津市一

般会計歳入歳出決算認定の件所管分のほ

か２件についてご審議をいただくことに

なります。何とぞ慎重審査の上、ご認定

賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。

　一たん退席いたします。

○森西正委員長　あいさつが終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名委員は、上村委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　異議なしと認め、その

ように決定します。

　暫時休憩します。

　　（午前１０時１分　休憩）

　　（午前１０時２分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　認定案１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　佐藤保健福祉部長。

○佐藤保健福祉部長　それでは、認定第

１号、平成２０年度摂津市一般会計歳入

歳出決算のうち、保健福祉部生活支援課、

障害福祉課、こども育成課、国保年金課

及び介護保険課が所管しております事項

につきまして、目を追って、その主なも

のについて補足説明をさせていただきま

す。

　まず、歳入でございますが、３２ペー

ジ、款１２、分担金及び負担金、項１、

負担金、目２、民生費負担金は、前年度

に比べ１２％、約９，５６０万円の増と

なっております。これは、市立障害者福

祉施設に係る介護給付費が平成１９年１

０月より市が一たん大阪府国民健康保険

団体連合会に納付し、改めて国保連合会

から事業主としての市に納付されるとい

う仕組みに変更されており、平成１９年

度では半年分でございました介護給付費

負担金が平成２０年度は１年分となった

ため、大幅な増となったことによるもの

でございます。

　４０ページ、款１４、国庫支出金、項

１、国庫負担金、目１、民生費国庫負担

金は、前年度に比べ３．４％、約８，５

６７万円の増となっております。

　なお、増額の主な要因は、児童福祉費

負担金及び生活保護費等負担金の増によ

るものでございます。

　児童福祉費負担金の増は、地域区分の

変更に伴い、保育単価がアップとなった

ことによる保育所運営費負担金の増額が

要因でございます。

　生活保護費等負担金の増は、対象者の

増によるものでございます。

　４２ページ、項２、国庫補助金、目１、

民生費国庫補助金は、前年度に比べ１％、

約９４万円の増となっております。これ

は、北摂７市３町で共同して取り組んで

おりますホームレス自立支援事業につき

まして、平成２０年度は、本市が幹事市

となったことから、本市において予算執

行し、補助があったものの、平成１９年

度に執行しました後期高齢者医療制度シ

ステム開発費補助金及び高齢者医療制度

円滑導入事業費補助金の執行がなかった

ことによるものでございます。
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　４６ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、国民年金事務等に係る委

託金で、前年度に比べ１．２％、約２９

万円の減となっております。

　同じく４６ページ、款１５、府支出金、

項１、府負担金、目１、民生費府負担金

は、前年度に比べ１０．４％、約８，６

１７万円の増となっております。これは、

後期高齢者医療保険基盤安定に係る府の

負担が新たに設けられたこと及び児童手

当負担金の増などが主なものでございま

す。

　４８ページ、項２、府補助金、目２、

民生費府補助金は、前年度に比べ０．３

％、約９４万円の減となっております。

これは、ホームレス自立支援事業補助金

の府補助分及び保育所運営費補助金の増

があったものの、介護予防自立生活推進

事業補助金及び老人医療費補助金の減な

どによるものでございます。

　５４ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、障害児（者）地域療育等

支援事業委託金及び出産育児応援府委託

金でございます。

　５８ページ、款１８、繰入金、項１、

特別会計繰入金、目２、介護保険特別会

計繰入金は、市負担に係る過年度精算金

でございます。

　同じく５８ページ、款１９、諸収入、

項４、雑入、目２、雑入のうち、６４ペー

ジから６７ページが保健福祉部関係で、

一部負担金相当額等一部助成返還金、生

活保護法による返還金や徴収金、ホーム

レス自立支援事業負担金、保育所職員給

食費負担金などでございます。

　続きまして、歳出でございますが、１

１８ページ、款３、民生費、項１、社会

福祉費、目１、社会福祉総務費は、人件

費を除き、前年度に比べ５．９％、約１

億６，１８１万円の増となっております。

これは、地域福祉課、障害福祉課に係る

経常経費並びに社会福祉事業運営委託料

などの委託料のほか、小規模通所授産施

設運営補助金、広域連合医療給付等負担

金などの補助金、負担金、障害福祉サー

ビス費等給付費などの扶助費、さらには

国民健康保険などの特別会計への繰出金

が主なものでございます。

　なお、増額の主な要因は、歳入でご説

明しましたように、市立障害者福祉施設

に係る介護給付費の仕組みが変更された

ことに伴い、平成２０年度は１年分の介

護給付費を計上したことにより、障害福

祉サービス費等給付費が大幅な増となっ

たこと及び平成２０年度から制度が開始

された後期高齢者医療特別会計繰出金を

新たに計上したことによるものでござい

ます。

　１３０ページ、目３、国民年金総務費

及び１３２ページ、目４、国民年金事務

費は、国民年金事務に係る経常経費でご

ざいます。国民年金事務費は、前年度に

比べ５６．３％、約１０１万円の減額と

なっております。これは、前年度に執行

した軽自動車の購入が今年度はなかった

ことによるものでございます。

　同じく１３２ページ、目５、身体障害

者福祉費は、前年度に比べ１６．８％、

約１，９３６万円の増となっております。

身体障害者に係る補装具交付費、更生医

療費が主なものでございます。

　なお、増額の主な要因は、過年度分国

庫府費返還金が前年度と比べて増となっ

たことによるものでございます。

　１３４ページ、目６、知的障害者福祉

費は、前年度に比べ２％、約３２０万円

の増となっております。これは、市立み

きの路運営委託料の増によるものでござ

います。

　同じく目７、老人医療助成費は、前年
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度に比べ６．９％、約１，１７３万円の

減となっております。これは、平成１６

年１１月からの制度改正に伴う経過措置

による対象者の減によるものでございま

す。

　同じく目８、身体障害者医療助成費は、

前年度に比べ５．８％、約７１８万円の

減となっております。

　同じく項２、児童福祉費、目１、児童

福祉総務費は、保育所運営費負担金等を

執行しておりますが、人件費を除き、前

年度に比べ８．６％、約１億１,０１０

万円の増となっております。その主な要

因は、歳入でご説明しましたように、地

域区分の変更に伴う保育単価のアップに

よる保育所運営費負担金の増によるもの

でございます。

　１３８ページ、目２、児童措置費は、

児童手当、児童扶養手当を執行しており

ますが、前年度に比べ１．７％、約１，

８９６万円の増となっております。これ

は、平成１９年度より３歳児未満児の手

当額が増額となっておりますが、平成１

９年度は新しい手当額の予算執行が１０

か月分であり、平成２０年度は１年分の

執行となったことによる差額が増となっ

たものでございます。

　同じく目３、児童福祉施設費は、主に

市立保育所の運営に係る非常勤職員等の

賃金、給食賄材料費を執行しております

が、前年度に比べ１．８％、約３３５万

円の増となっております。

　１４２ページ、目４、母子福祉費は、

母子生活支援施設運営費負担金等を執行

しておりますが、前年度に比べ１０．１

％、約１６８万円の増となっております。

これは、主に母子生活支援施設運営費負

担金の増によるものでございます。

　同じく目５、乳幼児医療助成費は、前

年度に比べ１．５％、約２２０万円の増、

目６、ひとり親家庭医療助成費は、前年

度に比べ５．４％、約２９１万円の増と

なっております。これは、ともに対象者

の増によるものでございます。

　１４４ページ、目７、子育て応援特別

手当費４，６８０万円は、平成２１年度

予算に全額繰越しをしております。

　同じく項３、生活保護費、目１、生活

保護総務費は、人件費を除き、前年度に

比べ１３．８％、約１３３万円の減となっ

ており、その主な要因は、パソコン保守

委託料の減額によるものでございます。

　１４６ページ、目２、扶助費は、前年

度に比べ４．６％、約８，７９１万円の

増となっております。これは、対象者の

増によるものでございます。

　以上、保健福祉部生活支援課、障害福

祉課、こども育成課、国保年金課及び介

護保険課が所管しております平成２０年

度一般会計歳入歳出決算についての補足

説明とさせていただきます。

○森西正委員長　福永保健福祉部理事。

○福永保健福祉部理事　それでは、認定

第１号、平成２０年度摂津市一般会計歳

入歳出決算のうち、保健福祉部健康推進

課及び地域福祉課が所管いたしておりま

す事項につきまして、目を追って、その

主なものについて補足説明をさせていた

だきます。

　まず、歳入でございますが、３４ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目３、衛生使用料のうち、保健

福祉部に係る使用料は、前年度に比べ１

３．６％、約１，０５０万円の減となっ

ております。これは、空き墓地の募集に

より、墓地使用料で増となったものの、

市営葬儀使用料及び葬儀会館使用料が減

となったことにより、総額では減となっ

たものでございます。

　３８ページ、項２、手数料、目２、衛
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生手数料のうち、保健福祉部に係るもの

は、前年度に比べ１０．５％、約３２万

円の減となっておりますが、これは、飼

い犬登録数の減などによるものでござい

ます。

　４２ページ、款１４、国庫支出金、項

１、国庫負担金、目２、衛生費国庫負担

金は、前年度に比べ９２．８％、約３，

２５９万円の減となっております。その

要因は、これまで実施してきました市民

総合健診が医療制度改革により、各医療

保険者に義務づけられた特定健診へ移行

したことによるものでございます。

　４８ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目２、民生費府補助金の減は、

コミュニティーソーシャルワーカー配置

促進事業補助金、介護予防自立生活推進

事業補助金の減などが主なものでござい

ます。

　５０ページ、目３、衛生費府補助金の

うち、保健福祉部に係るものは、前年度

に比べ２０８．７％、約３７３万円の大

幅な増となっております。これは、平成

１９年度まで、市民総合健診及び健康相

談などの保健事業に対して府負担金があっ

たものが、市民総合健診から特定健診へ

の移行に伴い、健康相談などの特定健診

以外の保健事業だけが府補助金の対象と

なったことによるものでございます。

　５８ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目１、雑入のうち、健康推進課、

地域福祉課に係るものは、６５ページの

各種健診自己負担金、予防接種自己負担

金、各種サービス利用料及びＪＲ千里丘

駅東口エスカレータの水没による修繕工

事に対するＪＲ西日本からの損害賠償金

などでございます。

　続きまして、歳出でございますが、８

６ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目１、一般管理費のうち、水道事

業会計繰出金は、水道料金減免事業に係

るもので、前年度に比べ２．６％、約４

９万円の増となっております。

　１２２ページ、款３、民生費、項１、

社会福祉費、目１、社会福祉総務費のう

ち、地域福祉課の需用費、修繕料は、歳

入でご説明しましたＪＲ千里丘駅東口エ

スカレータに係るものでございます。

　１２８ページ、目２、老人福祉費は、

前年度に比べ１．１％、約５５６万円の

減となっております。これは、摂津さく

ら苑に対する通所介護サービス委託料な

どの減によるものでございます。

　１４６ページ、款４、衛生費、項１、

保健衛生費、目１、保健衛生総務費は、

保健センター及び休日応急診療所の管理

委託料、また、三師会、夜間休日応急診

療所、三次救命救急センター等の補助金、

負担金などが主なもので、人件費を除き、

前年度に比べ１３．８％、約１，３５２

万円の減となっております。これは、主

に市民総合健診から特定健診に移行する

ことに伴う保健センター管理委託料の減

によるものでございます。

　１４８ページ、目２、予防費は、前年

度に比べ２３．４％、約５，５４７万円

の減となっております。これは、乳がん

検診、妊婦一般健診などの委託料の増や、

新たに肝炎ウイルス健診委託料を執行し

たことなどによる増にもかかわらず、市

内医療機関に委託しておりました市民健

診が特定健診に移行したことにより、平

成２０年度から市民健康診査委託料の執

行がなくなったことによるものでござい

ます。

　１５２ページ、目３、環境衛生費は、

前年度に比べ３.２％、約１９万円の減

となっております。その主なものは、消

毒業務及び所有者不明の動物死体処理な

どに係る経費でございます。
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　同じく１５２ページ、目６、斎場費は、

前年度に比べ６．９％、約８４１万円の

減となっております。これは、主に市営

葬儀委託料の減によるものでございます。

　１５４ページ、目７、墓地管理費は、

市営墓地の管理経費で、前年度に比べ３

１８．７％の増で、これは前年度にはな

かった市営墓地の修繕や墓地の返還があっ

たことによるものでございます。

　以上、保健福祉部健康推進課及び地域

福祉課が所管いたしております平成２０

年度一般会計歳入歳出決算についての補

足説明とさせていただきます。

○森西正委員長　水田生活環境部長。

○水田生活環境部長　認定第１号、平成

２０年度摂津市一般会計歳入歳出決算の

うち、生活環境部に係ります部分につき

まして、目を追って、その主なものにつ

いて補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３４ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目２、民生使用料のうち、市民

文化ホール等に係るものは、前年度に比

べ７．９％の減となっております。

　３８ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料のうち、市民課に係りますもの

は、前年度に比べ５．７％の減となって

おります。

　次に、４０ページ、目２、衛生手数料

のうち、塵芥処理手数料は、前年度に比

べ１０．９％の減となっております。

　鳥獣登録手数料は、メジロの飼養登録

等事務に係る手数料でございます。

　目３、農林水産業手数料のうち、農業

委員会手数料６００円は、非農地証明の

手数料でございます。

　次に、４４ページ、款１４、国庫支出

金、項３、委託金、目１、総務費委託金

のうち、戸籍住民基本台帳費委託金は、

前年度に比べ３８．８％の増となってお

ります。これは、外国人の新規登録や転

出の増により、法務省への報告等の事務

量がふえたことによるものでございます。

　次に、５２ページ、款１５、府支出金、

項２、府補助金、目３、衛生費府補助金

のうち、公害対策費補助金は、騒音・振

動・悪臭対策等の委任事務補助金でござ

います。

　違法屋外広告物除去事務経費補助金は、

違法簡易看板除去に係る補助金でござい

ます。

　鳥獣飼養登録事務費交付金は、大阪版

地方分権推進制度実施要綱の規定による

交付金でございます。

　目４、農林水産業費府補助金は、主に

農業委員会運営補助、水稲実施計画事務

費補助でございます。

　目５、商工費府補助金は、事務移譲に

係る定額補助の交付を受けたものでござ

います。

　５４ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金のうち、戸籍住民基本台帳費

委託金は、前年度に比べ１％の減となっ

ております。

　５８ページ、款１９、諸収入、項３、

貸付金元利収入、目２、中小企業事業資

金融資預託金収入は、前年度と同額となっ

ております。

　次に、６２ページ、項４、雑入、目２、

雑入のうち、生活環境部に係ります主な

ものは、文化ホール入場料、資源ごみ売

却収入等でございまして、前年度に比べ

９．９％の減となっております。

　続きまして、歳出でございますが、９

２ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目７、都市交流費は、国際交流嘱

託員報酬及び国際交流協会補助金、市外

宿泊施設利用補助金、オーストラリア、

バンダバーグ市との友好都市締結１０周

年を記念し、実施いたしました事業に係
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る経費等でございます。

　９４ページ、目１１、防犯対策費は、

防犯灯の電気料金や維持管理費補助金並

びに防犯協会の負担金等に係る経費でご

ざいます。

　次に、９８ページ、目１４、自治振興

費は、地区振興委員等の報酬のほか、自

治会に対する広報紙等の配布手数料、地

域活性化事業、犯罪被害者等支援に要す

る経費並びに摂津まつり振興会への補助

金が主なものでございます。

　次に、１０８ページ、項３、戸籍住民

基本台帳費、目１、戸籍住民基本台帳費

の主なものは、戸籍住民基本台帳事務事

業及び市民サービスコーナー事務事業等

に係る経費でございます。

　次に、１４６ページ、款３、民生費、

項４、生活文化費、目１、生活文化総務

費は、財団法人摂津市施設管理公社への

事業委託に係る経費が主なものでござい

ます。

　目２、文化ホール費は、文化ホールの

運営に係る音響機器、舞台照明装置及び

ステージスピーカーの借上料でございま

す。

　次に、１５２ページ、款４、衛生費、

項１、保健衛生費、目４、公害対策費は、

大気・水質・騒音・振動対策等に係る経

費でございます。

　目５、環境政策費は、環境保全に係る

啓発事業等に係る経費でございます。

　１５４ページ、項２、清掃費、目１、

清掃総務費は、一般廃棄物の収集処理事

業に係る経常的な経費でございます。

　１５６ページ、目２、塵芥処理費の主

なものは、再生資源集団回収協力金、ス

トックヤード運営に係る光熱水費、可燃

ごみの収集運搬、不燃ごみの中間処理、

不燃ごみ収集運搬、選別委託料等でござ

います。

　１６０ページ、目４、環境センター費

は、環境センターでの可燃ごみ焼却処理

経費のほか、３号炉及び４号炉の維持管

理に係る経費でございます。

　１６４ページ、款５、農林水産業費、

項１、農業費、目１、農業委員会費は、

農業委員報酬及び農業委員会の運営事務

に係る経費でございます。

　目２、農業総務費は、農業改良委員報

酬、大阪北部農業共済組合への負担金が

主な経費でございます。

　１６６ページ、目３、農業振興費は、

地域米消費拡大対策事業委託料、市民農

園設置委託料、鳥飼なす保存委託料のほ

か、農業祭補助金、花とみどりの補助金

が主な経費でございます。

　１６８ページ、款６、商工費、項１、

商工費、目１、商工総務費は、事務管理

費等の経常経費や労働相談に係る相談員

の報償金等でございます。

　１７０ページ、目２、商工振興費は、

商業活性化対策の事業補助や中小企業事

業資金融資預託金、企業誘致奨励金等の

商工振興策に係る経費でございます。

　１７２ページ、目３、消費対策費は、

消費生活相談ルームの運営に係る経費で

ございます。

　以上、歳入歳出決算の補足説明とさせ

ていただきます。

○森西正委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　決算にかかわる質問を

させていただきます。

　この２０年度というのは、結構１０年

以上続くような不況の中で、サブプライ

ムローンから端を発してリーマンショッ

クと大変な年だったんですけれども、こ

の中でしっかりと市民生活を守れる民生

のお金の使い方ができたかどうかという
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のを確認していきたいと思うんですが、

まず、一般会計の歳入ですけれども、ちょっ

と勝手に番号をつけているんですけれど

も、最初に、３３ページの負担金なんで

すが、この負担金、いろいろあるんでしょ

うけれども、収入未済額ですね、これの

収納見込みはこれから先もあるのかとい

うか、どういう形になっているのか。そ

れから不納欠損額、それから未収額の項

目別で特徴的なことというか、内訳を聞

きたいと思うんですが、支払い等をされ

る方のしんどいというか、大変だという

部分があったのかどうかということをお

聞かせいただければと思っております。

　２番目に、３５ページの衛生使用料な

んですけれども、この未収２２万８，５

００円の内訳、収納見込みを教えていた

だきたいと思います。

　それから、３番目に、４１ページの塵

芥処理の手数料、これもまた未収という

のがあるんですけれども、これもどうい

うものか、お聞かせいただきたいと思い

ます。

　４番目、７１ページの、民生費は市債

はないわけですけれども、昨年も伺った

んですが、保育所の改修ですとか、建築

関係以外はなかなか市債というのは、民

生の部分では起こせないということを聞

いておるんですけれども、インフルエン

ザのパンデミックとか、予算規模を超え

る事態が起こったときというか、予想を

上回る給付とか支給が必要になってきた

ときはどうなるのかをお聞かせいただき

たいと思います。

　次に、歳出なんですけれども、２０年

度、橋下府政が始まりまして、半年の暫

定予算ということで始まったわけですけ

れども、その後、府の予算の見直し関係

で、民生の関係はある程度回復したとい

うふうに聞いていましたけれども、当初

見込んでいた予算がつかなかった部分が

あったのかなかったのか。ちょっと私の

方でまだ整理が間に合わなかったもので

すから、わかる部分を教えていただきた

いと思います。

　私、府営住宅に住んでおるんですけれ

ども、この自治会への駐車場の管理費を

半減されまして、パトロール事業などを

縮小せざるを得なくなったということが

ありましたものですから、この年、市長

は、府がこれを出さなくても市が手当し

て事業は実施すると明言してくれていま

したので、事業そのものへの影響はなかっ

たかと思うんですが、市から持ち出しが

あったかなどをお聞かせいただきたいと

思います。

　次に、６番目ですが、９３ページ、都

市交流事業なんですけども、バンダバー

グの交流事業、これがどうだったかとい

うか、思ったほど要らなかったのかなと

いうふうな感じもするんですけれども、

中身を教えていただきたいと思います。

　それと市外宿泊施設利用補助金、これ

もちょっと減ってきているんですけれど

も、これをどういうふうに見ておられる

のか。ピーアールが足りないのか、不況

があったのかというふうなことも分析が

されていれば、教えていただきたいと思

います。

　それから、７番目に、防犯灯の維持管

理なんですけれども、この予算、３６ワッ

トへ切りかえていくという話を予算のと

きにもされていたんですけれども、これ

がどうなっていったのか、ちょっと事業

内容を教えていただければと思います。

　８番目、市民法律相談、一般質問でも

されていましたけれども、新規の多重債

務の相談が６０件ということなんですけ

れども、半年間の事業ということなんで

すが、これをどう評価されていくか。こ
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としはどんな感じなのか。また、委託料

で結構不用額も出ているんですけれども、

これはどういうことになるか、お聞かせ

いただきたいと思います。

　次に、１０１ページの、犯罪被害者の

見舞金なんですけれども、この１０万円

ですけれども、この件数といいますか、

どういう状態だったのか、お聞かせいた

だければと思います。この新しい犯罪被

害の条例の周知とか、警察との連携とい

うことはどうかをお聞かせいただければ

と思います。条件があっても知らないと

いうことで、申請がなければ受けられな

いということになってはいないのかとい

うことを聞きたいと思います。

　同じく自治振興費の家賃補助もこれに

該当するのか、ちょっと教えていただけ

ればと思います。

　それから、１０番目、社会福祉総務費

の委託料、いろんなところへ委託をされ

ておりますけれども、不用額が１,７０

０万円ということなので、大きく不用に

なったところがあるのか、内訳を教えて

いただければと思います。

　次に、１１番目です。１２９ページ、

繰出金の大幅減額の理由というか、これ

は、後期高齢者がスタートして、老健へ

国の持ち分が連合へ入るとか、交通整理

が私、必要なんですけれども、少し繰出

金の中身をわかりやすく説明をしていた

だけないかと思います。老健が後期高齢

者医療に８，０００万円、老健に１４７

万円という形になっておるわけですけれ

ども、これをお聞かせいただければと思

います。

　それから、１２番目に、１３９ページ

の児童扶養手当なんですが、一昨年から

変更がされて、母子家庭のお母さん方の

雇用を推進するんだというようなことで

スタートしたんですが、これが量的には

あまり変化がないということで、母子家

庭をめぐる雇用の情勢というのが社会的

にはあまり改善されていないということ

になるのか、この変化がないというとこ

ろではどういうふうに見られておるのか、

お聞かせいただければと思います。

　それから、１４３ページの乳幼児の医

療費助成なんですけれども、段階的に対

処した引き上げがされておるわけですけ

れども、この上がり幅、どういうふうに

見られておるか、お聞かせいただきたい

と思います。

　１３９ページに戻りますけれども、保

育の地域区分の説明がありましたけれど

も、地域区分の変更でということで負担

増、これは中身を具体的に保育の方で変

化があるのかどうか、お聞かせいただき

たいと思います。だから、１２番が２つ

になりますね。

　それから、１４番、国保のメタボ健診

の関係で、がん検診、事業内容も変わっ

たかと思うんですけれども、このがん検

診の事業がどうだったか、お聞かせいた

だきたいと思います。

　がん検診の委託料が子宮がん７９３万

円、乳がんが８１８万円ということなん

ですが、昨年は５３３万円、乳がんが３

４９万円、胃がん、大腸がん関係が国保

へ移行したということもあるんですけれ

ども、周知の関係ですと、５歳刻みになっ

てきたりとか、いろんな市民の意識の感

覚もあるんでしょうけれども、事務報告

で件数も書いてくれているんですが、ふ

えているんじゃないかと思うんですけれ

ども、この中身を教えていただければと

思います。

　それから、１５番目に、市民農園の設

置委託料、この性質をちょっと教えてい

ただければと思います。どういった委託

の性質を持っているのかと。来年から使
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用料も負担いただくとかというような話

をしていただいていますけれども、利用

者の中から、管理されているのかどうか、

何もしてないんじゃないかというような

意見を伺いまして、肥料代もたくさん使っ

て、市民農園を使っているんですけれど

も、土そのものもあまりよくないから、

管理してくれるというのなら、耕運機か

何か入れて一回深く耕してもらうことが

できないかなどとお聞きしておるわけで

すけれども、どうでしょうか。

　それから、市民農園の方、自治会から

利用の募集というか、あまり市民から説

明が聞けていないという意見も伺ってお

りまして、市民へ広く利用できるような

周知の仕方をして欲しいということも聞

いておりますので、運営についてもお聞

かせいただきたいと思います。

　それから、１７１ページの就労支援業

務委託、この中身をお聞かせいただきた

い。就労支援、どういった成果というか、

委託という形になったのか、ちょっと詳

しくお聞かせいただければと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

○森西正委員長　それでは、答弁をお願

いいたします。

　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　まず、都市交流

事業の件でございます。バンダバーグで

ございますけれども、バンダバーグとは、

昨年１０周年ということでございまして、

摂津市からも訪問団が行き、また向こう

からもバンダバーグの市長さんがおいで

になったということで、友好を深めたと

いうことになっております。費用につき

ましては、主にこちらからの公式訪問団

が行っておりますので、この費用がかかっ

ておりますが、市民の交流団も行かれて

おりますので、本市からの分については

最小限にとどめておるようにしておりま

す。

　市外宿泊施設の件でございます。友好

都市等の市外宿泊の補助金でございます

けれども、昨年度は確かに減ってきてお

ります。１８年度は４７万７，０００円

ほどであったものが２０年度には３０万

２，０００円というふうなことでござい

まして、だんだんと減ってきているとい

うことでございます。レジャーの多様化

ということ、また不況もあるのかもしれ

ませんが、年々減っていくということで、

一度本当にこの財政の状況も勘案して、

こういう制度が今後とも必要なのかどう

かについては、今後検討してまいりたい

と思っております。

　次に、防犯灯の件でございます。防犯

灯につきましては、地元の自治会に管理

をお願いしておりまして、３６ワットと

いうお話がありましたけれども、通常２

０ワットの蛍光灯を使っております。照

度アップということになりまして、順次

必要性の高いところから進めるように２

０年度も取り組んでおります。３６ワッ

トの機器が製造中止になり、また維持管

理費が高いというふうなこともありまし

て、今年度から３２ワットの防犯灯への

切りかえに変更して、照度についてはそ

れほど変わらないということですので、

努めてまいっております。

　あと犯罪被害者ですけれども、昨年度

におきまして新しくできまして、いろん

な事案がありまして、周知につきまして

も、パンフレット等の作成、また自治会

等での会長等への周知をしております。

また、警察との連携ということも考えて

おりまして、犯罪被害を一番対応される

のは警察でございますので、そちらの方

との対応ということで取り組んできてお

ります。

　実績ということでございますが、昨年、
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傷害事件がございまして、これに対して

見舞金を支給しております。

　また、ＤＶ（ドメスティック・バイオ

レンス）の件がございまして、２０万円

の家賃補助をしたということでございま

す。ただ、この方については、市内に住

めないというちょっと理由がございまし

たので、市外転出ということで、家賃補

助のうち、引っ越しと敷金補助というこ

とで２０万円を補助しております。

　その他につきましても、警察等から犯

罪被害者ということでさまざまな相談が

あるときには、市の方へ一度言ってはど

うかというようなことでご紹介いただき

まして、電話での相談とかを受けており

ます。１０件程度でございますが、受け

ております。

　また、効果でございますけども、やは

りこういう制度をつくりましたことによ

りまして、市町村として、犯罪被害者に

対する支援という責務が法律でも規定さ

れておりますので、こういった点からは、

非常に先進的に取り組んでいけているん

ではないかなと考えております。また、

他市からの問い合わせ、またマスコミ、

都道府県や国からの問い合わせ等もたく

さんございますので、今後とも積極的に

取り組みまして、こういう制度、いいこ

とでございますので、摂津市から発信す

ることによって、より広い範囲で犯罪被

害の方が救える制度になればいいなと考

えております。

○森西正委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　環境業務課にかか

わります収入未済額についてお答えさせ

ていただきます。

　４０ページ、４番の塵芥処理手数料、

一般廃棄物処理業の許可申請手数料につ

いて収入未済額がありまして、これにつ

きましては、臨時ごみの収集運搬手数料

でございまして、件数としまして、１８

６件で１３５万７，６６０円の金額になっ

ております。

○森西正委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、質問

番号２番、決算書３５ページの目３、衛

生使用料の収入未済金２２万８，５００

円の内容と見込みでございますが、これ

につきましては、市営葬儀使用料と葬儀

会館の使用料をお使いになられた方が、

徴収猶予ということで納付を１週間待っ

た平成１４年度の事案なんでございます

けれども、それから督促を何度もいたし

まして、平成１８年度に面談をした折に、

私どもの方にきっちりお支払いするとい

うふうなことのご返事をいただきました。

その後も納付がなかったものですので、

平成１９年度に一部納入をいただいたと

ころでございます。

　当初、市営葬儀使用料１６万４，００

０円、それと葬儀会館使用料６万５，５

００円、合わせまして２２万９，５００

円の使用料の納付をいただくべきところ

を滞っておったということで、一部でも

というお願いをいたしまして、１，００

０円を納入していただきました。私ども

といたしましては、今後とも督促なり面

談を重ねて、一部ずつでも納入していた

だくということで対応させていただきた

いと考えております。

　それと、１４番のがん検診事業がどう

なっているかというご質問でございます。

　まず、決算書では、子宮がんと乳がん

検診が載ってございますけども、１９年

度までは胃、大腸検診につきましては、

バス検診、これにつきましては市が直営

でやっておりまして、２０年度から保健

センターの委託料に含めて胃、大腸につ

いては実施をいたしております。

　まず、この胃、大腸、肺がん検診の推
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移でございますけれども、これは、胃、

大腸、肺がんにつきましては、４０歳以

上の市民を対象に保健センターで実施い

たします特定健診とのセット健診、それ

と、これ、平成２０年度から新たに保健

センターで胃、大腸、肺がんのセット、

年間１２回の検診を実施いたしておりま

す。それと、胃、大腸では、これは保健

センターの委託事業の中に入っておるん

ですけれども、市内の検診バスを配置し

て検診機会を設けております。

　それで、肺がん検診では、このほかに

保健センターでの基本検診をやっており

ます。このほかに胸部ＣＴも含めて実施

をいたしております。

　平成２０年度の胃がんの検診の受診者

数は、受診機会といたしましては、検診

バス、セット検診も含めまして７９回の

検診で２，０４３名の方が受診をされて

おられます。

　大腸がん検診につきましては、同じく

２，２４９人という受診者でございまし

た。

　肺がん検診につきましては、胸部ＣＴ

も含めまして１０１回の検診を設定をい

たしておりまして、これに対しまして２，

６２１名の受診者があったということで

ございます。

　受診機会でございますけれども、１９

年度比べまして、胃、大腸では６５回か

ら７９回、それと、肺がんにつきまして

は９６回から１０１回にふやしておると

ころでございます。

　それと、乳がんと子宮がん検診でござ

いますけれども、乳がん、子宮がん検診

につきましては、今年度特に国の制度設

計がなされまして、４０歳以上の節目検

診を実施しておるところでございますけ

れども、２０年度につきましては、乳が

ん、肺がん検診は、検診車を保健センター

に配置して実施します集団検診、そのほ

かに市内の医療機関に委託して行います

個別検診、この二通りの方法で２０年度

は子宮がん検診を実施いたしております。

　平成２０年度でございますけれども、

検診バスの配車回数を乳がんで１９年度

の２８回から４２回に、子宮がんでは１

２回から２６回にそれぞれふやし、受診

機会の確保、拡大に努めてまいりました。

その結果、乳がんでは、前年の８３１人

の受診者でありましたところ、２０年度

では１，３４７名、子宮がんでは、前年

１，１６９人の受診者であったところが

１，６０３名の受診者の増といった結果

を得ております。

　現在、２１年度も先ほど申しました節

目検診の実施をいたしておりますので、

２１年についてはもう少し受診率の向上

を図れるというようなもので見込んでお

ります。

○森西正委員長　寺田参事。

○寺田国保年金課参事　質問番号１１番

の老人保健の繰出金と後期高齢者医療の

関連についてご説明いたします。

　老人保健医療制度は、平成２０年３月

をもって廃止となりました。それで、従

前の老人保健医療制度におきましては、

医療費の１２分の１が市の法定繰出金と

して、一般会計から老人保健医療特別会

計に繰り出しされておりました。後期高

齢者医療制度にかわりまして、１２分の

１の法定負担分はかわらず、一般会計か

ら広域連合に直接広域連合療養給付費負

担金として支払っております。これは、

１２７ページに広域連合負担金として３

億３，９３３万５，６６７円を２０年度

に支出いたしております。

　続きまして、後期高齢者医療特別会計

繰出金でございますけれども、後期高齢

者事業に対する事務費といたしまして、
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４２７万６，５５２円を一般会計から繰

り出しし、あと保険料の軽減に対応いた

します保険料基盤安定繰出金として７，

５９２万６，３０９円を支出いたしてお

ります。

　なお、この負担割合は、府が４分の３、

市が４分の１でございます。

　なお、この保険基盤安定繰出金と後期

高齢者医療で徴収いたしました保険料を

合わせて広域連合の方へ納付金として支

払っております。

○森西正委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　私の方から、今の

１１番に関連しまして、社会福祉総務費

の残額が多いということで、その一端と

して、国保年金課に係ります繰出金の残

額が約９，３００万円強となっておりま

すので、今、寺田参事から、広域等の説

明もありましたように、国保年金課の特

別会計の繰り出しの方でも５，３００万

円ほど残額が残っております。これのご

説明をさせていただきたいと思います。

　国保年金課に係ります繰出金につきま

しては、職員給与等繰入金、出産育児一

時金繰入金、国保財政安定化支援事業繰

入金、保険料軽減分等繰入金ということ

で一般会計から繰り入れを行っておりま

す。これのうち、職員給与等繰入金につ

きまして約１，５８０万円、出産育児一

時金につきましては、出産の減によりま

して、２，２５０万円の残額が残ってお

ります。その分については、一般会計か

らの繰り出しはしていただいておりませ

ん。

　それから、基盤安定の繰入金につきま

しても、当初の見込みに比べまして、基

盤安定の繰入金で約１，５００万円程度

の残額が出ております。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、質問番

号８番、多重債務の相談についてご答弁

申し上げます。

　本市では、平成２０年６月より、専門

家による多重債務の無料法律相談会を実

施しました。府下で先駆的な取り組みと

して実施し、開催は月３回、第１木曜日

は司法書士、第２・第４金曜日は弁護士

が相談室にて各３時間の相談を行ってお

ります。平成２０年度は６０件の相談を

受け、そのうち２３人、３１．９％の方

が弁護士や司法書士の受任を受け、解決

に向けて手続きを行っておられます。

　速報値としましては、任意整理が１１

名、続いて、自己破産が６名となってお

ります。

　また、２１年度におきましては、９月

までの半期で既に２７件の相談を受けて

おり、前年のペースが続いている状況で

す。

　また、予算の不用額につきましては、

この多重債務相談会は６月スタートにな

りましたので、４月、５月分が不用額と

なっております。

　続きまして、１６番、地域就労支援事

業の委託事業とまた成果についてという

ことについてご答弁申し上げます。

　地域就労支援の委託事業につきまして

は、５つの委託がございまして、一つは、

３市１町合同就職フェアによるつい立て

の設置の委託、また、商工特集号を市内

の事業所に郵送するための袋詰め作業を

摂津市社会福祉事業団の方に委託してお

ります袋詰め作業の委託、次に、パソコ

ン講座の委託、医療事務講座の委託、フォー

クリフトの委託となっております。

　能力開発講座の委託内容の参加者数は、

パソコン講座が２０名で、就職者が５名、

医療事務につきましては、２１名の参加

をいただき、就職者が０名、フォークリ

フトにつきましては、１０名の参加をい
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ただき、就職者が３名、全体で見ますと、

５１名中８名、１５．７％の方が就職す

ることができました。

　ちなみに、１９年度は８０名中１１名、

１３．８％の就職率となっております。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　山崎委員の福祉総

務費の不用額の件についてお答えさせて

いただきたいと思います。

　不用額の主なものなんですけれども、

社会福祉事業団の運営委託料といたしま

して６４５万８，４１０円がございます。

また、訪問入浴の事業の委託料といたし

まして、残額として６０５万５，０００

円がございます。これに関しましては、

本来委託料の額の方を３年度の契約をし

ていたんですけれども、ちょっと見込み

が１年度しか本来必要なかった分を今回

予算として載せておりましたので、不用

額が非常に大きくなったということになっ

ております。

　次に、１２７ページの小規模通所授産

施設機能強化支援事業補助金でございま

すが、不用額といたしまして１７０万円

の不用額が出ております。これは、小規

模通所授産施設強化機能強化支援事業と

申しますのは、市内に小規模通所授産施

設が５か所あるんですけれども、その授

産活動の支援といたしまして、予算上は

５か所とっておったんですが、１か所、

人の関係上、配置できないということで、

１か所分が不用額として発生しまして、

１７０万円の不用額という形になってお

ります。

　同じページで特別障害者手当給付金の

方なんですけれども、不用額といたしま

して、４３８万２，１４０円という形で

不用額が発生しておりますが、前年度と

比べまして、ほぼ同額の給付ということ

で、特に予算上、少し多めに組んでいた

ということが理由だと思われます。

　主なものに関しまして、不用額として

は以上でございます。

○森西正委員長　田橋参事。

○田橋産業振興課参事　市民農園につい

てのご質問にご答弁させていただきます。

　市民農園の開設には、市民農園整備促

進法によるものと、特定農地貸付法によ

るものと、法的に何の制限もない農園利

用方式というものがございます。摂津市

の場合は、農園利用方式で市民農園を開

設しております。

　それと、ことしの３月５日に各団体の

方、２名ずつ集まっていただきまして、

２２年度から市民農園の利用料をいただ

きますという説明会を既に開催しており

ます。そこで、２２年４月から固定資産

税相当額の分を受益者負担としていただ

きたいと。その中で、有料化になっても、

現在の利用しておられる農園についての

設備等のことは、やはりそれにお金をか

けますと、利用料がはね返りますので、

そのときに皆さんのご意見がありました

のは、そういう固定資産分の税金だけで、

なるべく単価を安い利用料でして欲しい

と、設備に金をかけた分がはね返ってく

るとまた料金が上がるからということで、

皆さんのご意見では、現時点のままで使

いたいということです。ということで、

管理については現状のままでということ

で、説明会のところでもそういうことに

なりました。

　それと、耕運機等で管理ということな

んですけれども、市民農園も既にそれぞ

れの畝には、木枠で囲っておられて、鉄

柱を打ち込んでしておられますので、畑

全体をトラクター等で耕すのであればい

いんですけども、部分的な耕運機とかと

いうのは、入ることはちょっと困難とい

うように考えております。農家の方でも、
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大体２０平方メートルとか３０平方メー

トルぐらいでしたら、スコップとか鍬で

しておられますので、そういうような耕

運機は要求があっても入れられないとい

うことでございます。

　それと、説明が何もされてないという

ことですけども、現在、団体貸しをして

いますので、その団体の長もしくはその

長が市民農園をしておられなかったら、

その団体の中で、そういう代理の方の名

前をいただいておりましたら、すべてそ

の方に通知しております。その方から団

体の会員さんの使っておられる方に通知

等をしていただきたいというようにお願

いしているところでございます。

○森西正委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　こども育成課に

かかわる部分についてご答弁申し上げま

す。

　まず、１２番目のご質問だったと思う

んですけれども、児童扶養手当のことに

ついてでございますが、平成２０年度よ

り、ご指摘のとおり、児童扶養手当につ

きまして、手当よりも自立促進の方向へ

向けるというような方向へなってはおり

ますけれども、実際には、児童扶養手当

の受給者数につきましては、平成１９年

の８月と比べますと、平成２０年の８月

で４９人増の７９０人、そして、本年の

８月におきましては、さらに１３名の増

で８０３名というふうな状況になってお

ります。

　このうち、全部支給の方につきまして

も、１９年と比べますと、２０年は１５

名ほどふえておられるというような状況

になっております。昨年度より一部支給

停止という、児童扶養手当が、仕事をさ

れていない、あるいは仕事の意欲がない、

仕事ができるにもかかわらず就労に向かっ

ておられないというような方は、半額に

支給が一部停止されるというようなこと

が、凍結ということではありましたけれ

ども、出されておりまして、それについ

て書類を提出していただいて、さらに停

止をするというようなことを行ってきた

わけなんですけれども、現在、それによ

りまして停止をされているというような

方は、ご自身からお申し出になった１名

だけという、そういうような状況になっ

ております。

　続きまして、乳幼児医療費助成の上が

り幅についてというご質問でございます

けれども、乳幼児医療費助成につきまし

ては、平成２０年の４月より就学前児ま

で通院の医療費助成を拡大いたしたとこ

ろです。それに伴いまして、助成額は前

年比１３％増しというふうになっており

まして、また、件数につきましても３５

％増しというふうな状況になっておりま

す。

　ただ、平成２０年度より、就学前児ま

で医療費の負担割合が３割から２割とい

うことで拡大をされておりますので、そ

の分とあわせまして助成額が大幅な増と

いうことにはなっていないというような

状況にございます。

　その次に、同じ質問番号１２番で、保

育所の運営費負担金、また民間保育所の

運営費補助金について、地域区分の変更

による増についてのご質問でございます

が、平成１９年度までは、摂津市は、保

育所の運営費国庫負担金に係る保育単価

地域区分といたしまして、１００分の３

地域と指定をされておりました。それが

平成２０年度より１００分の１０地域と

いうことになりまして、大幅な増という

ことになったものでございます。

　北摂各地域、もともと１００分の１０

あるいは１００分の１２地域に指定され

ておりまして、摂津市だけが１００分の
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３の地域指定となっておりましたので、

これで北摂各地域の状況になってきたと

いうところでございます。

　この地域区分から保育所運営費負担金

につきまして８，０００万円ほどの増、

また補助金につきまして１，０００万円

ほどの増ということになってございます。

○森西正委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、地域

福祉課に係る分についてご答弁させてい

ただきます。

　まず、一番初めの３３ページ、社会福

祉費負担金の不納欠損５万８，４００円

でございますが、これは、養護老人ホー

ム施設の入所負担金の分でございます。

平成１５年度の４月分の負担金でござい

ます。ご本人さんが死亡されまして、徴

収が困難となりまして、家族の方にお支

払いいただくようにお話を続けてまいり

ましたが、ご家族の方につきましては、

支払いを拒否をされたということで、今

回不納欠損となっております。

　それから、５番目の大阪府の方で橋下

府知事になられて、維新プログラムとい

う形で、財政再建に取り組んでおられま

すが、平成２０年度におきまして、市の

方に影響があったのかというご質問でご

ざいますが、私どもの方では、住宅改造

助成費につきまして、基本的には７月分

までの４カ月分という形で補助金が算定

をされております。他の補助事業につき

ましては、当初７月まで暫定予算でござ

いましたが、最終的には、２０年度につ

きましては１年分という形で対応してい

ただいております。

　なお、その住宅改造につきましても、

府下全体の費用を府の方で７月分までと

いうことで各市に割り当てておられます。

実際に私どもが予定しておりました額と

比べて執行額が少なかったものでござい

ますので、実質的には、その割り当てら

れておりました補助金の額を下回る補助

ということになりましたので、実際には、

市としての持ち出しというんですか、そ

ういったものはなかったということでご

ざいます。

○森西正委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　福祉総務費の不用

額につきまして、追加と訂正をお願いい

たします。

　まず、国保年金課全体での社会福祉総

務費の不用額は９，７１２万８，５３７

円でございました。訂正をお願いいたし

ます。

　主なものは、先ほどご説明いたしまし

た国民健康保険特別会計への繰出金でご

ざいますが、もう一つ大きな残額が生じ

ておるものといたしまして、老人保健医

療制度特別会計の繰出金がございます。

老人医療特別会計繰出金につきましては、

今回１４６万９，０５７円の繰り出しを

しておりますが、これは実は事務費繰出

金でございます。医療分の繰出金につい

ては、今回不執行とさせていただいてお

ります。それによりまして、３，８２６

万９，９４３円の残額が生じておるもの

でございます。

　その理由といたしましては、老人保健

医療制度が平成２０年３月をもって廃止

されまして、それまでに一般財源の実は

剰余金が残っておりました。これは国等

の歳入不足、翌年度精算分とかございま

すので、そういったものを一時的に補填

をしていただいておったんですが、それ

が残っておった関係で、今回不用額とさ

せていただいたということでございます。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　質問番号１番の収

入未済額の件について、障害福祉課の分

としてお答えさせていただきます。
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　収入未済額の主なものなんですが、介

護給付費の利用者負担金といたしまして、

５００万３，５４２円が未収額となって

おりますが、現年度分に発生した分とい

たしましては、内訳として１５万４，６

６２円、過年度分として４８４万８，８

８０円がございます。

　この未収金の内訳なんですけれども、

介護給付費利用者負担金支援費、続いて、

自立支援法になってからは、市立施設の

利用者負担金のみですが、それ以前は、

市として措置とした利用者の負担金を徴

収しておりましたので、その分が過年度

分として非常に大きく上がっております。

主に障害者の入所の施設の方の、特に他

市の方の分が特定の方がおられまして、

その方の未収額が主な金額となっており

ますが、実際２０年度、その市の方の担

当の方とお話させていただきまして、利

用料が今回一部下がった分もございます

ので、払える範囲で払っていただくと。

ただ、入所施設でございますので、実際

ご本人が払わないという形ではなく、多

くの場合、ご家族の方とかが実際年金等

の管理をいたしておりまして、その関係

でなかなか利用料の徴収というのが困難

であったというような現状がございます

が、時間をかけて話をさせていただく中

でご理解いただいて少しずつ払っていた

だくと。ただ、ご本人に迷惑がかかると

いうようになっては困りますので、計画

的に生活の支援も他市の担当のケースワー

カーと連絡を取りながらさせていただい

ているというような現状でございます。

○森西正委員長　佐藤部長。

○佐藤保健福祉部長　４番目の質問でご

ざいましたが、いわゆる市債の関係につ

きましてご答弁を申し上げたいと思いま

す。

　お問いのように、新型インフルエンザ

の例えばパンデミック的な状態が起こっ

たときの対応でございますが、さまざま

な対応があろうかと思うんですね。これ

は、いわゆる予備費を充用して対応でき

る範囲内なのか、また、いわゆる臨時会

等の開催をお願いして補正という措置が

必要なのか。それは状況によって判断を

した中でお願いしていくというふうな形

になろうかと思うんですが、その際のい

わゆる歳入の部分、これをどういう対応

をするのかという問題であろうかと思う

んですが、一つは、予備費充用について

は、この予備費の財源、既に予算計上し

ておりますので、そういう問題が起こっ

てこないわけですが、補正措置をする場

合については、当然その財源をどうする

のかという問題が出てまいります。

　このときには、国ないし大阪府の方か

ら、負担金なり補助金なりが見込める場

合については、それを見込まさせていた

だいて、あとはいわゆる市単独で負担を

する部分、これについては、いわゆる基

金の取り崩しというふうな手法もござい

ますし、また、全体の今後の収支計画の

中で活用できるいわゆる市債を織り込む

というふうな手法もございますし、そう

いう部分については、財政課の方が主体

になって、そういう資金手当をしていく

というふうな仕組みになっておりますの

で、ご理解をお願いしたいと思います。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　収入未済額とか、使用

料の未収とか、もう少し詳しく出しても

らえたらと思っていたんですけれども、

収入の分で、廃棄物の手数料、結構件数

が多くて金額もあるんですけども、この

回収の見込みをお話いただけてなかった

ので、どういうことか、もう一回、回収

はされるのか、お聞かせいただきたいと

思います。
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　それと、介護負担金の関係で、これま

での過年度分が残ってきているというこ

となんですけども、老人ホームなどに措

置として、要するに無料で入れていた方

が、障害者自立支援法ができてお金が要

るようになって払えないということでは

ないですか。それをご説明いただけたら

と思うんですけども、こういった矛盾が

出てきているのかなと私も今感じたんで

すけども、ちょっとその辺、これまで無

料だった方に負担金が発生してきている

のか、またその辺、詳しくお聞かせいた

ただけたらなと。払える払えないという

その問題がどこにあるのか、お聞かせい

ただけたらと思うんですが。

　それから、補正予算で民生費の市債は

できない、いろんなことができるという

ことなんですけれども、基金の取り崩し

というお答えもありましたけども、民生

関係の基金というのがどれぐらい、どう

いった形になっているのか、お聞かせい

ただければなと思うんですが。

　あと橋下府政の住宅改良事業がまとまっ

たということだったんですけども、基本

的にこれは持ち出しもなかったというこ

とだと思うんですけれども、緊縮財政で

いろいろ府補助金なんかがこないという

ところで事業を乗り切っていただいてい

ると思うんですが、要求というか、ちゃ

んと必要だというところは、ぜひ府とも

協議をしていただきたいと思っておりま

す。

　次に、６番目で、市外宿泊利用の補助

ですね。レジャーの多様化ということを

ずっと何回もそういう話が出てくるんで

すけども、別に悪い制度ではないと思う

んですけども、検討という話だったんで

すが、見直しをされていくんでしょうか。

この見通しというか、どういった方向に

なっていくのか、お聞かせいただければ

なと思います。

　それから、防犯灯管理費に関しては、

自治会管理ということなんですけれども、

自治会さんの防犯意識というか、高い低

いというのはやっぱりあるんじゃないか

なというのが、暗いところが結構放置さ

れる、放置と言ったらおかしいんですけ

ども、あまり意識されずに明るくして欲

しいというような要求が上がってこない

場所とか、そういったところ、市として

もチェックするということをされていな

いのかどうか。うるさく言ってくるといっ

たらおかしいんですけども、盛んに切り

かえを申請してはるところは明るくなる

けども、そうでないところは暗いままと

いうことになっていないのかどうか、そ

の辺をお聞かせいただきたいと思います。

　それから、市民法律相談とか、犯罪見

舞金の相談はしっかりやっていただきた

い。いろいろ新しい事業ですから、摂津

市から発信できるようになればありがた

いかなと思っております。

　それから、社会福祉総務費関係の不用

額の話なんですけども、先ほど訪問入浴、

３年契約のところがそうじゃなかったと

いうふうな話もされましたけれども、そ

こで、授産施設の配置も減ったというこ

となんですけれども、サービス面で必要

なサービスというか、訪問入浴のサービ

スなんかが結局削られたというか、減ら

さざるを得なかったとかというようなこ

とがなかったのかどうか、またお聞かせ

いただきたいと思います。

　それから、児童扶養手当の方は、この

不況の中ですから、新たな就業というの

は本当に大変だとは思うんですけれども、

しっかり児童扶養手当が必要なところに

はしっかり支給していただくという立場

で頑張っていただきたいと思います。

　それから、１００分の１０の地域にあっ
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たということで、保育環境、どういった

影響があるのかというのをお聞きしたい

と思うんですが、補助金、負担金が、こ

の地域区分で、私もこれがよくわからな

いんですけれども、変わることによって、

補助金がふえるということであるなら、

保険料軽減とかなんかにも使えるのかど

うかとか、具体的にどういう形になって

いくのかというのをお聞かせいただけれ

ばなと思います。

　それから、乳幼児医療の補助の制度は、

子どもたちの健康保険の補助がふえたの

で、それほど上がらなかったという意味

では、摂津市ももうちょっと頑張れば、

それこそ医療助成も、また年齢の引き上

げなんかもできるのかなと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。

　それから、がん検診なんですけども、

私も聞かせてもらった限りにおいては、

メタボ健診というか、市民健診に移行し

たからということで、がん検診が国保に

全部いったということではないというか、

保健センターの委託料にいったという話

でしたので、そういうふうに理解してい

いのかなと思うんですが、国保が健診を

やることで、これまでがん検診やらなん

やら市が負担していた部分を国保の方に

肩がわりされるといったらおかしいんで

すけども、負担がふえるということになっ

てはおかしいのかなと思っていまして、

国保の方で健診事業をやるというところ

で、これまで市が補助を行っていた部分

については、国保の方に補助ができると

いうのが筋なんじゃないかなと思ってい

ましたので、この辺、理解がおかしかっ

たら、ぜひ指摘していただきたいと思う

んですけども。健診事業への市の国保へ

の補助というのがあるのかないのか、お

聞かせいただきたいと思います。

　それから、市民農園について、確かに

全体に耕運機を入れるのは大変だと思う

んですけれども、結構利用されている方

が高齢化というか、お年寄りというか、

大変なんやという話も聞いておりますの

で、何らかの援助ができればなと思って

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。

　それから、就労支援の方は大変厳しい

状態ですけれども、その同じ就労のとこ

ろの貸付金というのが私、ちょっと気に

なって、これも一度お聞きしたいと思う

んですが、この預託の性質、１７１ペー

ジの貸付金の、これがまた返ってくると

いうか、完了するというか、形になるの

かどうか。その上の保証料給付とか、利

子補給なんかは返ってこないというか、

支給のあれになるんでしょうけども、こ

の預託というのが、残高というか、何か

そういったものが基金みたいになってい

るのかどうか、お聞かせいただきたいと

思うんですが。

　お金の使い方ですけれども、総務の委

員会でも議論になると思いますが、予算

に占める民生費の比重がなかなか伸びな

いというか、先ほど説明いただいたよう

に、いろいろきちんと出してはいただい

ているんですけども、市税を民生という

か、市民のために使うという意味では、

このバランスもやっぱり考えていかなく

てはいけないんじゃないかなと思ってい

るんですが。この時期に保険料や使用料、

市民負担がかかっていくというのは、大

変なことなんじゃないかなと思っており

まして、先ほど子どもの医療費の助成で

すとか、介護用品とか、就労支援とか、

制度の改善というか、そういったことを

ぜひ充実していただきたいと思っており

ますので、民生費全体を見た税金の使い

方、これを昨年度どう評価されているの

かということを、よかったら、副市長、
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全体の話をちょっとしていただければな

と思いますので、お願いいたします。

○森西正委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　山崎委員の再度の

ご質問のうち、健診の国保への補助があ

るのかどうかというお問いにご説明させ

ていただきます。

　まず、こちらの方は特別会計の方にな

るんですけれども、特別会計の決算書の

方をご覧いただきますと、２１ページに、

国の方の特定健診診査等負担金というの

がございます。それから、２３ページの

方にも府の負担金としまして、特定健診

等負担金というのがございます。基準額

の３分の１がそれぞれ計上されておりま

す。５７７万円ずつ計上されております。

　それと、もう一点、市が補助できるの

かどうかというご質問もあったかと思い

ますが、特定健診については、自己負担

なしで受診ができるようになっておりま

す。その負担分につきましては、一般会

計から法定外繰り入れとしてちょうだい

をしているということでございます。

○森西正委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　塵芥処理手数料に

ついてお答えさせていただきます。

　臨時ごみにつきましては、引っ越し臨

時ごみを取った後に徴収に行かせていた

だくという形をとらせていただいており

ますので、お金につきましては、後日徴

収の方に行かせていただいております。

その点におきまして、この金額、１３５

万７，６６０円という金額、大きくなっ

ておりまして、過去何年か分の過年度分

を含んでおります。

　徴収の方法なんですが、これにつきま

しては、休日、祝日勤務等ありましたと

きとか、夜間の勤務等がありましたとき

に、時間の合間を見て徴収の方に行かせ

ていただいております。通常でいきます

と、督促等を郵便で送っておるんですが、

その徴収というのはなかなか難しい面も

あります。

　それで、先ほど言いましたように、夜

間、祝日等、徴収の方には行っておるん

ですが、なかなか近隣だけではなく、他

府県もありますので、現在まだ１３５万

円ほど残っておるという状況でございま

す。

　今後また徴収の方法等を見直しながら、

可能な限り徴収は行うつもりでおります。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　市の宿泊施設の

利用補助の件でございます。これにつき

ましては、以前から確かに市民のレジャー

の多様化みたいなことでご答弁している

かと思うんですけれども、平成１８年度

で３８２人おられました利用者が２０年

度には２０４人ということで大分と減少

しております。ただ、そういうことで、

ＰＲ自体は毎年同じようにやっておりま

すし、チラシも作成しておりますが、こ

れといった決め手がないのが実情でござ

います。ただ、こういう近隣、いろんな

ところがありますけれども、行っていた

だいて、よその市の方、地方の方と交流

していただく、それにやはり市もひとつ

関与しているというのは非常にいいこと

ですし、もっと交流が生まれるきっかけ

になればなと我々は思っております。見

直しをして、より使いやすい制度にする

のか、また財政当局の側からすれば、お

金は少ない方がいいわけですからという

こともありますけども、原課としては、

そういう人と人とのつながりというもの

を大事にできたらなという思いは持って

おります。今後また検討してまいりたい

と思います。

　防犯灯の管理につきまして、自治会に

お任せしている部分がございます。とい
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いますか、市内に６，５００ほどの防犯

灯がございます。これをすべて市の管理

ということになりますと、相当なという

か、現実的には難しいのかなと思います

ので、自治会にお願いしております。確

かに自治会によりまして、その防犯灯の

設置、増設につきまして、強弱ございま

す。この辺については、以前には摂津警

察署と連携しまして、摂津警察署の方に

暗いところをお示ししていただいて、こ

れを自治会長にお伝えして増設をしたと

いうふうな経緯もございますので、そう

いう手法もとってまいりたいと思います

し、また自治連合会等にもお願いいたし

まして、そういう必要なところに対して

の増設は考えてまいりたいと思います。

　よくありますのが、通行される方は暗

いとおっしゃいます。ただ、そこへ付け

ますと、そこのおうちの方はそういうと

ころへ付けてもらったら困ると、こうい

う事例もございます。その辺も地元の事

情をよくご存じの自治会長さんとより積

極的にご相談させていただいて、増設に

ついては協議してまいります。

　あと自治会長さんにも目の届かないと

ころもございましょうし、自治会長に言っ

ていただいたらいいですし、また自治会

で言いにくいということであれば、我々

におっしゃっていただけましたら、それ

はまた我々の方で自治会長と協議をさせ

ていただくことができると思いますので、

またご協力の方をお願いしておきたいと

思います。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　訪問入浴の件につ

いてお答えさせていただきます。

　訪問入浴に関しましては、２０年度、

対象利用者の方は４名で３０１回利用回

数がございます。訪問入浴のサービスと

いいますのは、重度の身体障害者の１、

２級の方に通所のサービス等難しい場合、

お風呂に入っていただくということで、

以前は週１回を提供させていただいてご

ざいましたが、２０年度から週２回とい

うことで、利用の回数が１９年度から比

べますと、ほぼ倍近くなっているという

ことで、サービスを特に利用制限してい

るということはございませんので、ご理

解いただけたらと思います。

　次に、不用額の件でございますが、措

置のときも利用料は同じようにかかって

いまして、特に措置のときは、食事代と

かも利用料の中に負担しておりましたが、

制度が自立支援法等に変わりましたので、

利用者負担、特に自立支援法の導入当時

は１割の負担ということでございました

が、減免等進みまして、利用者負担は減っ

てきております。その中で利用者の方と

も話すような機会ということもつくらせ

ていただきまして、少しそういう支払い

に関して前向きに考えていただくきっか

けになったのかなというふうには思って

おります。

○森西正委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　地域区分変更に

よる保育環境への影響についてというご

質問にお答えさせていただきます。

　保育所の運営費は、事業費とそれから

人件費とまた管理費と、そういうものに

分かれておりますけれども、それを含め

て運営費として支出をしているところで

す。保育単価につきましては、この地域

区分ごとに分けられておりますのと、そ

れから定員、また年齢によって区分がさ

れておりまして、各年齢で必要な職員の

人数が最低基準によって決められており

ますので、その分について、運営費とし

てお支払いをしているというところでご

ざいます。

　今回１００分の１０に上がったという
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ところで、この人件費ですとかを、また

事業費ですとか含めたところで増額とい

うことにしておりますので、各保育所に

おきまして、いろいろな形で保育環境自

体の向上にはなるものと思っております。

ただ、既にそういうふうにされていると

いいますか、既にこの運営費を上回って

環境を整えておられるという実態がござ

いますので、先ほどご答弁させていただ

きましたように、北摂各地域を見ました

ら、これで同じ水準になってきたという

ところでございますので、それを考えま

すと、必ずしもこのことをもって、向上

させられるか、あるいは今までのものに

補填をされるか、そういうところはそれ

ぞれの園での対応になろうかとは思いま

す。ただ、こういう形で負担の増という

ことを図っておりますので、公的な形で

の責任というところで、保育所の運営全

般に対して向上を図ったということにな

ろうかとは思っております。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、１億円

の預託金についてご答弁申し上げます。

　預託金につきましては、中小企業の事

業所の支援ということで、本市が行なっ

ております市融資の利率をできるだけ低

くするために、市内の８金融機関１３支

店に預託しております。預託につきまし

ては、３年間の貸し付けの実行高に応じ

まして割り振りをさせていただきまして、

４月に各金融機関に支出し、３月末日に

またご返金いただいているという形を繰

り返しております。また、大阪府の融資

が１．６％、市の融資が１．２％、０．

４％安い利率の融資ができているという

実績がございます。

○森西正委員長　佐藤部長。

○佐藤保健福祉部長　２点についてお答

えをいたしたいと思います。

　まず、１点は、民生関係の基金がどの

ぐらいあるのかという趣旨でのご質問を

いただいておりますが、本市の基金につ

きましては、この決算書の２７２ページ

から２７４ページに記載をいたしており

ますが、この中にいわゆる民生部門関係、

幾つかの基金がございますが、例えば、

２７３ページに高額療養費の貸付資金の

基金であるとか、次のページにいわゆる

介護関係の基金、これがあるわけですが、

もともとのお問いのいわゆる新型インフ

ルエンザ等、緊急の場合の取り崩しが可

能なのは、これらの基金からの取り崩し

というふうなことは想定をいたしており

ませんでして、本市的には、財政調整基

金であるとかというようなことになろう

かと思いますので、そういう意味で申し

ますと、ご質問のような用途に使えるい

わゆる民生関係の基金という仕分けはご

ざいませんので、ご理解をお願いしたい

と思います。

　それから、もう一点は、いわゆる本市

の市税収入に占める民生関係の費用、こ

れは、せんだっての本会議での一般質問

の中でも取り上げておられましたが、当

日の質問の中では、この摂津市のいわゆ

る民生費、一人当たりの部分を、これは

どういうんですか、民生費の割合を見る

と、３１．８％というふうなことで、具

体には大阪市と堺市を除く大阪府下３１

市の中で、この構成比が少ない市として

は、下から４番目だということでご指摘

をいただいているわけですが、私も違っ

た観点でも見ておりまして、実はこれ、

いわゆる全体の総予算の中で占める割合

としては３１．８％でございますが、市

民一人ひとりにどれだけの民生予算を組

んでいるかと、執行しているかというふ

うな観点で見ますと、これはいわゆる２

０年度の決算数字でございますが、市民
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一人当たり１１万３，１２９円でござい

まして、これは、実はこの３１市の中で

多い方から数えて１３番目でございます。

この数字は、実は同じレベルで見ていき

ますと、近隣であれば、吹田は、市民一

人当たりにすると、１０万７，１８５円

でございますし、お隣の茨木市であれば、

１０万３２６円、高槻市が９万９，４３

８円、近隣の各市よりも多い金額になっ

ているわけです。

　ただし、これはそれぞれの市の置かれ

た状況が違いますので、一概にこの金額

が多いから少ないかということではなく

て、私ども日々の業務に当たりましては、

やはりこの摂津市の一人ひとりの市民の

方々の状況をとらまえながら、適切な対

応をしていきたいというふうに考える中

で日常的に業務に当たってきておりまし

て、そういう部分もありまして、今週に

テレビ、新聞報道もされましたが、例え

ば、新型インフルエンザのワクチン接種

に当たっては、前年非課税にしていこう

というだけじゃなくて、昨年からの経済

の非常に低迷の中で、失業等なった方に

ついても全額助成をするというふうな措

置を、これ、大阪府下でも最初に取り組

むというふうなことで、常に市民目線に

沿った中で業務に当たっておりますので、

よろしくご理解をお願いしたいと思いま

す。

○森西正委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　もう一点、答弁が

漏れておりましたので、追加をさせてい

ただきます。

　特定健診等に係る自己負担分と特定健

診の手数料分のうち、先ほど申し上げた

国、府の負担金を除いた分を繰り入れを

していただいておるものでございます。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　部長からご説明いただ

きましたので、確かにそういうことだと

思うんです。１１万円の一人当たりの額

が組めて、かつ民生費の割合が低いとい

うことは、基本的に財政力があるという

ふうに見られるわけではないかと、この

間、たばこ税の話とか、他市から見れば、

それでようやっていけるなというふうに

摂津市が見られへんかという意味で。先

ほどもパンデミックとか、その財政基金

をだからためていかないと、急に右、左

に動くお金がないわけですよね。そういっ

たところにも民生費の割合、貯金の分も

含めて、大きくはできてないかなという

意味で、そのバランスもやっぱり考えて

いかなくてはいけないんじゃないかなと

思っております。

　だから、この年はそれこそ府から補助

金がおりてこないのじゃないかとか、政

権交代があって、こんな必要なところを

してもらいたいのに、国もとんでもない

ということで抗議をすべきだと思うんで

すけれども、お金の流れが変わる可能性

が今、非常に高いわけですから、いざと

いうときのための民生部門のお金という

のは大切な部分で、調整基金で構わない

と思うんですけれども、積んでいくとい

う部分で、民生予算を大きくしておく必

要があるんじゃないかなと思っておりま

すので、来年度予算にはぜひご考慮をい

ただけたらと思っておりますので、要望

としておきます。

○森西正委員長　よろしいですか。

それでは、暫時休憩とします。

　　（午前１１時５５分　休憩）

　　（午後　１時　　　　再開）

○森西正委員長　休憩前に引き続いて開

会をします。

　ほかに質問はございませんか。

　弘委員。

○弘豊委員　そうしましたら、私の方か
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ら数点にわたって、質問をさせていただ

きたいと思います。

　私の方からは決算概要のページに沿っ

て、お尋ねしていきたいんですけれども、

まず最初に５０ページ、市政モニター事

務事業についてです。

　この市政モニターということでは、市

政にかかわって市民の皆さんから意見を

ちょうだいしていく上で、大変重要な事

業だというふうに思っておりますが、こ

の２０年度の市政モニターの事業の中身

について、またその運営にかかわって、

詳しく報告していただけたらというふう

に思っております。

　次に、６４ページ、ＪＲ千里丘駅のエ

スカレーターの修繕の部分で、１，９４

２万円と高額なものになっています。こ

れは説明もありましたように、水の関係

のトラブルで、ＪＲ側がこの分について

は、補償したというふうなことなんです

けれども、その後の不具合等とかはない

のか、この中身について少し教えていた

だきたいと思っております。

　次に、ページ６６、社会福祉事業団へ

の事業の運営委託についてです。

　市の社会福祉行政にかかわって重要な

役割を果たしていただいている事業だと

いうふうに認識しておりますが、この部

分での運営委託と、それから補助金につ

いてと、それぞれあるかと思いますけれ

ども、この中身について、また先ほど来、

ちょっと不用額が多いということで、事

業の中身についての説明が少しあったか

と思うんですけれども、もうちょっと聞

きたいというふうに思います。

　続いて、次６８ページなんですが、ホー

ムレス自立支援事業ということで、１，

６５５万円組まれています。これもきょ

うの会議の冒頭に保健福祉部長の方から

説明がありましたが、今回は本市が幹事

市ということで、北摂にかかわる補助金

を一たんここの会計に入れて、それから

精算していくということで、例年だった

ら、大体市のここにかかる支出は５０万

円程度というふうなことかと思うんです

けれども、この会計のこうしたやり方に

ついて、もうひとつよく理解できないと

いうふうに思っております。この中身に

ついて、少し聞かせていただきたい。

　それから、ホームレス自立支援のこの

内容にかかわっては、私、昨年末、大変

な不況もありましたし、また、市内にホー

ムレスの方も多数いらっしゃるというふ

うな、そういう認識もありますけれども、

昨年末、年末年始にかけての、時期をちょっ

と詳しく覚えていませんけれども、鳥飼

新橋の下のところで孤独死などもあった

りしているというふうなことも聞いたり

しています。このホームレスの今の実態

などについて、市の把握や認識について

お聞かせいただけたらと思います。

　続いて、７１ページです。

　高齢者移送サービス事業についてです

が、この事業については、２０年度事業

体系の再構築のような議論もあったので

はないかというふうに思うんですが、こ

れは、６５ページにある福祉有償運送と

いうふうなことともかかわって、今の高

齢者移送サービス、この時期どのように

変わっていっているのか、あと、その利

用に際しては、従来と比べてどうなって

いるのか、その点についてお聞かせいた

だきたいと思います。

　次に７６ページになります。

　地域子育て支援の事業にかかわってで

すけれども、この２０年、次世代育成の

行動計画策定のニーズ調査というような

ことで、取り組まれているというふうに

思います。先日の一般質問でもいろいろ

と聞かせていただきましたけれども、再
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度このニーズ調査にかかわって、また、

事業それぞれについて、行動計画にかか

わっては、数値目標をクリアしていって

いるというふうに伺っていますけれども、

特に、不足しているようなサービスにつ

いて、認識をどのようにお持ちなのか、

お伺いしたいと思います。

　それから、この同じページですけれど

も、助産施設入所承諾事業ということで、

８９４万１，２８５円とありますが、こ

の助産施設の入所措置が必要な方が、近

年ふえてきているというふうなことが、

この間の議事録等を見ていても、気にな

ります。

　この入所がふえていることについて、

また、実態についても今後、検討把握し

ていきたいというふうなことで、以前か

らあったかと思うんですけれども、この

内容について、お聞かせいただけたらと

いうふうに思っております。

　あと昨年度、この同じページになりま

すが、児童虐待防止キャンペーン事業が

新規で実施されたというような中身につ

きまして、このことについても大変大事

な取り組みで、この間、市民の皆さんも

よくこのオレンジのリボンをつけている

と、「そのリボン何ですか」と聞かれる

ことも多いんですけれども、関心を持っ

て見ておられるというふうな認識も持っ

ています。

　このオレンジリボンキャンペーンのそ

の効果といいますか、この中身について、

お聞かせください。

　あともう一つ、こども育成課にかかわっ

て、７９ページになりますが、母子生活

支援施設の運営費負担金が出ています。

この部分についても、年々ふえていると

いうふうなことになっているかと思いま

す。これは、主にＤＶ被害者といいます

か、配偶者からの暴力などもあって、そ

の場所に居住できない方、そういう母子

の生活支援、生活施設の方ですね、そう

したのに措置していくというようなこと

かと思うんですけれども、このあたりの

実態について、また、対策の方は女性共

同参画とかともかかわってくるのだと思

うんですけれども、この件について、ちょっ

と担当課の認識をお聞きしたいというふ

うに思っています。

　あと続きまして、８６ページになりま

すが、予防接種事業が項目に上げられて

います。その中で、この事業の項目の下

から二つ目で、各種予防接種実費負担額

補助金ということで、予算では２０万円

上げられていまして、決算の方では６，

７５０円というふうなことになっており

ます。

　これは、どういう予防接種の部分がこ

こに入っているのか、また、実費負担補

助の制度の運用についてですけれども、

そのあたりについて、お聞かせいただけ

たらというふうに思います。

　続きまして、８９ページになります。

環境対策課になるかと思いますが、河川

等水質調査事業のところの項目に関連し

てなんですけれども、これは、１９年度

の議会の際に、同僚議員の方から河川の

水質にかかわって、ピーフォアの影響で

すね、パーフルオロオクタン酸と言われ

ますが、これについての環境被害につい

ては、実証されていないけれども、発が

ん性の危険性があるんじゃないかという

ような指摘等々した後、２０年度は民生

のこの予算の委員会のときにも、一言だ

け指摘しているようなんですけれども、

その後の後追いといいますか、今の状況

がどうなっているのかということで、こ

の際、少し聞いておきたいと思います。

　あわせて、公害パトロール車というの

がそこの項目のちょっと違う分類になり
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ましたけれども、公害パトロールという

のがどのような事業で、現在されている

のかということを、あわせてお聞かせい

ただけたらと思います。

　あと９７ページになります。

　一番下の段で、農林水産業費の農業振

興費の科目になりますが、水田農業構造

改革対策事業ということを書かれており

ます。需要に応じた米の計画的生産と水

田の有効活用等々が記されているわけで

すけれども、この中身のところを詳しく

お聞きできたらと思っています。

　また、次のページになりますけれども、

米消費拡大推進事業ということで、年々

減少しつつある米の消費拡大を図るため

にということで、こうした事業も取り組

まれていることとあわせて、今の摂津市

の水田や農業のことについて、担当課の

方から少し認識を示していただけたらな

と思っています。

　最後になりますけれども、１００ペー

ジのところで、これは私も先日の一般質

問で市民相談の中で、とりわけ労働相談

が、今、重要なんじゃないだろうかとい

うようなことで取り上げさせてもらいま

したが、改めてこの機会に労働相談事業

などで２０年度の決算になりますから、

どういう相談等が寄せられているのかな

どについて、担当の方からお聞かせいた

だきたいと思います。

　以上、１回目の質問です。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　市政モニターの

件について、お答えを申し上げます。

　詳しくということですので、市政モニ

ターにつきましては、２０歳以上の市民

の方に、市民の目線から見た市政に対す

る意見・提言等を聞かせていただくとい

うことにしております。年６回の開催と

しておりまして、以前はそういう個別の

テーマについてということはなかったん

ですけれども、近年は提言、毎年テーマ

を決めて、一つのテーマについて話し合

いをしていただいて、また、ふだんに気

がつかれたことについては、会議の都度

にお話をいただいたり、市が回答したり、

調べたりという形をとっております。

　２０年度におきましては、一般応募者

が９名ございまして、あと団体推薦で自

治連合会、老人クラブ、文化連盟等から

７名出ていただいております。２０年度

につきましては、市政モニターとして一

つのテーマということで、放課後子ども

教室わくわく広場のあり方とか運営に関

しての提言を調べてみたいという声がご

ざいましたので、これについての提言を

いただいております。

　先進でやっておられます大阪市の都島

小学校でありますとか、もちろん本市の

わくわく広場をやっております鳥飼東小

学校の見学等も行い、地域の実情、また

その市の活動を見ていただき、いろんな

提言をいただいております。

　市政モニターにつきましては、２０年

度はそういう活動をしておりますが、我々、

意見をいただくことも非常に大事で、あ

りがたいことだと思っておりますし、積

極的にみずからやってやろうという方が

おいでですので、厳しい意見もございま

すけれども、参考にさせていただいてお

ります。また一方で、市政モニターになっ

ていただくことによって、市のやってい

ることについて、ご理解をいただく、ま

た、そういう知っていただくということ

が非常に大事かなと思って取り組んでお

ります。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　私の方から６６ペー

ジの社会福祉事業団の運営委託料につい

て、ご説明申し上げます。
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　この社会福祉事業団運営委託料３億５

６６万９，０００円につきましては、摂

津市社会福祉事業団への委託料でござい

ます。社会福祉事業団に委託いたしてお

ります事業といたしましては、まず鳥飼

上の総合福祉施設ふれあいの里の方で、

知的障害者通所授産施設ひびき園、それ

から、知的障害者通所更生施設はばたき

園の委託がございます。

　次に、身体障害者老人福祉センターの

委託、それから鳥飼下の障害者児童セン

ターにございます、知的障害者通所通園

施設のつくし園、それと障害者児童セン

ターのめばえ園で、その児童デイサービ

スを行っております。

　そのほかに、こども育成課の所管でご

ざいます第一児童センターの委託をして

おります。

　これらのように、摂津市の社会福祉事

業団におきましては、摂津市の主な障害

福祉関係の施設でございますが、子ども

の福祉、高齢者の福祉、そういったもの

を含めて、全般的な委託をさせていただ

いておりまして、障害福祉に関しまして

も、広くやっていただいているというこ

とでございます。

　次に、社会福祉事業団の補助金でござ

いますが、８７７万８，０００円を補助

させていただいております。

　摂津市の社会福祉事業団への補助金で

ございますが、同じく鳥飼上のふれあい

の里にございます、障害のある方の能力

開発訓練施設である摂津くすのき、それ

から就業母子生活支援センターへの補助

金でございます。

　これらの施設には、障害のある方への

就労支援の中心となって事業を進めてお

ります。

　社会福祉事業団の運営委託及び補助金

については、以上でございます。

○森西正委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、決算

概要８６ページにございます、各種予防

接種実費負担額補助金、当初予算額２０

万円のところ、決算といたしまして６，

７５０円を支出しております事業につき

まして、ご説明を申し上げます。

　予防接種につきましては、ご案内のと

おり、ＢＣＧ、ポリオとかさまざまな八

つの病気を予防するために、定期の予防

接種１４回受けなければならないという

ふうに法定の定期の予防接種はございま

す。

　これらの予防接種につきましては、市

内の個別の医療機関で接種をしていただ

いたり、あるいは、例えばＢＣＧであれ

ば、４カ月の検診時に集団接種の折に実

施するというようなことで、ほとんどが

市内、あるいは吹田と茨木、高槻につき

ましては、相互に協定を結んでおりまし

て、そちらの方で受けていただくと。こ

れについては全額当然市の負担というよ

うなことでございます。

　ご質問の実費負担額補助金でございま

すけれども、まれですけれども、特に入

院などをして、当該施設でないと、ある

いはその主治医さんのところでないと予

防接種が受けられないといった特別の事

情のある方につきましては、先ほど申し

ましたような市内での、あるいは茨木、

高槻での接種というのが不能でございま

すので、そういう場合は、その入院先な

りの施設、主治医のおられるところで接

種をしていただくということになります。

　この場合は、私ども委託関係にはござ

いませんので、立替え払いをしていただ

いて、後日、償還払いをさせていただく

ということでございます。

　予算額２０万円に対しまして６，７５

０円という乖離がございますのは、非常
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にレアなケースと申しますか、特別な事

情のある方についての実費弁償というこ

とでご理解を願いたいと思っております。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、決算概

要１００ページの労働相談について、ご

答弁を申し上げます。

　平成２０年度の相談件数は２０件で、

相談内容は賃金未払いが４件で２０％、

勤務時間の明確化が３件で１５％、雇用

保険の給付が３件で１５％となっており、

　前年度に一番多くありました職場の人

間関係４件の相談は、今年度におきまし

ては０件となっております。

　景気悪化を反映しまして、賃金、退職

金、雇用保険、解雇などの相談が多くなっ

ている状況でございます。

○森西正委員長　池上課長。

○池上環境対策課長　環境対策課にかか

ります２点のご質問について、ご答弁申

し上げます。

　まず、１点目のピーフォアにつきまし

ては、以前にもフッ素樹脂会社がダイキ

ン工業であるということを申し上げてお

りますので、そのダイキン工業さんが、

前倒しで削減計画を既に立てられており、

全廃に向けて取り組まれております。

　あと上級の立場である大阪府と本市、

ダイキン工業との三者におきまして、９

月に今後の調整等の会議を一応立ち上げ

まして、１回会議も開きまして、今後の

ピーフォアのあり方、全廃に向けて取り

組まれておりますけれども、今後も三者

が調整を図りながら、常時監視に向けて

取り組んでいこうかなということで、連

携を図るということで、今のところそう

いう状況でございます。

　２点目の公害パトロールにつきまして

は、平日の毎日ですね、市内巡回をしま

して、今までに問題等があった事業所等

を重点的に回り、日々監視に努めておる

のが状況でございます。

○森西正委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　決算概要６８ペー

ジのホームレス自立支援推進事業につい

て、ご説明いたします。

　本事業は、平成１６年度から大阪府下

を４ブロックに分け、本市は北摂７市３

町の共同で巡回相談事業を展開していま

す。

　毎年持ち回りで、幹事市が大阪府社会

福祉協議会と委託契約を締結しています

が、平成２０年度は本市が幹事市となり

ましたので、委託料として１，６５５万

円を執行いたしました。

　その財源内訳といたしましては、国庫

補助金が６９４万７，０００円、府補助

金が４８０万１，０００円、各市町から

の分担金が４８０万２，０００円となっ

ております。各市町の負担割合につきま

しては、人口割とホームレス割で算出し

ています。

　平成２０年度の本市の一般財源での負

担額は７７万４，０００円となっており

ます。活動内容につきましては、主任相

談員１名、巡回相談員２名で、常時河川

敷や公園を巡回し、ホームレスの方の相

談に乗り、実態把握に努め、生活保護や

医療機関につなげています。

　具体的な状況では、本市の場合、２０

年度当初３０人確認していましたが、年

度末には２４人となりました。

　本事業は、実施によりホームレスの方

の減少につながっておりますので、今後

につきましても北摂７市の共同事業とし

て、継続していきたく考えております。

○森西正委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　こども育成課に

かかわる部分につきまして、ご答弁させ

ていただきます。
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　地域子育て支援補助事業についてでご

ざいますが、現在平成２０年度決算で上

げましたのは、広場型、４か所に対する

委託料ということで上げております。

　国の制度が変わりまして、地域子育て

支援拠点事業センター型・広場型という

形になりました。それを受けて、平成２

０年度にそれまで地域子育て支援センター

小規模型としてやってきておりました２

か所につきましても、広場型という形に

移行をさせております。

　新しく正雀本町の商店街に小さなおう

ちという広場も増設をいたしまして、合

計広場は４か所、それから、この補助事

業ではございませんが、地域子育て支援

運営事業というところで、公立の地域子

育て支援センターを１か所、合計５か所

設置をいたして、事業を進めているとこ

ろでございます。

　広場型につきましては、各地域の子育

て支援をするということで、主に就園前

のお子さんが親子で、そこで遊びながら

親子同士が交流し合い、気軽に相談がで

きるという、そういう場でございます。

　地域の子育て支援センターの方は、本

市の場合は市全域の子育て支援を担当す

るということで、役割を分担しながら進

めてきているというところでございます。

　ニーズ調査の結果を踏まえて、不足し

ているサービスへの認識は、というお問

いですけれども、地域子育て支援センター

についてのアンケート結果につきまして

は、知っている方が７６％、実際に利用

されている方が３７．３％、そして利用

されている方のうち、満足されている方

が、まあ満足も含めますと８７．５％と

いう結果になっております。

　このときのアンケートの問いが、地域

子育て支援センターについてのみとなっ

ておりましたので、各地域にあります広

場について、アンケートの調査項目とい

うふうになっておりませんでしたので、

そういう意味では、今の地域子育て支援

拠点事業についてのすべてへの回答とい

うようなことにはなってはおりません。

　この３７．３％という数値なんですけ

れども、実際にやはり乳幼児の親子でご

利用されるということになりますと、通

いやすいところにあるということはやは

り条件になろうかと思います。

　そういう意味で、現在鳥飼地域にはこ

の地域子育て支援センターの方から鳥飼

保育所に出張という形で、広場を週２日、

そして保育所の方での地域活動という形

で週１回ということで、鳥飼保育所の方

で週３回取り組みは行っております。

　また、鳥飼地域でいいますと、もう１

か所ひかり保育園の方で行っております。

安威川以北の方は、地域子育て支援セン

ターも含めまして、各小学校区にあると

いうのが現状でございます。

　今後、安威川以南の地域での地域子育

て支援をどう進めていくかということが

課題になろうかと思っております。

　いろいろな方策を考えながら、広場も

含めて検討を進めていきたいというふう

に考えております。

　２点目の助産施設入所承諾事業につい

てでございますが、ご指摘のとおり、利

用されている方は、年々ふえております。

この５年間でいいますと、平成１６年度

が４名、１７年度が４名、そして１８年

度が９名、１９年度が１３名、２０年度

が２１名というふうになっております。

　実際にご相談に来られる方、また該当

される方が非常に急増してきているとい

うのが事実でございます。

　今後につきましても、必要に応じて対

応していきたいというふうに考えてはお

ります。
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　次に、母子生活支援施設の入所事業で

ございますが、これにつきましても、年々

増加の傾向にはございます。５年間の状

況ですが、平成１６年度から１８年度ま

では４世帯、そして１９年度が６世帯、

平成２０年度は８世帯というふうになっ

ております。ご指摘のとおり、ほとんど

の方がＤＶの被害の方ということでござ

います。

　今後の対策というお問いですけれども、

実際に母子の方でどうしていくのかとい

う相談をこども育成課の方に直接という

こともございますし、また、既にほかの

ところにかかっておられたり、警察とか

そういうところに行かれた後で、うちの

方に相談があるという場合もございます。

　また、ＤＶの問題ですので、女性政策

課の方にご相談されたり、男女共同参画

センターですとか、そこにご相談されて、

実際にどうしていくのかということで、

一時保護なり、ショートステイなり、い

ろいろな形を使われた後でこういう生活

の基盤をつくっていくというところで、

母子生活支援施設に入所していただくと

いうようなことになっております。

　今後もそれぞれの機関と連携をしなが

ら、お互いにその方にとって一番適切な

形で援助ができるように、進めていきた

いというふうに考えております。

○森西正委員長　船寺参事。

○船寺こども育成課参事　決算概要の７

６ページ、児童虐待防止キャンペーン事

業についてご説明申し上げます。

　本事業につきましては、国からの児童

環境づくり基盤整備補助金３００万円を

いただいて、実施したものでございます。

　事業の目的につきましては、子どもへ

の虐待防止に向けた啓発活動として、子

どもへの虐待をなくそうというメッセー

ジを込めたオレンジリボンを広く広める

キャンペーンを行ったものでございます。

　実施の時期につきましては、昨年の１

１月前後を中心にやらせていただきまし

た。オレンジリボンキャンペーンの参加

事業につきましては、１１月１１日の親

子ランド、１１月１３日の街頭キャンペー

ン、１１月１９日の子育て総合支援セン

ター祭り、１１月２５日の子育て講演会、

１１月２７日のロビーコンサート、１月

２５日の五中校区でのたこづくり、たこ

揚げ大会、３月６日の親子ランド、これ

らの事業を実施し参加してきました。

　期待した効果ということですが、多く

の人が集まる場所や市民の関心の高い場

所で啓発活動を行うとともに、子育て中

の親が参加する行事では必ずそういう啓

発活動を行ってきました。

　事業実施によってあらわれた効果とい

うのは、具体的にははかりづらいものが

ありますが、この期間中多くの市民から

のご意見をいただきました。

　「児童虐待についての正しい知識がわ

かった」とか、「どういうところに通報

すればいいのかということもわかった」

というようなお手紙、それとか電話をい

ただきましたし、そういう意味では、キャ

ンペーンの効果があったと考えておりま

す。

　また、この事業に各種団体の方いろい

ろ参加していただきました。その中で、

児童虐待は地域で見守っていかなければ

いけないとか、参加して、我々にもこう

いうことができるということで、ネット

ワークづくりに役立ったと思っておりま

す。

　今後につきましても、そういう参加団

体のネットワークの一層の協力関係と連

携を図っていきながら、児童虐待の早期

発見につなげ、適切な対応ができるよう

な体制づくりに努めていきたいと考えて
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おります。

　ちなみに、今年度も１１月１７日、児

童虐待防止オレンジリボンキャンペーン

デーということで、事業を予定しており

ますので、よろしくお願いします。

○森西正委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、地域

福祉に係る分についてご答弁申し上げま

す。

　まずＪＲ千里丘駅東口エスカレーター

の修繕工事の件でございますが、これは

ＪＲ千里丘駅東口のエスカレーターの踊

り場に水があふれるという事故が発生い

たしまして、その原因につきましては、

ＪＲの受水槽からの漏水によるものでご

ざいました。

　この漏水によりまして、エスカレーター

の下部機械ボックスが水没し、車いす仕

掛け装置及び電気系統の制御装置がかん

水していることから、緊急措置により当

面のエスカレーターの運転には支障はな

いものの、近い将来には故障し、運転に

支障を来すという事態が生じることも想

定されるということから、エスカレーター

自身が市の所有物件ということで、市の

方が修繕工事を行わせていただき、修繕

費相当額をＪＲ西日本から損害賠償とし

ていただいたというものでございます。

　その後のエスカレーターの不具合の件

でございますが、６５ページに決算とし

て執行させていただいておりますように、

保守点検委託料で毎月エスカレーターの

点検を行っておりますので、以後不具合

については出ておりません。

　続きまして、高齢者移送サービスでご

ざいますが、これは市の方がシルバー人

材センターに委託をさせていただいて、

実施している事業でございます。

　平成２０年９月までは、利用された場

合、片道５００円、往復１，０００円の

利用者負担をいただいておりましたが、

平成２０年１０月から無料にさせていた

だいております。

　その理由につきましては、いわゆる福

祉有償運送の制度が変わりまして、平成

２０年１０月からは、その変わりました

一つの中身といたしまして、利用者から

のいわゆる利用対価以外に、例えば、市

なり、そうした公共的な団体から補助金

なり委託料を別途取っている部分につい

ては、その福祉有償運送の制度に乗って

いけないということになりました。

　ですから、考えられる手法といたしま

しては、シルバー人材センターみずから

が、福祉有償運送に取り組むということ

は考えられるわけでございますが、実際

の問題といたしまして、シルバー人材セ

ンターが市から委託料なしに、利用者負

担だけでその事業をやっていけるかとい

うことになりますと、これは実際には無

理なところでございまして、そういった

観点から、福祉有償運送の制度に乗るこ

とを断念いたしまして、福祉有償運送と

は全く別の制度として、取り組む必要が

あるということから、無料化という形に

させていただいたところでございます。

　なお、実績につきましては、平成１９

年度が年間を通しまして、利用件数が１，

０８５人、平成２０年度が１，２４７人

ということで、順調に利用の方は伸びて

いっているというふうに考えております。

○森西正委員長　田橋参事。

○田橋産業振興課参事　農政に係ります

ご質問にお答えさせていただきます。

　９７ページの水田農業構造改革対策事

業の中身を詳しくということでございま

す。

　まずわかりやすくいいますと、米の生

産調整、減反政策のことでございます。

毎年国の方から大阪府、大阪府から摂津
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市にその年の生産目標数量についての配

分があります。その配分につきまして、

ＪＡ各支店の方に説明会を開きまして、

各農家の方からことしの水稲の生産計画

はどうなるかという調査票をいただきま

す。このことは、北大阪農業協同組合が

中心となって、生産目標の達成に向けて

取り組んでいる事業でございます。

　次に、米消費拡大推進事業、これはど

のような事業かといいますと、この事業

は三つのことに分かれております。一つ

目は摂津市農業振興会に委託しておりま

す、農業祭に参加し、ポン菓子とかもち

つきとか、福引きコーナーの行事を通じ

て、お米の使用についての啓発等でござ

います。

　二つ目は、学童農園体験学習、小学校

５年生に対して、稲の田植え、稲刈りと

いうような体験をさせていただきます。

これについての農地の所有者に対しての

委託料でございます。

　三つ目は、北大阪農業協同組合にお願

いしまして、農協の方でみそづくり講習

会というものを実施していただいており

ます。それの委託料でございます。

　次に、摂津市の農業の特性としまして、

これは平成２０年ですね、水稲の面積は

８２．８ヘクタール、このうち水稲の作

付面積は４８．２ヘクタールでございま

す。

　この中で、水稲の収穫数は２３２．７

トンとなっております。１戸当たりの耕

作面積は２０．６アール、このうち田ん

ぼとしましては１２アール、また、畑作

だけの農家というのが２０３戸ありまし

て、全体の約半数でございます。

　また、生産された米の出荷数は、２０

年度で約７トンでございます。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　それでは、２回目の質問に

なります。

　最初に市政モニター事業についてです

が、団体推薦の方で７名の方、それから

今回というか、２０年度は公募の方が９

名になり、１６名というふうなことでご

ざいます。

　定数が２８名という中で、その年度に

よって多い、少ないがあるのかなという

ふうには思うんですけれども、なかなか

近年はこの参加が減っているような、そ

ういう状況もお聞きします。

　また、今回テーマを設けて、この間は

テーマを設けてやられているというよう

なことなんですが、この２０年度は「安

全安心のまちづくり」ということで提言

が出ました。子どもわくわく広場につい

てのことがいろいろと訴えられているん

ですけれども、こうした中身を話し合う

においては、やっぱり今、子どもさんと

会話しているような若い人たちの声とい

うのが、その中にのってくるのは大変重

要なんじゃないのかなというふうにも感

じていて、このモニターの方の年齢層と

いいますか、それを見たときには、そう

した方が加わりづらいのかなというふう

なことを思っていまして、最近は、この

提言のテーマについては、集まられた方

が話し合って決めておられるというよう

なことですけれども、行ってみないと、

その年度の中身、何を話そうかというよ

うなことでは、ちょっと内容の改善点も

必要ではないのかと思います。

　また、積極的に若い世代の人たちにこ

ういう場に出て、摂津市へのさまざまな

要望を出してもらうような仕掛けといい

ますか、そうしたものを自治振興課の方

でお考えになれないのか、ちょっとこの

点、再度質問とさせていただきます。

　続きまして、社会福祉事業団にかかわっ

てですが、先ほどご説明いただきました
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補助金と、それから委託金ということで

の内訳というようなことでした。

　大変いろんな多岐にわたって事業をさ

れていて、利用されている方から入って

くる声もいろいろあるんですけれども、

最近、利用されている方から私がちょっ

とお聞きした中で、やっぱり職員の入れ

かわりが結構激しいというようなことで、

障害のある子どもさんをお持ちの方など

からは、子どもについて、いろいろと専

門的な知識を持った方、また、経験のあ

る人にずっと見ていただきたいというふ

うな思いを持っておられて、ただ、いま

社会福祉全体の流れとして、なかなか正

規の雇用が減っている、職員も非常勤の

方が多いというふうな現状ですが、これ

は事業団の方でも同じだというふうに思っ

ているんです。

　ただ、市としてなかなかその辺の把握

といいますか、制度の範囲内で、もちろ

ん事業もやられているというようなこと

でありますから、難しい面もあるかと思

うんですけれども、やっぱり福祉は人と

いう点が大きいかと思います。

　そうした点で、市としての考え、また、

その事業に対する援助をさらに強めてい

くようなこと。また、指定管理者制度が

更新の時期に入ってくるかというふうに

認識しているんですけれども、本当にこ

れが指定管理者のままでいいのか、直営

でやるようなそういう事業ではないのか

なというようなことも感じたりはしてい

ます。

　公的責任の範ちゅうにおいての見解と

あわせて聞かせていただけたらなという

ふうに思っています。

　それともう１点、事業団にかかわって

のところで、もう１人、市民の方から出

されている声で、障害児童センターへの

通園のバスが走っていますけれども、障

害のあるお子さんが利用する分であるに

もかかわらず、車いすではその通園バス

が利用できないというふうなことで、こ

の間、その方は別の移送サービスを使っ

て、通われるというふうなことになって

いるそうです。

　その子どもさんがその施設を利用する

にかかわって、通園・退園、ほかの方と

のかかわりなんかもやっぱり大事な問題

だというふうなことだと、私もお話を聞

いて思いましたし、その送迎バスについ

ての改善みたいな、そうしたものを市の

方からアプローチができないのか、その

辺について、お聞きしたいと思います。

　続いて、ホームレス自立支援事業の点

ですが、説明をお聞きしまして、もう一

つ、この事業の主体になるのは、北摂７

市の共同事業ということで連携されて、

取り組まれているということですけれど

も、その予算の動き、予算というか決算

の動きのところで、毎回この７市で順繰

りに回していくというようなことだと、

なかなかその動きが見えにくいというか、

決算審査をするに当たっても、わかりづ

らいなというふうなことを感じてまして、

その点は改善というか、こういう制度で

これしかないんですというようなことで

しょうか。

　ちょっと金額の出入りのところで、以

前は摂津は５０万円程度の支出だったの

かなというようなことが、今お聞きした

ら、７７万円だったということで、その

点などは、やはりこの決算書を見ても、

わからないところだとも思うんです。そ

れについて、少し補足でお答えいただけ

たらと思います。

　あと高齢者移送サービス事業について

聞きました。利用者の方、利用料が無料

になって大変使いやすくなった。また、

この制度自身のニーズも高いというふう
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に思います。ぜひ引き続き、シルバー人

材センターへの委託ということで、事業

を充実させていっていただけたらと思う

んですが、あわせて、決算概要では６５

ページに福祉有償運送の運営協議会実施

事業ということ。ここは決算額では４，

６５６円という、わずかな額ではありま

すけれども、これは運営協議会の負担金

ということで払っているわけですが、こ

の運営協議会はどういう性質のものか、

ちょっとお聞かせください。

　あと、地域子育て支援にかかわって、

やはり参事もおっしゃったとおり、支援

センターや集いの広場や、特に、お子さ

んと一緒に通われるというようなことで

は、近くにないと利用できないというふ

うなことだと思います。千里丘駅前に支

援センターがありますけれども、そこま

でなかなか、行ったらいろんなことがで

きるんだろうなと思いつつ、そうはなら

ない方が大勢いらっしゃると思います。

　そういった点では、やっぱり安威川以

北では小学校単位にある、それが以南地

域ではなかなか利用できていない、この

辺のところの改善はやっぱり早急にやら

なければならないのかなというふうに感

じています。

　例えば、お隣の吹田市さんなんかでは、

公立の保育園が１８ありますけれども、

そこのすべての保育園が地域の中で、地

域開放などいろんな事業をやられて、充

実もしているというふうなことをお伺い

しますし、そういう意味では、摂津の公

立の園、今、鳥飼保育所の方にセンター

が出張で出向いて事業もするというよう

なことをお聞きしましたが、やはり公立

もそうした面でしっかりと役割を果たし

ていく、その中心になっていくことも必

要だというふうに思いますし、また、と

りわけ南の方では味生小の校区とか、ま

た東の方では鳥飼東とか、そっちの方、

本当にそうしたいろんな制度、設備が利

用しにくい地域になっているかというふ

うに思うんですけれども、そこに対する

考えなども引き続き持って，取り組んで

いただきたい。ここの部分は、要望とさ

せていただきます。

　あと助産施設の問題ですけれども、こ

の５年間を見ても、およそ利用が５倍で

すか、こういうことでいうと、やはり子

どもを安心して産める、そういう基盤と

いうのが年々厳しい問題になってきてい

るのかなというふうなことも思います。

また、景気の悪化や家庭の状況等々、い

ろいろと考えてみても、やはり社会の移

り変わりと同時に、市が果たさなければ

ならない公的な役割の点でも、今高まっ

てきているのかなというふうなことが考

えられます。

　これは、母子生活支援施設についても、

同じことが言えると思いますし、こちら

はこの５年間でおよそ倍の利用。ただ、

この施設自体の数もやはり公的なところ

も限られていますし、最近では、民間の

シェルターと言われるような、そういう

施設ですか、大阪市内の方とかに行った

らあるようで、そうしたものについては、

例えば、市からの補助とかそんなものは

もちろん一切でないかと思うんです。

　摂津からそういうところを利用してい

る方もいるのか、どうかというようなこ

とは気になりながら、なかなか私ども実

態などはつかめていないんですけれども、

近年のＤＶ被害者支援のことでは、もち

ろん市の取り組みも力を入れてやられる

ということだと思いますけれども、その

辺のところの意識についても、ぜひ高め

ていただきたいなというふうに、この点

も要望としておきます。

　予防接種について質問させていただき
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ました。これは、私、ちょっと認識が多

分違っていたんだと今の答弁を聞いて感

じたんですが、今、新型インフルエンザ

等々が随分広がっている状況ですけれど

も、同時に、これから季節性インフルエ

ンザについても、あわせて予防も大事な

時期だというふうにも思いまして、この

季節性インフルエンザについての予防接

種について、６５歳の高齢者で、住民税

非課税世帯の方は予防接種の１，０００

円の自己負担を軽減するというか、免除

する制度があったかというふうに思うん

です。それについては、この決算の中で

は、私が見落としをしているのか、ちょっ

とどういうところに当たるのか、この点

再質問でお願いしたいと思います。

　あと公害パトロール、水質調査にかか

わって質問させていただきました。日常

的にそのパトロールというふうなことで、

これまでにいろいろと問題になったとこ

ろは重点に見ていくというようなことだ

と思うんですけれども、その辺の効果と

いいますか、なかなかふだん私どもなん

かは、注意して見ていないと、そういう

のは目にしないのかというふうなことも

思いますし、公害といった場合に騒音な

り振動なり、また大気、いろいろあるか

と思うんですけれども、この辺の取り組

みの中身がもうひとつわかりづらくて、

もう一度、補足でお答えいただけたらと

思います。

　あと農業にかかわって質問させていた

だきました。水田農業構造改革対策事業

というのが、一言で言えば減反というふ

うにお聞きしましたが、国の大きな流れ

としては、そういう施策であるというふ

うなことは、もちろん承知しているわけ

ですが、摂津市の環境や景観、また地元

の人の思いや、いろいろ考えたときに、

そうした流れについては、私ども違和感

を感じたりします。できるだけ農業を続

けたい、もちろん専業ではなかなか今やっ

ていけないというふうな状況があります

けれども、そのところを支援していける

ような、その辺のことを、もちろんお考

えなんだろうとは思います。だからこそ、

消費拡大推進事業とかいうようなことも

やっておられるのだというふうに思いま

す。

　その辺では、地域における農のあり方、

農業に専念したい人の声をしっかり聞い

て、引き続き取り組みも行っていただき

たいと思いますし、この間やはり田んぼ

を初め、農業が減反しているという中で、

去年、農協が統廃合というようなことで、

ＪＡ北大阪さんも市内にあったそれぞれ

の農協が今は統合して２か所と、それか

らあとは出張所というような形に切りか

わりました。

　そのあたりの関係で、地域の方から大

変不便に感じる。また、農業をされてい

ない方にしても、近くにある金融機関は

農協さんだけだったのに、そこがもう人

を置かなくなったということで、これは

具体的には、一津屋の地域ですけれども、

味生農協さんがもう出張所になりました

から、味生校区には銀行なり郵便局なり、

金融機関は一つもないというようなこと

になりました。

　そういうことなども含めて、本当にこ

れまでの地域の状況が変わってしまう。

そういうことに今、徐々になっていって

いるんだなというふうなことも感じてい

るところです。

　今つけ加えて言ったことは、直接的に

は農業のかかわりではないかもしれませ

んけれども、全体的な流れの中で、この

点についても押さえていただけたらと、

この点も要望としておきます。

あと労働相談についてであります。やは
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り近年の不況、本当に働く人たちにとっ

て、厳しい状況が続いております。失業

者の増、この点については一般質問の方

でもふれましたが、そうした中で、例え

ば、昨年末は東京では、年越し派遣村み

たいなことが行われました。ただ、摂津

なり大阪なり、行政の労働相談の相談件

数は決して高くないというふうな点から

したら、本当にもうちょっとその市役所

の方としても、困っている人の相談を受

けますよみたいなことをアピールしてい

くことも必要なんではないのかというふ

うに、問題意識を持っているところです

が、とりわけ年末に向けてと、担当のと

ころで何かしらの対策を考えているとこ

ろがあれば、お聞きしたいと思いますが、

いかがでしょうか。

　以上、質問の２回目とさせていただき

ます。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　市政モニターの

件でございます。

　定員２８名で、２０年度１６名という

ことで、確かに減っております。希望者

は全員市政モニターに就任していただい

ておりますが、残念ながら十分定員を満

たすだけの応募はございませんでした。

　市政モニターになられる方に若い方が

少ないと、これも広報等で募集をしてお

りますけれども、なかなか若い方は忙し

いということもあって、応募が上がらな

いということかと思います。

　テーマが決まってないということでご

ざいます。これはやはり応募いただいた

方たちが十分に自分たちの興味の持てる

ことについて、お話をいただくという意

味で、あまりうちの方で整理をしたり、

助言をしたりということはしておりませ

ん。と、申しますのは、市政モニター自

体が以前は提言をしなかった。相当古い

時代から市政モニターがございますけれ

ども、ただ、その時代というのは、パブ

リックコメントでありますとか、各計画

時点における市民の声を聞くとかという

機会がなかなか少なかったという時代で

あったかと思います。

　そういったことであったんですけれど

も、最近はそういうことも行われており

ますので、個別、例えば、何々計画をつ

くる場合にパブリックコメントなり市民

懇談会をやるということは、各課とも意

識して行うようになっていますので、市

政モニター制度のあり方もそれに合わせ

て変わってきたのではないかなと考えて

おります。

　むしろ現状におきまして、市政モニター

については、大所高所というか、市全体

のあり方みたいなところを話し合ってい

ただく場、また、その意識を持って応募

をせっかくいただいていますので、市に

ついて気のついたことをチェックしてい

ただく場、こういったことをしていただ

くというふうにしております。

　もちろんあり方、決してそれがすべて

いいとは思いませんけれども、できるだ

け応募についても、今後もお願いをしな

がら、年代的にもより広い方が参加して

いただけるように努力してまいりたいと

考えております。

○森西正委員長　池上課長。

○池上環境対策課長　２回目の公害への

効果面についての質問にご答弁を申し上

げます。

　まず公害苦情への処理状況から申しま

すと、公害の陳情状況でございますが、

２０年度の実績としましては、６２件ご

ざいまして、前年に比べ１４件の減となっ

ております。

　内訳としまして、騒音振動だけで３２

件の５１．６％、野焼き等の大気関係が
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１７件、水質５件、悪臭６件、その他２

件となっております。用途地域区分で申

しますと、準工業地帯、工業地帯で３２

件を占め、それだけで５１．６％を占め

ておる状況でございます。

　あと処理状況でございますが、前年度

繰越分の４件を含めましたら、６６件の

処理に当たりまして、うち５９件が解決、

率で申しますと８９．４％の解決率でご

ざいました。そのうち未解決は７件で、

うち４件は騒音問題ということでありま

して、２１年度中に繰り越しとなりまし

たが、今のところすべて解決済みでござ

います。

　陳情者からの公害解決には、迅速な対

応を図っておりまして、今後におきまし

ても、市内巡回パトロールの継続はもと

より、迅速な解決に努めてまいりたいと

考えております。

○森西正委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　ホームレス自立支

援推進事業について、ご説明いたします。

　まず最初に第１回目の答弁の中で、本

市の持ち出し分、一般財源を７７万４，

０００円とお答えいたしましたが、６５

万３，０００円の間違いでした。おわび

申し上げます。

　それで、その全体の事業の状況がわか

りにくいというお話ですが、執行額１，

６５５万円に対しまして、決算書でいき

ますと、４５ページ、国庫補助金、社会

福祉費補助金の中の、上から３番目にホー

ムレス自立支援事業補助金として６９４

万７，０００円を受けています。次に、

府の補助金ですが、決算書の５１ページ、

民生費府補助金で、これも上から３段目、

ホームレス自立支援事業補助金４８９万

２，０００円、それと決算書６５ページ、

諸収入におきまして、これは下から５番

目になりますが、ホームレス自立支援事

業負担金として、各市から負担金をもらっ

ています。

　それで、毎年持ち回りで幹事市が委託

契約を締結する経緯になった理由は、各

市個別で事業を展開するよりも、広域的

な展開の方がより効率的に行えるという

ことで、現在の状況に至っています。

○森西正委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　障害児童センター

の通園バスについて、ご説明させていた

だきます。

　障害児童センターは、障害児の通園事

業をしておりますつくし園と、それから

児童デイサービス事業ということで、体

や、あるいはいろいろな操作面ですとか、

言葉ですとか、そういうところでの療育

を行っております児童デイサービス事業

のめばえ園と、二つの事業をやっており

ます。

　つくし園の方は、送迎バスがございま

すけれども、めばえ園のご利用の方は、

基本的にはご自分でご利用いただくとい

う形になっております。つくし園をご利

用の方のうち、車いすをご利用ですとか、

それからバギーをご利用のお子さんもも

ちろんいらっしゃいます。

　そういう方につきましては、車いすご

とバスに乗ることはできませんけれども、

車いすから降りて、いすに座る。あるい

は、いすに座ることが難しい方について

は、体位を保持できるような座席を用意

して、座っていただくというような形に

なっております。

　今ご指摘いただいた方は、めばえ園の

ご利用ではないかと思うんですけれども、

また詳しいところはお調べさせていただ

きまして、ご説明させていただきたいと

思います。

　ただ、現状につきましては、つくし園

のバス利用はそういうふうな形で対応さ
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せていただいております。

○森西正委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、福祉

有償運送運営協議会について、ご答弁申

し上げます。

　ＮＰＯ法人や社会福祉法人等の非営利

法人が、公共交通機関では移動ができな

い、そういう移動制約者の方に対して、

福祉有償運送をする場合ですね、この福

祉有償運送運営協議会の審議を経まして、

運輸支局の方に、事業の申請をされて、

運輸支局で審査の上、登録をされて初め

てその事業を実施するという仕組みになっ

ております。

　大阪府の場合は、この福祉有償運送運

営協議会を各ブロックで持っておりまし

て、摂津市は北摂ブロックの運営協議会

の方へ参加をさせていただいております。

　その運営協議会の構成メンバーにつき

ましては、学識経験者、利用者の代表の

方、大阪運輸支局の職員、タクシー事業

者の代表、タクシー運転者の代表、実際

に福祉有償運送を行っている事業者の代

表、それから事務局を担当しております

市町の方から社会福祉協議会やＮＰＯ等

の代表、それから同じく事務局を担当し

ております市町の職員が入りまして、そ

れで構成された運営協議会を北摂７市で

持ち回りをさせていただいております。

　この中で、運営主体、それから利用者

がその移動制約者に限られているかどう

か、それから使用車両について、利用料

金、安全運転を確保するための運行管理

体制がきちっとできているかどうかの確

認、こういったことを審議していただい

ております。

　そして、平成２０年度は高槻市が幹事

市となりまして、３回の会議を持たれて

おりまして、この会議に要しました委員

さんの交通費等の報償金、それから消耗

品、委員賄いの食糧費等を一たん幹事市

である高槻市が負担をいたしまして、そ

れを高槻市を含めました７市３町で、均

等に割って、それぞれの市町が負担をし

ております。その額が執行しております

４，６５６円という額になっております。

○森西正委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、今現

在進行しております高齢者のインフルエ

ンザの件につきまして、ご答弁申し上げ

ます。

　この高齢者のインフルエンザにつきま

しては、決算概要の８６ページをごらん

いただきたいと存じますけれども、これ

の５段目、下から５行目なんですけれど

も、各種予防接種委託料、決算額といた

しまして８，６６２万９８１円を支出し

ております。

　この中に、現在手続中の高齢者インフ

ルエンザの接種費用が含まれてございま

す。この８，６６２万超の委託料につき

ましては、この高齢者インフルエンザの

ほか、事務報告書１４０ページで定期の

予防接種についての種類別の接種者数を

ご報告申し上げておりますけれども、こ

れに係る接種費用を、いわゆる委託料を

摂津市の医師会、あるいは、一部、吹田

市の医師会にお支払いをさせていただい

ているということでございます。

　高齢者のインフルエンザに限りまして

は、７，３４６名、２０年度で接種され

ておられます。このうち、いわゆる私ど

も摂津市予防接種実費徴収要綱という要

綱を設けまして、この高齢者インフルエ

ンザの、いわゆる季節性インフルエンザ

の予防接種につきましては、徴収費用と

して、１回当たり１，０００円を市民の

方から徴収する。実態的には病院の窓口

でお支払いをいただくということでござ

います。
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　それで、生活保護世帯に属する世帯の

方、あるいは前年度非課税で、いわゆる

住民税非課税世帯に属する場合、この方

については、この１，０００円相当額を

免除するということになっております。

　したがいまして、私どもが医師会なり

に委託料をお支払いいたしますときには、

この１，０００円も含めて、お支払いを

するということになります。

　先ほどの８，６００万円超の決算額の

うち、昨年度高齢者インフルエンザに係

る摂津市医師会への支払い額といたしま

しては、２，６２０万９，３８２円と、

接種者数が７，３４６人ということでご

ざいます。

　この中には、先ほど免除者数が８４２

名ほどおられましたので、この分につい

ては１，０００円をプラスして医師会に

委託料としてお支払いすると、こういう

ふうな構造になっております。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　年末に労働相談が

できないかという質問について、ご答弁

を申し上げます。

　労働相談は、毎週水曜日に開催してお

り、１２月の最終日は２３日が祝日の関

係で１６日が最終日となります。

　現在の景気の厳しい状況、年末の不況

の不安など、総合的に勘案しまして、労

働者支援の一つとして、年末近くの日程

で労働相談の臨時開催はできないものか、

早急に検討して考えていきたいと思って

おります。

○森西正委員長　佐藤部長。

○佐藤保健福祉部長　社会福祉事業団に

関するご質問にお答えをいたしたいと思

います。

　２点ほどご質問をいただいております

が、１点は職員の入れかわりが激しいと

いう点、それからまた、指定管理者につ

いての考えというようなことでございま

すが、この２０年度、事業団につきまし

ては、今、私の手元にある数値といたし

ましては、正職員が３３名、臨時職員が

２８名、非常勤職員が４名、合計６５名

の体制で２０年度は運営をいたしており

まして、正職員そのものは退職があった

段階では、ほぼ正職員を追加採用すると

いうような対応をしてきておるわけです

が、そういう中で、職員の入れかわりが

激しいという部分は、主にほぼ半数ぐら

いが臨時職員というような形になってい

ますので、この臨時職員の部分が、利用

者の方々からすると、正職員、臨時職員

の区分けがなかなかつきにくいというよ

うなことがありますので、そういうこと

で、そういうふうに感じられておるのか

なと。

　あとそれと現在、たしか正職員が３名

ほど病欠をしておりますので、この部分

でも、臨時職員を雇用しておりますから、

そういう部分も含めてのことではないか

なと。

　ただ、いずれにいたしましても、私も

担当部長として、今のこの事業団の状況

を見ますと、やはり実際に市民の方々と、

日常的に接しているわけですから、約半

数が臨時職員という状況は、今の現状の

中ではやむを得ないぎりぎりの状態だと

いう認識はいたしております。

　そういう中で、年々、特に正職員につ

いては、市の職員並の給与格付をいたし

ておりますから、年々、いわゆるその給

与費がかさんでくるという中で、いわゆ

る指定管理という制度に移行をいたして

おりますので、非常に入札ということだ

けでなじむ業務なのかというようなこと

を考えると、私としても非常に悩ましい

問題だなと。

　というのは、この事業団の委託料３億
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ほどの委託料、補助金で３億円ほどなっ

ておりますが、大方が実は職員の人件費

という状態の中で、ある意味、人件費部

分だけで競争にかけていくというような

ことが、やはりこの施設の利用をされて

いる方々の状況から考えて、それが本当

にいいのかなというような部分も十分考

えておりまして、次の指定関係の部分も

含めて、一度どういう対応が可能なのか、

内部的にも検討もしていく必要があると

いう認識をいたしておりますので、よろ

しくお願いいたします。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　今、最後にありました事業

団の指定管理者等の問題で、やはり人件

費は福祉を守っていく中で、本当に必要

不可欠なものだというふうに思いますし、

ここを下げよう、安くしようと思えば、

私が最初に言いましたような継続的な雇

用、経験豊富な職員、やっぱり働き続け

られる、そういう現場を続けていくこと

が困難になってくることを思えば、やは

り本当にこういう市の社会福祉事業の根

幹を果たしているような、そういうとこ

ろでありますから、しっかりと公的な範

ちゅうでこれからも見ていっていただき

たいというふうに思いますし、そもそも

指定管理者制度そのものが広がっていく

ことについては、懸念も感じています。

よろしくお願いします。

　順番戻りまして、市政モニター事業に

ついてです。この点につきましては、答

弁をいただきましたとおりかなというふ

うにも思う反面、その最初の１回目の答

弁のときに、おっしゃられました意見を

言うだけではなく、市のことをしっかり

してもらう、市政に参加する、そういう

市民の方をふやしていくという意味では、

やはり若い方たち、もちろん忙しいとい

う面はあるかと思いますが、そういう人

たちに積極的に働きかけ、参加をしても

らう工夫といいますか、そういうものに

ついては、引き続いて研究、検討をして

いただけたらなということを要望してお

きます。

　それから、福祉有償運送、ホームレス

自立支援等々を説明いただきました。答

弁のとおりで理解しております。

　あとインフルエンザの予防接種にかか

わってですが、今数字も出していただい

て、７，３４６名の方に接種されて、そ

のうち非課税世帯等で免除を受けた方８

４２名ということですが、この数が多い

のかどうか。私どもの耳に入ってくる中

では、こういう制度があるのを知らなかっ

たとおっしゃられる方が結構いらっしゃ

るみたいで、たまたま別件で市役所を訪

れた際に、今、新型インフルエンザがい

ろんな問題になっていますから、そうい

う話題がのぼる中で、そういう制度もあっ

たのかというようなことで、お受けにな

られたというような方もあるかと思うん

です。

　また、申請をご本人がしてから、その

免除の手続ということだと思いますので、

この７，３４６名受けられた方で、本来

免除を受けられるような方が受けてない

ようなケースも多々あるんじゃないのか

なというようなことも感じましたもので、

この点は要望にしておきますが、こうい

う市民の健康にかかわるような部分でも

ありますから、大いに啓発もし、またい

ろんな制度の案内についても何らかの場

でされるように、というようなことで、

お願いしたいと思います。

　あと労働相談について、年末ですね、

ことしは２３日の水曜日は休みの日とい

うことで、通常なら飛んでしまうという

ようなことで、１６日が終わりになると

いうことですか。
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　そういうことでしたら、なかなか本当

に差し迫った問題があるときに、相談し

にくいのかなというようなこともありま

すし、やはりこういうことに取り組んで

いますというような市の姿勢として、広

範な市民の方に示していくことが大事か

なというふうにも思いましたので、ぜひ

そういう事業の拡大といいますか、取り

組めることの追求を担当の課の方でも検

討して、ぜひ実現していただけたらとい

うふうに思います。

　あと最後になりますが、先ほど山崎委

員の質問の中で、民生費の構成比、全体

に占める割合がどうなのかというふうな

こと、そしてまた答弁の中では、割合は

大阪府下でも低いんですけれども、市民

１人当たりにかけている民生費の割合は

決して低くないというようなことで、そ

うした数字もお示しいただきました。

　ただ、私この決算をいろいろ見ている

中で、例えば、数字で上げましたエレベー

ターの修繕でありますとか、またことし

に限ってのことでありますけれども、ホー

ムレス自立支援の金額とか、市に入って

執行しますけれども、ある意味、入って

出ていくスルーですね、そういうものも

含めて金額が出ているかと思います。

　いろいろ見ている中で、そういう意味

では、一概に比率、またその数字の比較

は難しいことかと思うんですけれども、

本当に必要なところにしっかり予算が向

いているのかというふうなことでの検討

を進めて、今、本当に市民生活の中で、

訴えました母子生活支援や、また助産施

設やいろいろ利用が急増していること、

また失業者がふえていること、産業振興、

農業推進、いろいろと取り組まなければ

ならない課題が本当に多い中で、しっか

りと市民生活に目の向いた、暮らしに行

き届いた市のサービス等について、考え

ていかなければならないのかというふう

に感じているところなんですけれども、

これについて福祉の方に見解をお伺いし

たいと思いますが、いかがでしょうか。

○森西正委員長　小野副市長。

○小野副市長　最後の質問なんですが、

ちょっと観点を違って申し上げますと、

例えば、きのうも総合計画の基本構想の

中身を整理しておりました。

　近々に示す中でも、例えば、地方財政

の健全化法ができた１９９８年と、１０

年後の今の状況を見ていますと、何がど

う変わったかということで議論しておっ

たんですが、その扶助費がやはり１９９

８年とは倍近く伸びているということに

なっているんですね。

　この点については、少子高齢社会の中

で、社会保障関係の増加傾向はもうとめ

られないと。これが、その行財政改革を

幾らやってもこの部分については、削減

がなかなかできるもんじゃないというこ

となんですね。

　そういうことを考えてまいりますと、

今後いかにしてこの扶助費なり、今言わ

れたような施設が建てば必ず維持補修が

出る。施設をつくれば、必ず人件費はつ

く。光熱費、これは当たり前の話でして、

そういうことが、いろんな場面で出てく

ると思います。

　ですから、２１年度、また来年度の予

算につきましても、その辺のところは、

十分一度議論をしなければならない今後

の部分としてあるというふうに思ってい

ます。

　ただ、私きょうも朝、水無瀬駅から乗

るときですね、先ほど佐藤部長が言いま

したように、「摂津市は件数は少ないけ

れども、例のインフルエンザすごいこと

をやったのですね。島本も見習ってほし

い」ということを、声かけられました。
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たまたま私も知っている人でしたので、

「摂津、すぐさまやられましたですね」

というようなことを言っておられました。

　そういったことも考えますと、今まで

も摂津は福祉関係については、森山市長

まで相当頑張ってきたということをお認

めいただけるというふうに思います。

　したがって、そういうことがやはり森

山市長のもとで、でき得る財政構造なり、

産業構造なりにしなければならないとい

うことを思っておりますし、今言ってい

るような、現実の総計でもお示しします

けれども、バックデータとして、人件費

なりは沈んでいると。公債費も沈んでき

たと、平成１７年から。

　そういうことでの、建設事業費とのま

た議論も出てくると思います。この辺の

ところの整合性もありますので、この２

２年度予算の中で、また国保問題も特別

会計で議論になると思いますが、そうい

うことも含めて、市民の社会保障関係費

をどうきちっと確保できるか、どうかと

いうことは、大きな眼目の一つですから、

そのこととは十分反映しながら、ぼちぼ

ち来年度予算の予算査定の時期になって

おりますから、できることなら、一つ、

二つ、三つと、やっぱり市民の生活の、

摂津らしいものを出せるようなことも頑

張りながら、また、今まで継続したこと

については、継続していけるような取り

組みをしていきたいなと。

　その都度、議会でもご相談申し上げま

すけれども、そういうことを総論的に思っ

ておりますので、その都度、来年度予算

も含めて議論させていただきたいなとい

うふうに思っています。

○森西正委員長　続きまして、本保委員。

○本保加津枝委員　それでは、歳出の方、

決算概要から数点お尋ねをさせていただ

きたいと思います。

　まず、決算概要の４０ページでありま

すけれども、水道料金の減免事業のうち

から、水道料金の福祉減免に対する繰出

金の中で、残額が９０万１８２円という

ことで出ておりますけれども、この理由

をお聞かせをいただきたいと思っており

ます。

　続きまして、４６ページの防犯推進事

業３４０万円のうちからですけれども、

この「犯罪の発生しない環境づくりを推

進」とありますけれども、具体的な中身

についてお聞かせをいただきたいと思い

ます。

　あとその同じところで、４７ページで

すけれども、防犯灯事業２，５３６万９，

２７２円のこの分ですけれども、設置と

維持管理費、補助金について現状どのよ

うにしておられるのか、お聞かせをいた

だきたいと思います。

　５０ページですけれども、職員提案事

業（新規）として、庁用器具費３１万５，

０００円、貸出用ＡＥＤの購入というこ

とで記載がされておりますけれども、こ

の貸し出しがあったのか、あったのであ

れば、どんな状況で、どのように活用さ

れたのかという中身について、お聞かせ

をください。

　６５ページですけれども、コミュニティ

ソーシャルワーク事業１，７８３万３，

８６０円のうち、運営委託料、これが１，

７３３万８，５７４円ということで、１

４．７％残っているということですね。

この中身についてお聞かせをいただきた

いと思いますし、この「地域における福

祉課題を把握し、必要な支援を行う」と

ありますけれども、現状どのようになさ

れているのか、お聞かせをください。

　６４ページですけれども、ＪＲ千里丘

駅エスカレーター管理事業に関連してお

尋ねをいたしますけれども、このエスカ
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レーター保守点検委託料の予算額が、３

１３万５，０００円と計上されておりま

すのに、２０５万１，４９０円執行され

て、１０８万３，５１０円、約３分の１

ほどが残っておりますので、この理由を

お聞かせいただきたいと思います。

　７０ページですけれども、ひとり暮ら

しの高齢者の安全対策事業の中で、緊急

通報装置設置委託料が３２４万８，０５

０円です。緊急通報装置の設置の現状に

ついて、お尋ねをいたします。

　７６ページ、ファミリーサポートセン

ター運営事業ですけれども、２９７万９，

４２２円、３５０万９，０００円の予算

計上のところ、１５．１％の残額があり

ますけれども、この理由についてお聞か

せいただきたいのと、あわせてファミリー

サポートセンター運営の現状について、

お聞かせをください。

　あと９０ページですけれども、葬儀会

館管理費についてでございます。これは、

過去に赤字が累積するということを理由

に、現在の料金に見直し改定が行われま

したけれども、その後の市立葬儀会館メ

モリアルホールの運用がどのように経理

的に推移をしているのか、お聞かせをい

ただきたいと思います。

　あと９２ページですけれども、ごみ収

集処理事業に関連してお尋ねをいたしま

す。通常のごみ収集で大型、有償のとき

もありますけれども、大型の家具類など、

つぶしてくくって出してくださいという

ふうな表示があります。引っ越しの際な

どに出た物も含めて、通常のごみで持っ

ていっていただける内容の物ですが、大

きさが大き過ぎると持っていきませんよ

という物に対して、現在、高齢化の進ん

でいる地域なんかでは、まずそのつぶす

ことができないということで、この点で

非常に困っておられる方が多いんですね。

　やはり女性の高齢者のひとり暮らしの

方なんかは、なかなか頼むのも頼みにく

いとか、そういったこともありまして、

費用を出して、どなたかに来ていただい

てということも考えられるんですけれど

も、これはこの方に頼んでも出す日まで

家の中にも置けない。同時にそれを出せ

る日につぶして、出せるような状態にし

てほしいという要望があります。

　そういったことに対して、行政の方か

ら何らかの形で対応がしていただけない

ものかどうか、お聞かせをいただきたい

と思います。

　あと９３ページ、リサイクルプラザ整

備事業、これが２，７２６万７，８８９

円が執行されております。リサイクルプ

ラザの整備計画の推進とストックヤード

の運営及び維持管理費となっております

けれども、現状の中身と、今後の整備計

画についてお尋ねをいたします。

　長い間ずっとこのままの状態で来てお

りますし、当初お聞きした目的が果たせ

ないまま、経済的な市の状況もあります。

反映もしておりますけれども、現状のま

まずっといくのか、今後どうしていくの

かというこの内容について、お聞かせを

いただきたいと思っております。

　この中で、やはり大きな比重を占めて

おりますのが、費用の約半分が選別委託

料ということで、計上されておりますと

ころから、簡単には答えの出せない話な

のかなとも思いますけれども、これらも

含めて、今後の整備計画について、お聞

かせをいただきたいと思います。

　あと１００ページですけれども、ＯＡ

機器管理事業２２６万５，０００円のう

ち、システム開発委託料２００万円と上

がっておりますけれども、この中身です

ね、何のソフトでしょうかね、システム

開発ですから、何の事業について開発を
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されたのか、あるいは何か組み立てを依

頼をされたのか、システム開発はどんな

ものにこれが使われたのか、お聞かせを

ください。

　あと１０１ページですけれども、商工

業活性化対策補助事業が予算額３００万

円で、決して大きな金額とは言えない。

活性化対策補助事業という名前の割には、

額面がさほど大きくはないというふうに

感じますけれども、それなのにまだ２４

２万４，６０７円しか執行されていなく

て、８０．８％の執行率と、予算が残っ

ていると。

　これはどういった形で取り組みをされ

て、これだけの執行率しか出なかったの

かと、現状本当に摂津市ではしっかりと

商店街活性化条例を策定して、まちの活

性化、地域の活性化をしようと市長みず

からがおっしゃっていただいて、進んで

いるわけですけれども、それと比較して、

２０年度とは言いながら、こういった結

果ということに対してどのようにお考え

であるのか、お聞かせをいただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

　同じく１０１ページの商工会補助事業

５８５万円ですけれども、商工会の補助

金ということですけれども、現状、中身

は何に使っておられるのか、お聞かせを

いただきたいと思います。

　以上で、１回目お聞かせをいただきた

い内容でございますので、よろしくお願

いいたします。

○森西正委員長　暫時休憩します。

　　（午後２時４５分　休憩）

　　（午後３時１５分　再開）

○森西正委員長　それでは、休憩前に引

き続いて、再開をします。

　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　防犯事業の内容

につきまして、お答えいたします。

　本市におきましては、防犯事業という

ことで、摂津セーフティーパトロール隊

の結成でありますとか、パトロール隊相

互の情報交換のための連絡会議、また、

広報紙への防犯特集の発行でありますと

か、摂津警察の生活安全課の方で、事務

局をお持ちでございますが防犯協会、職

域防犯協会等との協力によります、市民

安全大会の開催等々、実施しております。

　また、警察、防犯協会等々とも合同で

街頭啓発等を春と秋に行っております。

　一昨年からは、防犯協会の協力によっ

て青色防犯パトロール車も巡回を行って

おるところでございます。

　本年になりましてですけれども、摂津

市商工会の青年部の方でももう１台、青

色防犯パトロール車を購入いただきまし

て、また、防犯協会の今お持ちの分と合

わせて、より充実した防犯パトロールが

実施されるものと非常に喜んでおるとこ

ろでございます。

　また、摂津市、いまだにひったくりで

ありますとか、自転車盗が多いようで、

警察の方でも非常に熱心に取り組まれて

おるようでございますので、今後とも防

犯協会、職域防犯協会、またセーフティー

パトロール隊、自治会の皆さまとともに、

連携を強化して、防犯の向上に努めてま

いりたいと考えております。

　続きまして、防犯灯の設置についてで

ございますが、防犯灯につきましては、

本市内に本年４月現在に６，３００灯ほ

どの防犯灯がございます。これは、道路

課で設置しております道路照明とは別の

物でございますが、これについて、自治

会の方でおおむね管理をしていただいて

いるという形になっております。自治会

の方で設置申請をいただき、自治会で管

理をいただくということになっておりま
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して、１灯当たり、電気代等は市の負担

でございますけれども、その維持管理、

いわゆる球切れ等に備えまして、１灯当

たり８００円の補助を２０年度は行って

きております。

　なお、本年度より２１ワット以上の物

もふえてまいりましたので、その２１ワッ

ト以上の物については、１灯当たり１，

０００円ということに改定をいたしまし

て、今後とも自治会の方の協力を得なが

ら、防犯灯を維持し管理してまいりたい

と考えております。

　次に、摂津市の職員提案がございまし

て、ＡＥＤを自治振興課の方で購入して、

昨年から置いております。

　自治会等にご利用の呼びかけをしてお

りますが、昨年度は２件の貸し出しがあっ

たのみでございました。今年度に入りま

して、自治連合会の総会でありますとか、

外部に出かける際には、お持ちをし、各

自治会長さん等にこういう物を貸し出し

ておりますということで、ご利用いただ

くようにお伝えをしているところでござ

います。

　ただ、最近、自治会の活動が主に小学

校、中学校といったところが多いもんで

ございますから、教育委員会の方で小学

校等への設置が進んでまいりましたので、

「いや、小学校にあるから、とりあえず

いいです」というようなお話もいただい

ておりますが、貸し出しについてせっか

くある物でございますから、積極的に市

民の方に貸し出しをしていけるように、

努力してまいりたいと考えております。

○森西正委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　環境業務課にかか

わりますものについて、ご答弁させてい

ただきます。

　まず１点目、大型家具類等のごみ出し

についてでございますが、こちらにつき

ましては、通常木曜日、金曜日の大型ご

みの日に収集を行っております。ただ、

言われています家具類につきましては、

分解できない物につきましては、収集車

が入れて、壊せる状態になれば、収集の

方はさせていただいておりますが、戸別

収集を行っておりまして、家の前に出し

ていただければ、収集の方はできる状態

になっております。

　ただ、先ほど言われていました女性等

の家の中にというのは、やはり職員の方

は家の中にはちょっと入れないという、

いろいろな問題がありまして、その関係

で、シルバー等にお願いしまして、前に

出していただいたら、こちらの方で処理

はさせていただくという形を今、取らせ

ていただいております。

　また、相談等があれば、こちらで相談

はさせていただきます。

　あと高齢者の収集ですね、外に出れな

いとか、そういう方につきましては、ふ

れあい収集というのを行っておりまして、

戸別に家の方に寄せていただいて、ごみ

の収集はさせていただいております。

　２点目につきましては、リサイクルプ

ラザ等、今後の竣工状態ということです

ね。これにつきましては、リサイクルプ

ラザというのが、持続可能な資源のリサ

イクルを目指して、平成１３年２月に竣

工になっておりまして、こちらの方です

が、今現在、資源の中間処理と保管を行っ

て、今現状はそういう状態で選別等保管

を行っております。ただ、予算の関係で、

今現状はとまっております。

　今後につきましても、今、危機的な摂

津市の財政状況の中でということで、今

後というのはまだ見えてこない状況になっ

ております。ただ、あいている敷地内に

つきまして、むだということになってい

ますので、チップ、腐葉土をつくって、
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一般市民の方にお渡しをしております。

○森西正委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、私の

方から葬儀会館の運営につきまして、ご

答弁申し上げます。

　決算概要で申しますと、９０ページに

ございます葬儀会館管理運営事業と、一

つ置きまして、葬儀会館補修事業という

のが葬儀会館管理運営に係る費用という

ことでございます。

　それで、平成１８年７月に葬儀会館の

使用料をこれまでのコストから適正な価

格に改定をさせていただくということで、

お諮りをして、ご承認をいただいて、１

８年７月から現行の価格で推移をしてお

りますが、２０年度決算におきまして、

まずそのコストとそれに対する負担とい

うことで申し上げますと、決算概要９０

ページに、先ほど申しました二つの事業

で、いわゆる葬儀会館の管理運営事業で、

ランニングコストとして、４，４７７万

９，４２０円が総費用として支出をいた

しております。この中には、土地の借上

料とか、あるいは葬儀会館の補修といっ

たことで、資本的な経費も中には含まれ

るのかなというふうな感じではございま

すけれども、総費用としては、今申し上

げたところでございます。

　一方これを賄います財源といたしまし

ては、決算書の３５ページに冒頭、理事

の方から目のところで説明申し上げまし

たように、葬儀会館使用料が２，９５９

万２，０００円ということで、使用料収

入をいただいております。

　冒頭の総費用に対するこの収入という

ことで申し上げますと、いわゆる受益者

負担というような割合になりますが、こ

れでいきますと、６６％ということになっ

ております。赤字といいますか、市の持

ち出しが約１，５００万円ということで、

これは前年度に比べてふえております。

　この原因は、平成１９年度３３７件の

メモリアルホールの使用に対しまして、

この決算では３０６件ということで、減っ

ております。この減った原因でございま

すけれども、死亡者届け出数が１９年度

と比べて落ちているというのが大きな要

因かと思っております。１９年度５８２

件に対して、２０年度は５４６件という

ふうな、市民課の窓口での死亡届け出件

数という落ち込みが影響しているのかな

と思っています。

　それで、もう１点、管理運営で市民か

ら見て、利用状況といいますか、メモリ

アルでの市営葬儀の執行なんですけれど

も、平成２０年度、喪主、あるいは死亡

した方が市民であるというのが、メモリ

アルホールの利用条件なんですけれども、

市民のそうした葬儀４６０件全体でござ

いました。そのうちメモリアルで３０６

件をされておられます。率にしますと、

大体６６％ということです。

　だんだんメモリアルホールの利用、市

民の葬儀に占める割合が若干、前年これ

が４７３件中３３７件というメモリアル

のご利用でしたので、市民の葬儀に対す

る考え方と申しますか、簡素な葬儀をさ

れて、火葬だけをされるといった部分の

割合がふえてきているのではないかなと

いうような傾向があるというように、日

常の業務では感じているところでござい

ます。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、３点の

ご質問にお答えします。

　まず、ＯＡ機器管理事業のシステム開

発委託料についてのご質問にご答弁申し

上げます。

　２００万円の委託料につきましては、

昭和６０年度より始まりましたパートタ
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イマー等退職金共済制度のシステム構築

であります。制度開始当時は、紙ベース

の管理を行っており、入金は個別台帳に

書き込むなどで対応しておりました。当

初はＯＡシステムはございません。

　年度が経過するに従いまして、加入事

業所の増加、また加入者の増加により業

務量が増加したため、当初は担当職員の

パソコンでの管理に頼っておりましたが、

データが共有できていないということで、

業務に連動性がなく、事務効率が落ちて

おりまして、今般、一元化のために２０

０万円の予算を計上させていただいて、

パートタイマー等退職金共済のシステム

構築を図った次第でございます。

　続きまして、商工業活性化対策補助金

についてご答弁申し上げます。

　平成２０年度の実績はイベント等７事

業で、１１７万６，０００円、４８．５

％。また、商店街の街路灯の電気代の補

助が１２４万８，６０７円、５１．５％

となっており、執行率につきましては、

イベント等は商店街の自主的な活動によ

り発生するもので、どうしてもその事業

ごとに費用額等も変わっていきます。そ

うしまして、今般におきましては、執行

率が８０％となった次第でございます。

　続きまして、商工会補助事業について、

ご答弁申し上げます。商工会は、商工会

法に規定されていますように、国民経済

の健全な発展に寄与することを目的とし

ておりまして、地域内の商工業の総合的

な改善を図り、あわせて、一般福祉の増

進に資するものという目的が３条で定め

られております。

　本市もその趣旨に基づきまして、商工

会の全般的な活動への補助としまして、

補助金５８５万円を執行しております。

主な取り組みとしましては、消費税説明

会、経営者研修会、年末調整相談会、年

賀交歓会、所得税確定申告等の相談会、

また、イベントとしましては、物づくり

フェア、せっつ祭り、３市１町就職フェ

ア、障害者就職フェア、地域就労支援等

の講座に参画しております。

○森西正委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　ファミリーサポー

トセンター事業について、お答えさせて

いただきます。

　まず、決算額が２９７万９，４２２円

で、残額が５２万９，５７８円あるとい

うご指摘でございますが、この事業は、

委託により行っておりまして、消耗品費

ですとか、印刷製本費等の経費の削減に

努めていただいた結果というふうに考え

ております。

　具体的には、チラシは庁内印刷で行っ

たり、キャンペーングッズにつきまして

も、連絡先を入れて、手づくりで包装す

るなど、さまざまな工夫を行い、子ども

や子育てにかかわりのあるところに配布

をするというような方法をとってきてお

ります。

　ファミリーサポートセンターの事業の

現在の運営状況でございますが、平成２

１年９月現在で、依頼会員が７５名、援

助会員が４８名、両方会員が２６名、合

計が１４９名となっております。

　平成１８年の３月が依頼会員６２名、

援助会員３２名、両方会員１９名、合計

１１３名という状況でございますので、

その当時と比べますと、随分会員の方も

ふえているという状況でございます。

　また、活動回数につきましては、平成

２０年度で年間を通しまして３０８回と

なっております。これも増加をいたして

おります。

　ただ、次世代育成支援行動計画のニー

ズ調査におきまして、ファミリーサポー

トセンター事業について、お聞きをしま
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したところ、就学前のお子さんをお持ち

のご家庭では、「知らないという方」が

４３．３％、「知っているが利用したこ

とがない」という方が４２．３％、「利

用したことがある」という方が０．７％

という状況でございました。

　また、今後の意向につきましては、就

学前のお子さんのご家庭は７．２％が

「利用したい」というご意向で、小学生

をお持ちのご家庭は５．８％の方が「利

用希望」をお持ちということの結果となっ

ております。

　こういう結果も受けまして、今後、さ

らにファミリーサポートセンター事業そ

のものを広く、また効果的にお知らせを

していく必要があるというふうには考え

ております。

　依頼会員さんと援助会員さんが、非常

に合うといいますか、お互いに合えば１

人の方が使われる活動回数もふえますし、

地域で子育てを見守ってくれる方、子育

てを助けてくれる方、子育てを助け合え

る関係というものが広がっていくという

ことがございますので、そういう関係を

つくっていくためには、やはり広いとい

いますか、たくさんの会員さんの中で合

う方を選んでいくということが、必要な

ことになると思われます。

　大きな市になりますと、そのあたりが

数の多さからという、効果的にやれると

いうところもございますけれども、また

逆に、小さな市は顔の見えやすい関係を

つくりやすいという特色を生かしながら、

今後どういった方策がいいのか、次世代

の育成支援行動計画の中でも検討してい

きたいというふうに考えております。

○森西正委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　それでは、地域

福祉課に係る分につきまして、ご答弁申

し上げます。

　まず、水道料金の減免事業の残額の件

でございますが、平成２０年度におきま

しては、特別児童扶養手当を受けておら

れる世帯、精神障害のある方の世帯、身

体障害のある方の世帯、知的障害のある

方の世帯、それから独居老人の世帯、ひ

とり親家庭の世帯、合わせまして下半期

の報告によりますと、２，８３５の世帯

に対して減免措置を行っております。

　これを水道の方からの上半期・下半期

と２回に分けて実績報告をいただいてお

りまして、それに基づいて水道の方にお

支払いをしているという仕組みをとって

おります。

　２０年度につきましては、予算現額が

２，０４９万８，０００円で、減免額が

１，９５９万７，８１８円、残額が９０

万１８２円となっております。

　続きまして、コミュニティソーシャル

ワーク事業の運営委託料の件でございま

すが、委託料のうち社会福祉協議会に委

託しております事業のうち、人件費が３

人分で１，４４０万円ございました。し

かし、３名のうち１名の方が途中退職を

されましたので、実際の支出につきまし

ては、１，１７２万８，２４６円という

ことで、その分の差額が２６７万１，７

５４円となっておりまして、残額のほと

んどの額がこの人件費の減額に伴うもの

でございます。

　なお、平成２０年度につきましては、

社協職員がやめられた後につきましては、

地域福祉課に配属されております社会福

祉士の資格を持っております正職員をそ

のかわりといたしまして、ＣＳＷ事業の

方に従事をしてもらって、対応をしてき

たところでございます。

　なお、現在の取り組みの状況について

でございますが、地域福祉課という形に

なったことを踏まえまして、現在は地域
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包括支援センターと一体的な取り組みを

進めておりまして、安威川以北、安威川

以南地域に２名ずつ、計４名の配置をい

たしております。

　地域によって程度の差はございますが、

リハサロンや民生委員さんの地域の会議

を初めとしました、地域で行われており

ますさまざまな取り組みに参加をさせて

いただきまして、地域の福祉関係者の方

との関係をつくらせていただくとともに、

地域の住民ともパイプをつくらせていた

だきまして、地域でのいろいろな相談を

受けさせていただいております。

　コミュニティソーシャルワーカー単独

で解決できる問題もございますが、解決

できない問題もございますので、そうし

た問題については、専門機関の方につな

ぐという役割を果たしております。

　例えば、地域での公民館や地域福祉活

動拠点といった社会資源を活用いたしま

して、介護予防事業などを中心といたし

まして、地域でそういう自主グループを

育成したり、その活動支援をしたりとか、

そういった地域でのそういう地域福祉の

活動への支援についても、取り組みを進

めているところでございます。

　続きまして、ＪＲ千里丘駅エスカレー

ターの管理の件でございますが、平成２

０年度当初予算につきましては、平成１

９年度の実績に基づいた３１３万５，０

００円の予算措置をしていただきました

が、その後、庁舎外の総合管理業務とい

うことで、一括した入札をされるという

ことで、それに加わらせていただきまし

て、そのことによりまして、年間の管理

の契約金額が２０５万１，４９０円となっ

たものでございます。その差額でござい

ます。

　それから、続きましてひとり暮らし高

齢者安全対策事業につきましては、おひ

とり暮らしや、あるいは家族がいらっしゃ

いましても昼間仕事に出ておられる等の、

いわゆる昼間独居と言われる方を対象に、

ペンダント式の緊急通報装置を給付させ

ていただいております。２０年度末で利

用者数が２６１人となっております。

　緊急時にペンダントを押された場合、

委託業者の職員が駆けつけて、緊急の対

応をすることはもちろんでございますが、

それ以外のサービスといたしまして、一

つは、いわゆる夜の時間、医療機関等が

対応できない時間等で、救急車等を呼ぶ

ほどでもないけれども、あるいはペンダ

ントを押すほどでもないけれども、少し

体調がおかしいとか、あるいは少し気に

なることがあるといった場合については、

電話をかけていただければ、業者の方で

看護職という専門職が相談に乗るという

ような取り組みを行っていただいており

ます。

　それともう一つは、毎月１回必ず業者

の方から利用者の方に電話をしていただ

いて、今の状況についての確認をさせて

いただいております。そして、先ほど申

し上げました夜間の相談、及び電話をさ

せていただいた状況確認については、市

の方に必ず毎月ご報告がございます。そ

の報告を見まして、問題があるなり、確

認が必要と思われる分につきましては、

ホームヘルパーが今、ひとり暮らし等の

訪問をしておりますので、そちらの方に

情報を提供いたしまして、連携を密にい

たしまして、そのひとり暮らしの方の安

全といいますか、安否確認について努め

ているところでございます。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　それでは、まず４０

ページの水道料の減免の事業なんですけ

れども、今、下半期の状況についてお答

えをいただきましたけれども、これは今
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後のことを考えますと、やはり高齢化が

進んでいって、経済的にも非常に厳しい

社会状況もありますので、こういった中

で福祉減免の対象となる方の数が増加を

していくというふうに考えられますので、

ここら辺のところですね、今回はきちん

とした理由があってというような状況で

したけれども、今後はやはり考えていか

なければならないことではないかなとい

うふうに思っております。

　今回は金額も残額４．４％ということ

でありますけれども、今後やっぱりその

決算時の乖離が少なくおさまるように、

どうしたらいいかということについて、

取り組みをしていただければなというふ

うに思うわけですね。地元でひとり暮ら

し、高齢者のひとり暮らしの方の場合で

したら、民生委員さんが掌握をしていた

だいているはずですので、そういった方

などと、地域の現状が実際的にわかる人

とよく原課が連携をしていただいて、水

道料金の減免事業についてでも、予測が

ある程度、人間はもうずっと生き続ける

というわけではありませんから、その辺

はわからない部分というか、予測不能な

部分もありますけれども、一定の範囲内、

許容範囲内できちんと現状を前もって掌

握していって、一定きちっとした形で出

るように、できるだけ詰めていっていた

だきたいというふうに思いますので、こ

れは要望としておきたいと思います。

　次に、４６ページの防犯推進事業であ

りますけれども、先ほどお答えをいただ

きましたけれども、摂津警察と合同で防

犯協会の方も一緒にということで、パト

ロールをしていただいているということ

でありますが、犯罪というのは、一定期

間、例えば、春秋で年２回だけやれば、

その時期が一番多いということもないで

すし、その時期だけやればいいというも

のではないというのは、皆さんご承知の

ことだと思いますけれども、犯罪の発生

しない環境づくりを推進していくという

ふうにうたっている限りは、やはりもう

少し、毎年同じ行事として形だけ、とは

言いませんけれども、そういった形で事

業運営をしていくんではなく、やはりも

う少し社会現象の状況なんかにも応じて、

取り組みの仕方を強化していただくよう

な方向も考えていただけなければならな

いんじゃないかなというふうに思うわけ

ですね。

　といいますのは、最近、コンビニエン

スストアが次々と襲われて、物すごく短

時間に現金が奪われているとかって、た

またまその現金が奪われただけで、命に

かかわるような方が出なかったというこ

とは、もう不幸中の幸いかなとは思うん

ですけれども、どんな状況でそれがエス

カレートしてくかということは、だれに

もわからないわけですから、そういった

本当に社会情勢が厳しいんだなというよ

うな、それにしても短絡的なそういう行

動をする人が増加しているんだなという

ことを、いや応なしにでも日々のニュー

スの中で知らざるを得ないような現状で

す。

　そういった中で、希望するのは、定期

的に決まったときだけパトロールをして

いますよというのではなくて、摂津警察

の方にもご協力をいただいているとは思

うんですけれども、通常しょっちゅう見

かけるのは、交通違反の取り締まりの方

がいらっしゃいます。よく見かけて、あっ

と思ったら、取り締まりをされているん

だなというふうにはわかるんですけれど

も、夜遅くですね、ずっと町の中を防犯

パトロールして、私自身もそんなに時間

的には早い方じゃありませんので、遅い

時間も走っていますので、余り会わない
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んです。

　地域からもちょっと暗い地域の状況の

中で、防犯パトロールをもうちょっと強

化してほしいという声も上がっておりま

すし、高齢化してくると早くから各戸の

電気も消えてきますので、もう少し町の

中の防犯パトロールに力を入れていただ

くことができないのかなというふうに思

いますけれども、この点については、こ

ちらの方からお願いをして、摂津警察の

方に働きかけをしていただけるのかどう

か、またそのほかにも、防犯を何らかの

形で実施をしていただけるような働き方

が行政からできるのかどうか、この点に

ついてお聞かせをいただきたいと思いま

す。

　あと防犯灯の事業なんですけれども、

これは私の認識をしておりますところで

は、設置維持管理費の補助金については、

各自治会に頭割りで出しておられるのだ

と思っておりますけれども、これは頭割

りで出しておられるのか、どうか、間違

いがないか、どうかですね、お答えをい

ただきたいと思います。

　続きまして、職員提案のこの新規事業

ということで、庁用器具のＡＥＤの貸し

出しということですけれども、自治会に

貸し出しをしているということで、やは

り御存じのない方もまだまだいらっしゃ

るのではないかなというふうに思います

ので、ひとつこの貸し出ししていますよ

ということをの周知を徹底していただき

たいと思うんですけれども、貸出用のＡ

ＥＤの今後の、小学校とか公共施設には

徐々にやっていっていますけれども、そ

れ以外の場所について、まだまだ完璧に

そろっているということではないと思い

ますので、充実をしていこうということ

について、今後の取り組みの考え方をお

聞かせをいただきたいと思います。

　あとコミュニティソーシャルワーカー

の事業なんですけれども、これは、地域

における福祉課題を把握して、必要な支

援を行うというふうに今、中身もご説明

をいただきました。

　書いていただいているとおりだと思う

んですけれども、地域福祉活動支援事業

だけで、本当に現場の地域福祉がカバー

できているのかということを、最初はそ

ういったいろんな形の展開で、珍しさも

あって行かれるんですけれども、やはり

身体的な状況とか、加齢に伴って、外に

出ていけないということがふえてきた場

合、家にきてくれるヘルパーさんだけが、

自分の接する社会の一部になってしまう

というような状況の方も結構増加してい

るようにも聞いておりますし、実際に、

そういった方とお会いして、なかなかい

ろんな状況の中で、こんな簡単なことが

相談できなかったんだなというようなこ

ともありましたので、本当の意味におい

て、地域における福祉課題というものを

しっかりとつかんで、それに応じた、多

岐にわたるかもしれないですけれども、

形だけつくって、そこに毎回同じように、

事業を継続していくというようなことも、

一方では大変必要なことであると思いま

すけれども、それだけに終始してはいけ

ないのではないかなというふうに思いま

すけれども、この点についてはどのよう

にお考えなのか。これからのコミュニティ

ソーシャルワークの事業としては、この

ままずっと決まったところ、目的地まで

行くだけきっちりとこのままの調子で行

くのかどうか、また、その現場の状況に

応じて、課題をしっかりと把握して対応

していこうとされているのか、どうか、

この辺のことについてお聞かせをいただ

きたいと思います。

　ＪＲ千里丘駅のエスカレーターの委託
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料のことなんですけれども、今お聞かせ

をいただいて、大変結構なことだと思い

ます。一括管理でね。やはり知恵を使っ

ていただいて、節約をしていただいてい

るということで、３分の１も予算縮小が

できたということは、すごいことだと思

いますので、こういったことについて本

当に皆さん、頑張ってやっていただいて

いるなというふうに思います。

　ただ、このエスカレーター管理の保守

点検の委託料の予算額で残っている部分

については、了解をし、納得をいたしま

したけれども、もう１点ですね、このエ

スカレーターの動きなんですけれども、

以前に一度一般質問でご質問をして、お

願いをしたことがあったんですが、今、

上りで運行されていると思います。加齢

によって関節が弱くなった方とか、ある

いは関節炎の持病を持っておられる方で

すとか、リューマチの方ですとか、そう

いった方というのは、基本的には上ると

いう行為については、どこかつかむとこ

ろがあれば、いけるんです。案外痛みは、

痛くても我慢のできる範囲ですね。痛み

というのは、目に見えませんから、どこ

までがその許容範囲かというところは難

しいんですけれども、圧倒的に上りより

も下りで、下りの方にひざの負担がかか

るので、ひざが痛い人に取っては、下り

が物すごく大変なことなんです。

　下りというのは、やはり非常に危険度

も高いですので、上りでこけても、後ろ

へこけない限りは前に手をついて、何ら

かの形で、すぐに立ち上がることができ

る可能性は、上りの方が高いんですね。

下りは、あっと思っておりきれなかった

ときに、そのまま下まで落ちてしまうと

いう可能性が物すごく大きいんです。

　これは、すごくすごく簡単なことなん

ですけれども、単純に荷物が多いときな

んかは、上りの方が楽かもしれないんで

すけれども、やはり安心安全のまちづく

りとか、そういったことを視点に置いて、

摂津のまちづくりを考えると、ささいな

ことかもしれないんですけれども、やは

り加齢によってとか、高齢化になってと

か、それとやはりひざが痛い、持病があ

る、そういった方にとってはエスカレー

ターを上りじゃなくて、下りにしてくだ

さいという要望を取り上げさせていただ

いても、なかなかこれが実現がしない。

　上りの方が楽やから、下りに切りかえ

ると、きっと上りが好きな人は、苦情が

来ると思うんですけれども、しかし、やっ

ぱり配慮をしていただけないものかなと。

下りのエスカレーターにしていただきた

いというふうにご要望が多いんですけれ

ども、この点について、どのようにお考

えであるのか。

　それを一般質問をさせていただいてか

らもう随分になりますけれども、いまだ

にまだ上りのままだということなんです。

これについて、ちょっとお考え方をお聞

かせをいただきたいと思います。

　あとひとり暮らしの高齢者安全対策事

業なんですけれども、緊急通報装置、こ

れを取りつけをされた方は大変喜んでい

ただいております。これは、今回月１回

の状況確認を、今もご答弁にありました

けれども、していただいているというこ

とで、電話もかけてきてくれはるという

ことで、すごく喜んでいただいておりま

して、これについては、やはり大変だと

思うんですけれども、高齢化とともに、

独居高齢者がさまざまな事情のもとに、

増加しているのが現実なんで、独居高齢

者の方の暮らしをやはり見守っていくた

めには、緊急通報装置というのは大切な

役割を担っていると思いますし、また、

取りつけておられる方は非常に安心感が
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あって、心強いと、喜んでいただいてお

りますので、この事業については、充実

をお願いしたいなと思います。

　また、こういったものがあるというの

を案外御存じじゃない方もありまして、

口コミで、「えっ、そんなもんあるの」

ということで、「聞いて、やってほしい

んですけれども、どこ行っていいか、わ

かりません」ということで、私になんか

回らせていただいて、お聞きしまして、

届け出をさせていただいたりしているん

ですけれども、やはり周知ももちろんで

すけれども、今後もその丁寧な、周知徹

底と取りつけの対応ですね、よろしくお

願いいたします。これは要望とさせてい

ただきますので、よろしくお願いします。

　ファミリーサポートセンターの運営事

業なんですけれども、課長からもお話を

いただきましたように、やはりまだまだ

知られていないという難点があります。

ファミリーサポートセンターの運営とい

うことについて、少しずつ頑張っていた

だいて、伸ばしていただいているのはよ

くわかっているんですけれども、まだ皆、

「あれね」っというところまでいかない。

これはひとつその利用者の増加が見られ

るように、しっかりと頑張っていただい

ていると思うんですけれども、場所の問

題もあるのではないかなというふうに思

うんですね。

　当時、私どもの方で、推進をして、何

とかこのファミリーサポートセンターを

この摂津市にも設置をしてほしいという

ことで、頑張らせていただきました。ど

うしてもその部門的に場所がないという

ことで、そのときに、社会福祉協議会の

中に、看板を取りつけて、本当にスペー

スも余りないようなところですけれども、

机一つでファミリーサポートセンターを

スタートしたんですけれども、実際には

やはり社会福祉協議会の中にあるという

ことで、市役所に来られて、１階の福祉

のところをずっと歩いたときに、「あっ、

こんなんあるんやわ」と、だれかがあそ

こにあれば、気づかれると思うんですね、

結構ね。

　例えば、こども育成課の横手のところ

にあれば、「こんなものがあるんやわ」

というふうに、知っていただくことがで

きると思うんですけれども、棟が離れて

いますし、やはりこの辺は知られにくい

のかなというふうに思うんです。

　先ほどもご答弁にありました次世代の

育成行動計画のアンケートをとっていた

だいたときに、数字がはっきり出ており

ますので、これをもとにしていただきた

いとことは、場所の問題というのは、や

はり一つ皆さんが知り得やすい場所に、

ファミリーサポートセンターの看板だけ

でもですね、また、受け付けできるとこ

ろをつくっていただけないのかなという

ふうに考えます。

　例えば、安威川以南、以北では、やは

り地域性も大きく違ってきますので、以

南と以北に分けて、設置をしていただく

ようなことは、可能性としてはできない

のかどうかなというふうに思います。

　これについて、今すぐお答えというの

は、大変難しいことだと思いますので、

それも踏まえて、今、以南と以北ではか

なり箱物も含めて、状況が違うので、以

南の方にいろんなものを設置してほしい

んですというね、ご要望の声が地元から

上がっているのは、これは当然だと思い

ます。

　人口増加もかなり以南の方が鳥飼方面

とか、特に、少しずつふえていっている

んじゃないかと思いますので、以南と以

北に分けて、この場所、ファミリーサポー

トセンターをですね、みんなが、若い人
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たちが行って、あるいはおじいちゃん、

おばあちゃん、お孫さんのおられる方が

行って、ここにあるなということが認識

できるような場所にファミリーサポート

センターを設置していただけるように、

ぜひ考えていただいて、取り組んでいた

だいて、充実を図っていただくことって、

すごく地域コミュニケーションを深める

意味でも、助け合いという精神を見ても

らっておられる子どもさんにも、しっか

りと植えつけていきたいなと思いますの

で、そういった観点から、ご検討をいた

だきたいと思いますので、要望といたし

ます。よろしくお願いいたします。

　あと９０ページの葬儀場の管理費等に

ついてなんですけれども、ご答弁いただ

きましたように、１８年の７月のときに、

料金改定があったんですけれども、これ

は赤字が累積、このままだったらずっと

していくということで、やむを得なくと

いうことでなりました。

　改定されて、結局その過程でどうなっ

たのかなということで、経過報告をして

いただきましたけれども、結局はやはり

赤字が出ているということなんですね。

何か方向性を変えるとまではいかないと

思うんですけれども、何らかの形できち

んとした手を打っていかないといけない

のではないかなと思います。

　ご答弁で、認知をされていますように、

自宅で行う方もふえたということですね。

やっぱり社会情勢の厳しさというものが、

反映しつつあるのかなということもあり

ますので、何とか赤字が抑えられるよう

に、しっかりと取り組みを考えていただ

くしかないなというふうに思います。

　適切な使用料でということも、市民の

皆さんにとっては大切なことですので、

市立のこの葬儀会館を市民の皆さんが本

当に安心して、適切な使用料でご利用い

ただけるように、健全運営を目指して頑

張っていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

　ごみ収集の方なんですけれども、お答

えをいただきましたように、おうちの中

に置いている物を出して、つぶしてほし

いという方が、それが自分でできないと

いう方が多いので、どこに頼んでいいか

わからないという方もあるんですね。

　ですから、ご相談があったときは、

「うちでは持っていってくれへんかな」

と言われたときに、「あっ、それは持っ

ていけませんね」、「小さくしといてく

ださい」と言われたら、もうそこで話が

終わってしまうので、例えば、シルバー

人材センターの方に頼んでもらったら来

てくれますよとか、アドアイスを丁寧に

してあげていただくとか、相談に応じま

すというふうに、おっしゃっていただい

たので、例えば、業務課の人が回収され

ているときだったらその時間がないので、

環境センターに電話してくださいとか、

何らかの形で相談に応じますよというこ

とを親切に対応してあげていただきたい

なというふうに思います。

　これから、こういった要請とか要望も

ありますので、早く連携がとれるような

形を考えていただいて、業務で現場に出

ている方と、それを聞いた方がきちんと

連携がとれるように、何らかの方法でご

みを出したい市民の皆さんと、シルバー

人材センターさんの方が環境業務課を通

して、きちっとすぐに連携がとれて、ご

みの処理ができるように図ってあげてい

ただきたいなと思います。

　環境業務課の職員の皆さんが、さっき

もおっしゃっていただいたように、思い

やりの収集とかで、家の前に出したらい

いようになったんよということで、物す

ごく喜んでいらっしゃる方が多くて、業
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務課職員の皆さんがね、より積極的に努

力をしていただいているということで、

助かっているという喜びの声がやっぱり

市民の方からありますので、これからも

その実情に合った適切なごみの収集処理

ということを、これからもしっかりと取

り組んでいただいて、前向きに、ごみの

出ない、自分のところで出し切れないか

ら、どこか捨てにいく的なことが発生し

ないように、ごみのない快適なまちづく

りにしっかりと貢献をしていただけるよ

うに、頑張っていただきたいと思います

ので、要望といたします。よろしくお願

いいたします。

　あとリサイクルプラザの整備事業なん

ですけれども、今おっしゃっていただい

たように、やはり広い場所でかなりチッ

プとか腐葉土をつくってとおっしゃって

いただいているんですけれども、かなり

もったいないなということもありますの

で、場所的にはすごく中心から外れてい

ますので、何かをするということも難し

いような状況ですけれども、ここのとこ

ろ経過もわかっておりますけれども、財

政的にやっぱり何らかの形で一定方向性

を示すことも必要なんではないかなとい

うふうに思いますので、今後、この整備

計画の見直しも含めて、どうしていくの

か、しっかりと検討していただくように

お願いして、要望といたします。

　あとＯＡ機器の方なんですけれども、

昭和６０年からということで、パートタ

イマーの退職金に関するデータが共有で

きてなかったためのシステムの構築とい

うことで、ご答弁をいただきましたけれ

ども、２００万円という金額ですので、

このパートタイマー退職金共済のデータ

ソフト代ということでしょうか。

　それでしたら、費用対効果について、

今もシステムが稼働して、２０年度の決

算の分ですから、データソフトの不備で

すとか、また便利なところとか、いろい

ろ発見もされているかもわかりませんの

で、このデータソフト、この時期に何で

つくったのかとか、また、先ほどデータ

が共有ができなかったということだった

んですけれども、データソフトを使って、

実情どんなふうになっているのか、少し

お聞かせをいただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

　あと商業活性化の対策補助事業ですね。

これは、何か先ほどのお答えでしたら、

この商店街の自主的な活動力が低いから

残っているというふうに受けとめました。

そういったお答えになっていたような気

がします。

　商店街の自主的な活動力が低いから残っ

ているということがもしも本当でしたら、

やはりそれをしっかりと下支えをしてあ

げるなり、アドバイスをするなり、力を

かしてあげるのが、産業振興課、行政の

一つの使命ではないか、役割ではないか

なというふうに思うんですね。

　そういったことについて、どのように

考えておられるのか、お聞かせをいただ

きたいなと思いますし、商店街の自主的

活動力が低いからというふうに言われる

のでしたら、今回また初めてなんですけ

れども、地域活性化の臨時特別交付金を

使って、プレミアム付き商品券を、セッ

ピイ券を発行されるということで、商店

街では大きな期待感がありまして、市民

の皆さんも大いにされているわけですね。

　商店街の自主的活動力が低いというこ

と、それをアップしていくために、これ

が次回しっかりと商店街活性化条例なん

かが２２年、来年の３月に策定しますと

いうふうに、本会議でお答えをいただい

ていますが、これとあわせて、２回目の

記念事業として発行して、それで２３年
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にはこの市制４５周年記念の施策として、

取り組んでいただく。そしたら、３年続

けて、このプレミアム付き商品券の発行

ということ、イベントやいろんなことと

タイアップしてですね、できる可能性が

生まれてくるわけですけれども、この点

についてどのようにお考えでいらっしゃ

るのか、お聞かせをいただきたいなとい

うふうに思いますので、よろしくお願い

します。

　商工会の補助金なんですけれども、こ

れは健全な発展に資するため、福祉に資

するためということでお答えをいただき

ましたけれども、これは、もっとやはり

確定申告にも来ていただいたら助かりま

すし、いろいろな形で講座を開いていた

だいたりして、ご相談に乗っていただい

ているんでしょうけれども、もっと積極

的に摂津市のこの産業振興にかかわって

いただけるように取り組んでいただけな

いのかなというふうに思います。

　これは、ただいま質問をいたしました

活性化対策事業とも合わせて、効果的な

方向性にしっかりと、この商工会がまず

牽引力となって、引っ張っていくように

していただけないものかどうか、そういっ

たことも合わせて、考えていただけない

のかなと。

　産業振興に資するといっても、物すご

く漠然としていますので、目に見える形

で何かやっていただけるように、産業振

興課としても指導というか、お願いとい

うか、話し合いというか、そういった力

を入れていただいて、取り組みを積極的

に行っていただけないのかなということ

を、情熱を持ってしっかりと取り組まな

ければ、商工は簡単には活性化するとい

うこと。何かちょっとしてあげた、だか

ら、やったけれども、やっぱりあかんかっ

たなと、そういう単純なもんじゃないと

思うんですよね。何年も続けて、やはり

最低２年、３年は続けて、しっかりと事

業の取り組みをして、経済効果をしっか

りと確かめていくというような、やはり

長いスパンのものでないと、難しいこと

がありますので、この商業活性化の対策

事業とも合わせて、この商工会の補助事

業については、目的とするところの中心

に商工の発展というものがなければ、目

的は達せられないわけですから、その辺

は、しっかりと産業振興課の方から力を

入れて、情熱を持ってしっかりと摂津市

の地域の商業の活性化に取り組んでいた

だけるように、話をしていただきたいな

と思います。

　商工業というのは言うまでもなく、摂

津市の生活基盤で最も大きな位置を占め

ていることですので、本市の姿勢も含め

て、大事な大事な部門ですので、しっか

りと認識をして、柔軟な姿勢と、その現

場に直結した取り組みをしていただきた

いなと思います。

　現場はもう本当に大変です。お店屋さ

んなんか大変です。中小企業の経営をやっ

ておられる方も本当に大変です。その中

で、自分とこが必死になって、精いっぱ

いになってきたら、ほかのことを考えら

れなくなる。そこをやっぱり産業振興課

がしっかり手を伸ばして、力を添えていっ

てあげることが、最終的には摂津市の発

展のために、必ず貢献するという結果に

つながっていきますので、この点につい

ては、産業振興課の皆さんが本当に大き

な役割を果たされるときが来ているとい

うふうに思いますので、ひとつくれぐれ

もよろしくお願いしたいと思います。要

望としておきます。

　それでは、２回目は以上ですので、よ

ろしくお願いいたします。

○森西正委員長　杉本次長。
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○杉本生活環境部次長　防犯対策の件で、

摂津警察のパトロールということでお話

がございました。確かに春と秋にだけ犯

罪が起きるわけでもございませんし、も

ちろん警察もそうなんですけれども、歳

末の警戒もこの１２月１日に部隊の発隊

式をされるようでございますが、そのほ

かにも、防犯教室を年間６６回ほど、防

犯協会の方で実施されるというようなこ

とで、一生懸命取り組まれております。

　警察の体制でございますけれども、実

は、摂津市が数年前、北摂地域で１，０

００人当たりの犯罪の発生率が一番高い

ということはご存じかと思いますけれど

も、こういったことに非常に危機感を覚

えられて、かわられました前署長なんで

すけれども、実は、非番の管理職である

とか、職員であるとか、非番でもあるに

もかかわらず、出勤をされまして、夜間

の巡回をされていたというようなことが

ございます。

　ちょっと疲れぎみになりながら、やら

れていたということで、小規模な警察で

ございますので、これ以上なかなかお願

いをするのは心苦しいんですけれども、

こういう声があることは十分伝えさせて

いただきたいと思っております。

　ただ、警察の方もできる限りのパトロー

ルについては留意されているようでござ

います。

　もう一つ、先ほどもちらっと言いまし

たけれども、青色パトロール車も十分こ

れ活用がまだまだできると思いますので、

防犯パトロール等、セーフティーパトロー

ル隊等にもお願いをいたしまして、より

一層のパトロールができるように、努力

してまいりたいと考えております。

　それと防犯灯の件でございます。維持

管理につきましては、１灯８００円とい

うことで、２０年度はやっております。

何灯、自治会で管理されている数掛ける

８００円ということで、もう一つご報告

しておきますけれども、今年度につきま

しては、こういう委員会等でも非常に経

費がかかるということでございまして、

特に２１ワット以上の物がふえてきたと

いうことで、これについては、今年度か

ら１灯１，０００円ということで、２１

ワットまでを８００円、２１ワット以上

を１，０００円というふうにさせていた

だいて、少しでも維持管理ができるよう

に、努力しておるつもりでございます。

　あとＡＥＤの件でございますけれども、

職員提案で自治振興課が持っております

けれども、市全体につきましては、総務

防災課の方で、トータルで導入をしてお

ります。今年度ちょっと私わかりません

けれども、昨年までの３年間でおおむね

１，０００万円以上のお金を使って、各

小学校、公民館、スポーツ施設等に設置

をしてきております。一定の範囲での市

としての責任ですべきところについては、

おおむね完了しているのかなと思います。

　今後は、あとどのように展開していく

かというのは、これ一考の余地があるの

ではないかと思いますが、一つはそうい

う高齢者施設でありますとか、民間の企

業でありますとか、こういったところに

ついても、今後はぜひ設置をしていただ

けるようになってほしいというふうに、

たまたま私が前総務防災課長ですので、

そういうふうなお話をさせていただきま

したことも、あわせてお知らせしておき

ます。

○森西正委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　２点について、

ご答弁申し上げます。

　まず、コミュニティソーシャルワーク

（ＣＳＷ）の地域活動についてでござい

ますが、委員ご指摘のとおり、地域の具
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体的な課題にどう対応をしていくかとい

うことが、コミュニティソーシャルワー

ク事業の大きな課題というふうに認識を

いたしております。

　先ほども申し上げましたように、民生

委員さんを初めといたしました福祉関係

者と関係を築いていく中で、やはり民生

委員さん等からとりますと、一つの例を

挙げますと、緊急ではないけれども、やっ

ぱり非常に地域で気になる方とかがいらっ

しゃるとかいうことがあるかというふう

に思います。

　そういった方については、なかなか訪

問をする口実というんですか、そういっ

たものが難しいとか、あるいは市役所ま

で行って、市役所の職員にわざわざ一緒

になって訪問してもらうということはな

かなか気が引けるといったような部分も

実際今まであったらかというふうに思い

ます。

　そういう意味では、ＣＳＷという制度

ができまして、日ごろから関係をつくる

ことによりまして、やはり一緒になって、

地域のそういった気になる方への対応、

あるいは家庭訪問も常に一緒に行ったり

とか、そういった機会は制度導入後、ふ

えてきておるというふうに思っておりま

す。

　また、そういった取り組みを踏まえま

して、今は地域福祉活動拠点等で月まだ

一、二度程度でございますが、出張相談

ということで、相談日を設けた取り組み

を行っております。

　そういった場所に地域の民生委員さん

なんかも、市役所までその方を連れてい

くのは大変やけれども、そういったとこ

ろだったら、比較的連れていって、一緒

に相談に乗るとか、乗っていただくとか、

そういったことも取り組んでおりますの

で、今、委員ご指摘のとおり、より一層

地域に根づいたと言うか、地域に密着し

たような形の相談活動ができるように、

努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。

　それから、もう１点、エスカレーター

の下りの運転の件でございます。

　これは委員の方が一般質問でもされま

した。そのあと私どもの方も福祉の関係

者の方と少しお話といいますか、ご意見

を聞かせていただいた経過もございます。

確かに、委員ご指摘のように、場合によっ

ては下りの方が大変だという方もいらっ

しゃることは事実だというふうに、我々

も認識をいたしております。

　しかし、一方で、いろんなご意見を聞

かせていただく中で、その下りが大変だ

と言われる方は、エスカレーターに乗ら

ないというふうにおっしゃる方もいらっ

しゃいます。

　というのは、やはりエスカレーターは

動くので、非常に危ないと、階段でもこ

わごわ歩いているのに、とってもじゃな

いけれども、エスカレーターなんかには

乗れないといったようなご意見を伺って

おります。

　それと、ことしになってからも、２回

ほどＪＲの方とエスカレーターの安全運

転管理といいますか、それについて，意

見を交わさせていただいております。やっ

ぱりＪＲ側も非常に限られた人員の中で、

本来業務にプラスした形で、エスカレー

ターの安全管理の方にご努力をいただい

ておりますけれども、やはり駅員さんが

いらっしゃる場所から少し離れておりま

すし、時間帯によっては、通行人とかも

少ない時間帯もございます。

　そういった中で、万一事故等が起こっ

た場合の対応につきましても、現状の今

の千里丘の職員体制からいたしますと、

少しやはり大きな期待はできない部分が
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ございます。そういう中で、下りの運転

をすることについては、現時点では、非

常に厳しいかなという認識を持っており

ますので、今後も引き続きまたＪＲ側と

の話し合いとかを続けながら、検討して

まいりたいというふうに考えております。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　商工業の活性化の

件につきまして、ご答弁申し上げます。

　商工業の活性化の補助金等の執行につ

きましては、一定の残額が出たというこ

とで、今後は、今回商品券の関係も踏ま

えまして、商店会の会長、また商店連合

会、商工会との会議を進めて、次回３回

目の会議をする運びとなっております。

　そうこう会議をしている中で、商店街

の会長ともコミュニケーションもだんだ

んと高まっております。こういう機会を

活用しまして、いろんなイベントを企画

していただいて、私どもとしては、この

商工業の補助金を使っていただき、さら

なるイベントにより、商店街等にお客様

が来られる状況を構築していきたいと考

えております。

　もう１点、パートタイマーにつきまし

ては、システムを新たにつくることによ

り、どういうメリットがあるのかという

点につきましては、今までは印刷におき

ましても、一つ一つのファイルメーカー

とか、アクセスを開きまして、個別に印

刷をしておりましたが、データの共有に

より、様式のＡ４サイズに統一し、コピー

用紙が使える中で、経費の節減、職員の

負担が軽減することによる効率性、また、

事業所の方からたまに、今やめたら幾ら

もらえるのかという問い合わせがありま

すが、利息の計算部分につきましても、

即時に対応ができるような状況になりま

して、また、郵送等の発送におきまして

も、手書きからタックシールへの変更が

速やかにできるという形で、効率性を高

めております。そういうところがメリッ

トでございます。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　それでは、防犯灯事

業の件なんですけれども、１灯８００円

ということで、３６ワット、３２ワット

とか２１ワット以上は１灯１，０００円

出しているということで、このことにつ

いては、承知をしておりますけれども、

現実にその灯数に応じてどんと毎年同じ

金額を渡されているわけですよね。そう

しますと、年間を通してですから、切れ

る場合もあれば、例えば、防犯灯のカバー

がもう老朽化したり劣化したりして、壊

れたりするときがあると。そんなときに、

毎年同じ額をすると、お金が不足する場

合もあるし、余る場合もあると。

　これを自治会の方で調整をしながら、

やっていただいているというのが、これ

は、かなり聞くのです、そういうふうに。

現場では、足りないようになるところが

あった場合、あるときは、その自治会費

から足して出していると。プラスマイナ

スで年々の積み立て、もらったやつを多

かったり、少なかったりということで、

残っていく中でカバーできている間はい

いんですけれども、それができなくなっ

たとき、できない状況のときは自治会費

から出しているというお話をした方もあ

りました。

　こういったことをやっぱり改善してい

くべきではないかなというふうに思うん

ですね。これは、市の方がそういうふう

に決めて、渡しておられるから、自分た

ちがそれを何とかしてってなかなか言い

にくいということで、悩んでおられると

ころもありましたし、また、電灯を８０

０円の物が切れて、その８００円の物を、

来てもらって換えてもらって、例えばカ
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バーが壊れたときなんか、劣化して壊れ

たりとかはやっぱり１万円以上、１万１，

０００円とか、そういう価格がするので、

自分たちで買ってきて、自分たちでのぼっ

て、付けかえをしている方もあるという

ことなんです。

　やはりこの状況の改善ということなん

ですけれども、維持管理しておられる事

務量の削減にもなりますので、市の管理

にしてはどうかなというふうに思います。

　市が受けて、直轄で市内の電気屋さん

ですね、民間の電気屋さんに依頼するよ

うにして、公平性は保てるような形で、

きちんと依頼していくということを前提

にして、自治会長さん、あるいは自治会

の方の事務負担が減る、実態に即した防

犯灯の管理ということに取り組んでいた

だけたら、その方が市民の皆さんにご負

担をかけることが減るんじゃないかなと

思いますので、この点については、どの

ようにお考えであるのか、ちょっとお聞

かせをいただきたいと思います。

　あと貸出用のＡＥＤなんですけれども、

やはり高齢者施設ですとか、民間企業に

というふうに言っていただきましたので、

こういったことも必要性をよく見きわめ

て、充実できるように取り組みを推進し

ていただくよう、要望としておきますの

で、よろしくお願いいたします。

　コミュニティソーシャルワーカーの事

業なんですけれども、今言っていただき

ましたように、地域の現状をしっかりと

行政が吸い上げていくということが、最

も大切なことだと思います。そのための

ＣＳＷだと思いますので、事業の目的と

するところの福祉課題をしっかりと把握

して、必要な支援を行っていくという前

提を絶対に忘れないという形の中で、今

おっしゃっていただいたように出張相談

なんかも、充実をさせていっていただく

とか、また、民生委員さんとタイアップ

して、もっと早く気がつけばというよう

なことがないように、対応をしてあげて

いただきたいなと思います。

　地域に密着した事業として、しっかり

と取り組んで具体的に迅速な対応が適切

に行われるように、体制づくりにしっか

りと取り組んでいただきたいと思います

ので、要望といたします。よろしくお願

いいたします。

　あとＪＲ千里丘駅のこのエスカレーター、

どうしても下りになるのは難しいという

ことでね、下りはもうならないと、そこ

までのお話をしていただきましたら、も

うこれ以上は何も言うことがございませ

んので、早急に西口にエレベーターを設

置していただく以外ないかなというふう

に思いますけれども、やはり下りのエス

カレーターは怖くて乗れないという人は、

よっぽどの方ですので、外出も多分大変

な方だと、だれか付き添いがいないと大

変な方だというふうに認識をしておりま

す。

　運動量的には、上りは運動になります

けれども、下りはひざを痛めるだけとい

うことは、もう一般常識で、わかってい

ていただいていることと思いますから、

摂津市のバリアフリー化の方針に従って、

皆さんがよかったねという気持ちで、も

うあれがあるから出ていかれへんという

ようなね、そういった気持ちで引きこも

り、あるいは高齢者の方が外出をはばか

るというようなことがないように、しっ

かりと取り組みを推進していただきたい

と思っておりますので、この点について

は、よろしくお願いをいたします。

　パートタイマーのこの退職金共済制度

のデータのソフトですけれども、指導の

方もしっかりとしていただいて、実質活

用、１日も早く成果が出るように取り組
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んでいただきたい。まだきちんと体制が

全部整っていないような状況ではないか

なというふうに思いますので、この点に

ついてはしっかりと取り組みを、１日も

早く成果が上がるように、立ち上がりを

させていただきたいなというふうに思い

ますので、よろしくお願いします。

　あと商工業活性化対策事業の方なんで

すけれども、本会議でも質問をさせてい

ただきましたように、今、何とかしてい

ただけないかなということでお願いをし

ておりますので、この点について、ひと

つよろしくご答弁をいただきたいなとい

うふうに思います。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　防犯灯の維持管

理の方法ということでございます。確か

に、今、自治会管理ということになって

おりまして、自治会の方に大変なご負担

とご苦労をおかけしておりますことは事

実でございます。

　ただし、これを直轄で市の方でという

ことでございますが、現行で、電気代を

含め２，５００万円という金額をかけて

やっておりますが、直轄となりましたら、

当然、業者の人件費等々、当然増加する

ものと考えております。これは直轄で市

が公平にやっていくのが一番よいという

お考え方もあるんですけども、府下全体

を見渡しまして、府下の調査をしたこと

がございます。他市と共同でやったんで

すけども、摂津市の場合は、維持管理費

の一部助成ということでございますが、

まだまだ市によりましては、地元が全額

負担という市もたくさんございます。こ

ういったことから、財政事情等を勘案し

ましたら、今の中で少しずつの改善とい

うことになってまいるのではないかと考

えます。

　また、照度アップの問題も、もう一つ

ございます。２０ワットから３２ワット

へという要望、非常に強うございますの

で、こういったことへの予算をまた使っ

ていかなくてはいけないのかなと思いま

すので、今、管理を直営にして、自治会

の負担を減らすという方向でのシフトの

仕方というのは、ちょっと難しいのでは

ないかなと思いますが、一方で、自治会

の機能がだんだん落ちてきてて、自治会

が防犯灯を設置できない地域というのは、

どうも出てきているように思います。ま

た、会社が、今まで電気をつけてくれて

いたのが、消してしまって経費削減をし

てしまうというような地域もございまし

て、こういったところ、我々も苦慮して

おりますが、こういったことも含めまし

て、検討はさせていただきたいと考えて

おります。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、商工業

活性化の対策の補助金について、ご答弁

申し上げます。

　２０年度は、鳥飼商店会という会が復

活いたしまして、今現在、いろんなイベ

ントを企画していただいております。ま

た、２１年度に向けまして、さらなる商

店会、または団体さんの参画をいただき

ながら、予算につきましては、できるだ

けたくさん使っていただいて、ひいては

市内の商工業の活性化ができるように、

さらなる取り組みと市域・商店街の連携

を図っていきたいと思います。

○森西正委員長　プレミアム商品券の発

行をどう考えているのかというご質問が

あったんですけれども。

○鈴木産業振興課長　プレミアム商品券

の件につきましては、今般、１１月２日

に議会のご可決をいただきまして、今現

在進めております。

　商店会との会議も近々３回目を開く予
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定をしておりまして、また販売の方も順

調に、郵便局と農協で販売していただく

手続等も進めております。１１月の議決

後から、商品券の取扱店の募集等も進め

ておりまして、商品券の取り組みの中で、

さらなる商店街とコミュニケーションを

図りながら取り組んでいきたいと思って

おります。

　また、今後、新たに商工業の活性に係

る条例も含めまして、いろんな取り組み

を進めてまいりたいと考えております。

○森西正委員長　副市長。

○小野副市長　今回の緊急経済対策でやっ

たときに、この議論は必ず出るというこ

とは市長とよく話しました。ただ、今回、

これほどの厳しいことですから、ずばり

言えば、国の自由に使える財源の中で、

一定やれることがあるんなら、これは非

常に大きいことだと。

　ただ、２回目、３回目になりましたら、

先ほどの商工会問題にかかわるんですけ

どね。商工会の補助金問題にしましても、

私がずっとかかわってきた中で、第１次、

第２次、第３次行革で、６５０万から６

５万下げたんですね。５８５万だと。今

は亡くなられましたけど、望田会長なん

かは、摂津は府下第２位の事業所を持っ

ているんだと。そうすると、１，０００

万は優にもらっても、府下平均の商工会

１７ぐらいあったんですけども、それが

５８５万ではいかにというようなことは、

ずっと言われていました。

　商工会は商工会でそういう不満を持っ

ております、今現在も。摂津の予算規模

から見れば、富田林市に次いで、うちが

第２位の予算規模持っています。それで

富田林市なんかは、市の補助金は１，２

６０万円ぐらいあるんです。予算規模に

ついて、富田林が約１０％、摂津が５％

なんですね。１７商工会の中で、摂津市

はブービーメーカーだということなんで

す。

　我々が言ってますのは、それは理解を

しています。確かにそういう計算は前か

ら知っているんです。ただ、商工会も一

生懸命頑張ってもらっているんですが、

今後、補助金を上げるということは極め

て難しいと。そうするなら、今後におい

ては、やっぱり市が持っている業務をい

かに効率的に商工会に受けてもらえるか。

いわゆる事業委託ですね。そういうこと

を考えていかないと、なかなか難しいん

ではないかというのが一つ。

　それから、もう一つは、今回のことで、

商工会がどう努力されるか、商店連合会

はどうなのかと。そうやって見ないとい

かんのですね。今回は緊急経済対策・雇

用ですから、次は摂津市の純の税使いま

すので、私が言っておるのは、商工会な

り商店連合会が自分らも努力すると。自

分らも若干の財源を出すというようなこ

とは言ってもらいたいというのが本音な

んです。

　そういうことの中で、市もお願いする、

それから商店連合会も頑張る。そして、

商工会も地域商業のために頑張るという

ような、私は姿勢を見せていただかない

と、また同じように市が全部出さしてい

ただいて、商工会なりが乗っていくとい

うことには、なかなかなり得ないんでは

ないかと。

　だから、そういう意味では、今回の形

で成功に終わって、そして市民にも非常

に人気があって、そして、それらを商工

会も商店連合会も、商店連合会９５％の

換金率とか、いろいろやってますけども、

大手は分けましてね。そういうことの中

で理解をされて、市民が喜ばれて、それ

から、議員も見ておられて、そういうこ

との中の本当の意味で、商工会からやら
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してくれというぐらいのことを言ってほ

しいなというのは、市長なり我々の考え

として、私はそういうことを見ながら、

成功裏に終わって、そういう機運がぜひ

とも生まれてほしい。

　こっちから出していくばっかりではな

かなかいきませんので、そういうことを

見た上で、私は市長として判断をされる

というふうに思っています。今のところ、

やるとかやらないとか申し上げませんが、

状況を十分見た上で、今、委員がおっしゃ

たように、商工会みずからが形が見える

ように、やっぱりしてほしいんです、我々

も。

　ただ、そこに横たわっている補助金問

題というのは、過去からずっと横たわっ

ていますが、それは別にしても、そのこ

とを見守って、市として一定の判断をし、

一定の考え方を整理した上で、また議論

させていただきたいなというふうに思っ

ているのが、今の本当の心情でございま

すので、とりあえず期待したいという気

持ちを持って、見守りたいというふうに

思っています。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　まず、防犯灯の方な

んですけれども、やっぱり管理の実情、

これをきちんと掌握をしていただいて、

先ほどちょっと気になりましたけど、人

件費がかかるので地域の方でお願いをし

たいというような意向では、これから高

齢化等をかんがみて、地域社会の中で、

先頭を切って走れる人がだんだん減って

きているというのが現状でございますの

で、その辺もよく検討していただきたい

なというふうに考えております。

　何でもかんでも自治会におろされるの

で大変だという現場の声もあります。ま

た、それを楽しみに全力投球で自治会活

動をしていただいている会長さんもいらっ

しゃいます。それぞれのお立場でお考え

も意見も違うかと思いますけれども、現

実に、おかしなことが防犯灯の維持管理

費の補助金では発生していることは事実

ですので、これを正していくということ

は、どういう結果になれ、非常に大切な

ことだと思いますので、知ってはいるけ

れども、このままにしていますというよ

うな状態では許されないのでないかなと

いうふうに思います。

　これから、大きな明るい電灯等が出て

きますと、それだけ費用もかかります。

現場の方でも、結局は電気屋さんに頼ん

で、電気屋さんに来てもらって取りつけ

しているので、市が直轄で電気屋さんに

まとめて頼んで安くしてもらう方が安く

なる確率も高いので、その辺も踏まえて

考えていただきたいなと思います。

　現場が全部、地域の人が上って、電気

かえてはるわけではありません。電気屋

さんに頼んではります、当然、自治会と

して。ですから、そこら辺は、そんな大

きな差異がないと思いますから、すべて

きちっともう一度、この件については再

調査をしていただいて、十分検討してい

ただくように要望しておきますので、よ

ろしくお願いいたします。

　今、副市長の方からご答弁をいただき

ました。ありがとうございました。

　率直なご意見を言っていただいたと思

います。ただし、今回の本当にだれしも

が望むセッピィ券、摂津市のプレミアム

つき商品券、２０％というのは本当にな

かなかないということで新聞にも大きく

取り上げられました。摂津市の名前をしっ

かりと世の中に、摂津市はこんなところ

やというふうに知らせていただくような

努力を本当に森山市長は、就任以来ずっ

と続けてきていただいているというふう

に感じておりますし、これは本当に市民
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にとっても、私たちにとってもすばらし

いことであり、うれしいことだと思って

おりますし、やはり摂津市は住んでいて

本当によかったなと、誇りの持てるまち

にしていこうという市長のお気持ちとい

うのが、本当によく伝わってくるような

ことが、一つ一つの事業に積極的に英断

を下していただいていると思っておりま

す。

　中でも、今回の地域活性化の臨時交付

金が特別に出たからといって、これをやっ

ていただけるかといったら、やっぱり市

長の英断があったからこそ、このプレミ

アムつき商品券を思い切ってやっていた

だいて、商業、お店屋さんをやっている

人たちが、本当にどうしようもないとい

う現実に手を差し伸べていただいたと。

行政から本当に強い支援があったという

ふうに、私は本当にありがたいなという

ふうに思っております。

　商店の人も、これを何とか成功させた

いという思いは、これを現実に摂津市が

やってくれたということで、今、本当に

思いの中で、成功したらいいのになあと

いうふうに、皆さんおっしゃっておりま

す。ただし、やはり２回、３回と、あそ

こに年末になったらああいうのあるよね

というふうに定着をさせてもらわんと、

経済効果というのははかれないと。これ

は現実だと思います。

　１回ぽっきりやっただけで、すぐにお

客さんが呼び戻せる、あるいは評判が高

くなるというようなものでないことは、

皆さんもご存じだと思いますけれども、

やはり商店主の人たちは、じかにそれを

感じておられますので、何とか３回続け

ていただけたらうれしいなと、ありがた

いなと。そこで初めて経済効果がしっか

りと見えると思いますと。

　そうなってきたら、私たちも一生懸命

努力もします、協力もさせていただきま

すというお声があるんですね。私自身も

地元の商店街が１軒１軒シャッターが閉

まっていくのを見るたびに本当に胸が痛

いですし、何とかお力にならせていただ

くことができないか。行政で何とか皆さ

んがしっかり喜んで働いていただいて、

私たち行政の方も喜ぶことができないも

のかというふうにいつも思っておりまし

た。

　今回、このプレミアムつき商品券、み

んな本当に大きな期待を寄せております。

全市的にも、この話はしっかりとしていっ

ていただくと同時に、これにかけている

んだと、これを成功させてほしいんだと

いう行政からの思いのある情熱のこもっ

た働きかけというのが、すごく大事やと

思います。

　人は経済効果ですとか、経済が中心の

暮らしですけれども、最後は市長がいつ

も人間基礎教育とおっしゃっているよう

に、思いやりですとか、気持ちが通じ合っ

て、よしやろうという情熱が生まれたと

きに、本当に思いもかけないほどの大き

な成果というのがあらわれると思います。

人の気を集めるのがお商売ですから、気

を高めていくということにしっかりと手

を尽くしてあげないといけないと思いま

す。

　他市に比べて、摂津市は何でもコンパ

クトですから、人口も少ないですし、出

せる補助金の額も、他市と肩を並べてと

いうわけには、パーセンテージ的にも低

いのかもしれないし、いかないかもしれ

ませんけれども、そんなことを言ってて

も、その中で補助事業としてきちんと成

立をさせているわけですから、ここら辺

はやっぱり商工会の皆さんにも、よくよ

くご理解をいただくことはできると思い

ます。ご理解いただけるように、やっぱ
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り話し合っていただかないといけないん

じゃないかなというふうにも思います。

　商工会の方も、やっぱりしっかりとお

金も出して、力も出して、商工会、商店

街を含めて、一丸となって、景気の低迷

というものを乗り越えていこうという大

きな思いがなければ、どんな事業をして

も成功するわけはないと、このように私

は思います。

　もっともっと本当に積極的に、本市の

産業振興に資するように取り組んでいた

だきたいことを要望しますと同時に、現

場の皆さんの要望をしっかりと、産業振

興課だけの問題やというふうに思わない

で、摂津市があってこその私たちだとい

うふうに、しっかりと思いの中で受けと

めていただいて、頑張って、この取り組

みを進めていただきたいなと。

　２回目やって、これは商店街活性化条

例をつくったときの記念事業としっかり

とリンクをさせて、３回目は、やっぱり

市制４５周年ということにしっかりリン

クをさせて、３回続けてやっていただい

て、摂津市はすごいことをしたなと、皆

さんに喜んでいただけるように、また認

めていただけるように全力を尽くしてい

ただきたいと思いまして、お願いをいた

します。要望といたします。よろしくお

願いいたします。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　私の前に３名の委員

の方がご質問されましたので、ほとんど

の項目がかぶっておるんですけども、要

望のできるとこはしながら、丁寧なご答

弁をいただければなと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。

　まず、市政モニターにつきまして、こ

れは弘委員が質問されておられまして、

杉本次長から答弁いただいたわけなんで

すけれども、市政モニターに求められる

役割は変わってきたんだよというような

答弁だったのかなと思います。以前は、

パブリックコメントなんていう手法も、

ほとんど用いられていなかったと。しか

し、今は一定定着をしてきたところで、

市民の方の意見を知り得ることができる

んだよと。だから、特定の問題について

提言型で、今、市政モニターが見直しさ

れているんだというようなお話だったと

思うんですけれども。

　しかし、そしたらパブリックコメント

といったものが、本当にどの程度の方が

参加されておられるのかと考えていくと、

やはり私は市政モニターに参加される方

の市民感覚というんでしょうか、そういっ

た意見といったものをもっともっといた

だいていくということが大事なんじゃな

いかなと。要は市政モニターに求められ

る役割といったものは、私はそうは変わっ

てないんじゃないかというふうに思うわ

けです。

　ある言い方として、国は企画行政で、

地方は自主行政なんだよという言われ方

をすることがあるんですけれども、そこ

で大事なことは、実際に住んでおられる、

暮らしておられる住民の方が、どういう

思いで暮らしておられるのかということ

を、やはり行政のそれぞれの課がしっか

りとつかんでいくということだと思うん

で、私は、ここにおられる皆さんだけで

はなくて、行政全体で、それぞれされて

いる事業、本当に市民の目からどう映っ

ているのかということを確認をしていく

という意味で、私は市政モニターといっ

たものが機能していくべきであろうと思っ

ておりますので、次長、ぜひ市政モニター

のあり方ということを、いま一度協議し

ていただいて、考えていただきたいなと

思っておりますので、要望として、これ
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をお願いしたいと思います。

　それと、オレンジリボンキャンペーン

につきまして、船寺参事から答弁をいた

だきまして、２０年度が初めての試みと

いうことで、その成果はどうだったのか。

これも質問あったわけなんですけれども、

なかなか成果といったものはつかみにく

いんだよというような答弁もあったのか

なと思うんですけれども、私はつかめる

ような気がするんですよ。

　要は、例えば児童虐待ということにつ

いて、何か、これ虐待ちゃうかなと思っ

た人は、通報する義務があるんだよとい

うことになっているわけですから、やは

りこれを機会にして、ひょっとしたら虐

待しているんじゃないかという、そうい

う実際の声が上がってくるという件数が

どんどんふえていくということが、私は、

このオレンジリボンキャンペーンの効果

をはかるうえで、一つ指標になるのかな

と思っていますんで、また、近々に２１

年度もされるわけですから、ぜひそういっ

た点も見ながら、この成果、ぜひはかっ

ていただきたいなということで、これも

要望として申し上げたいなと思います。

　それと、コミュニティソーシャルワー

ク事業なんですけれども、先ほど、本保

委員もおっしゃっておられましたけれど

も、私、実際に地域で過ごしておられる

方々からすると、例えば、コミュニティ

ソーシャルワーカーの方に何を相談した

らいいのか、あるいは民生委員の方に何

を相談していいのかわかりにくいんちゃ

うかなというふうに思います。

　いろいろ生活している中で、これ一体

どこで相談したらええのというようなこ

とが非常に多くありまして。先日、相談

いただきまして、その方は高齢のご夫婦

なんですけれども、ご主人が要介護の方

で、ベッドから落ちられたそうなんです

よ。奥さんもご高齢ですので、なかなか

戻そうと思っても戻せないと。それが去

年の冬のことであったらしくて、このま

まやったらちょっと寒いし、何とかして

あげたいということで、１１９番に通報

されたそうなんですけれども、緊急性が

ないからということで来てもらえなかっ

たというようなことがあったそうなんで

すね。

　そういう声を聞いていると、そういう

場合、一体どこに相談したらいいのかな

という非常に私は疑問に思うわけで、や

はり市民の方からすると、こういう場合

いはここに相談してくださいよというこ

とがわかりやすい形で、これから例えば

コミュニティソーシャルワークの事業に

しても、あるいは民生児童委員さんがさ

れている事業にしても、いろいろと市民

にとってわかりやすい周知の仕方といっ

たものをお願いしたいと思うんですけれ

ども、２０年度の事業を踏まえて、今後

どのようにされていかれるのか、１点お

聞かせいただきたいなと思います。

　それと、ひとり暮らしの高齢者の安全

対策事業、また、ひとり暮らしの障害者

の方の安全対策事業ということで、これ

も本保委員が聞かれておられましたけれ

ども、緊急通報システムについてなんで

すけれども、次長、これ答弁いただいて、

２０年度の事業をされて、これは非常に

効果があるもんであるという自負をお持

ちだと思うんですけれども。

　私は、今の社会情勢を考えたときに、

こういった事業の対象を広げていくとい

うことが、今、求められているんじゃな

いかなというふうに実は思っておりまし

て、これもある実際の相談であったんで

すけれども、今、非常に携帯電話が普及

をしまして、固定電話を引いていないと

いうケースが、以前と比べるとふえてき
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たわけなんです。

　その方もご高齢のご夫婦なんですけれ

ども、いろいろ不安なんだという話で、

例えば、家の中で一人のときに、例えば

脳溢血なんかで発語障害を起こしてしま

うと。そのときに携帯電話から、例えば

１１９番通報したとしても、固定電話で

あるならば、どこからされたのか特定し

ていただけるけれども、携帯やったら、

どこからかわからへんねんと。そのとき

に本当に速やかな救急救命といったもの

がなされるのか、非常に不安なんだよと

いうようなお話をお聞きしまして、そう

いうときに、このシステムといったもの

は応用できるんじゃないのかなというふ

うに私は思うわけなんです。

　２０年度の事業の成果といったものを

踏まえて、今後どのように、同様の事業、

対象をふやしていかれようと思っておら

れるのか、ぜひこの点につきましても、

お聞かせいただきたいなというふうに思

います。

　それと、ファミリーサポートセンター

事業ですけれども、これも先ほどからご

質ございまして、答弁いただきました。

稲村参事から答弁いただきまして、非常

に依頼会員、援助会員、両方会員ともに、

すべての会員さんがふえているというこ

とで、一定の成果があるのかなと思って

いるんですけれども。今後の課題という

ことを考えていくと、私はやはり援助会

員の方をどうふやしていくのかというこ

とじゃないのかなと、そう思っています。

　そのときに、一つネックになっていく

のが、援助会員になるとするならば、ご

自分の家を一定改修せないかんというか、

要は他人のお子様を預かるわけですから、

安全に配慮したということで、いろいろ

と改修もしていかなあかんというような

ことがありまして、そこまでできないよ

と言われる方も多いんじゃないのかなと

思うんですけれども。今後、援助会員を

ふやしていくということで、何かお考え

あるのか、お聞かせいただければなと思

います。

　それと、環境業務課にかかわります小

学校給食残菜の堆肥化ということで、２

０年度は４万６，８２０キログラムを堆

肥化されたということなんですけれども、

小学生の児童の数が、やはりピーク時か

ら相当に減ってきて、残菜といったもの

が一体どうなっているのかなと。２０年

の決算を受けて、一度お聞かせいただき

たいなと。

　それと、私は堆肥化事業そのものは意

味のあることだと思っているんですけれ

ども、しかし、残菜が出るということ自

体よくないと思っています。こういうこ

とに対して、小学校について何か指導さ

れてきたのか、お聞かせをいただければ

なと思います。

　それと、市民に対する啓発ということ

で、例えば、環境対策課の方におかれま

しては、エコアクションだったりとかさ

れておられるわけで、やはりそれは市民

の環境に対する意識を高めていくという

ことでは、一定の成果を果たしてこられ

たのかなと思うんですけれども。

　もう１点、大事なことで、食に対する

啓発といったものが、私はあってしかる

べきではないのかなと思うんですけれど

も、２０年度の事業を見ておりますと、

そういったものが見当たりませんが、食

に対する市民への啓発ということで何か

されてきたのか、この点をお聞かせいた

だければと思います。

○森西正委員長　それでは、答弁をお願

いします。

　上村センター長。

○上村環境センター長　残菜堆肥化事業
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について、平成２０年度の事業としまし

ては、環境センターの事業となっており

ますので、私の方からお答えさせていた

だきます。

　平成１４年７月から、この事業は始まっ

ていまして、約７年過ぎたわけですけど

も、当初は委員言われたように、小学生

の啓発ということを一つの主眼に置きま

して、あと、当然、残菜のリサイクルと

いうことで、ごみの減量化ということの

２本の柱としまして取り組んでいます。

　小学生への啓発ということにつきまし

ては、当初、各学校ごとに残菜の量等の

統計をとりまして、こんなんですよとい

うことで、教育委員会の方にお知らせし

てたんですけども、以後、啓発というの

は、ある程度できたということで、個々

の学校の統計はとっておりませんけども、

当初、この事業をもくろんだ一つの大き

なものとして、要するに各学校で最終的

には堆肥化事業を完結できないかなとい

うことが、当初の一つの大きなテーマで

あったんですけども。当然、教育委員会

の管轄ということになりますので、当初

はそういうことで話をさせてもらったこ

とはあるんですけども、特に、それは今、

行ってないということで、回収量としま

しては年々減ってるということで、２０

年度は、先ほど委員おっしゃったように、

残菜回収量が５２トンで、堆肥として取

り出したのが１１トンということで、大

体減容率としまして、７０から８０％と

いうことになっております。

○森西正委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　ファミリーサポー

トセンター事業について、ご答弁させて

いただきます。

　まず、課題といたしまして、援助会員

の増というお話でございますが、確かに

そのことは大きな課題だというふうに考

えております。一つは、先ほども申し上

げましたように、登録していただく方を

ふやすということの中で、初めて的確な

マッチングといいますか、依頼会員と援

助会員が、ちょうど内容についても、ま

た、関係としても合いやすくなるといい

ますか、そういうこともございますので、

どちらの会員もふやすということが大切

なんですけれども、どちらかといいます

と、今までの状況から見ましても、援助

会員の増ということが大きな課題という

ふうには考えております。

　以前に、嶋野議員からの一般質問がご

ざいまして、そのときに援助をする方も

依頼をする方も、どんな方が来られるの

かというところに不安をお持ちで、やは

りそのことが登録することに踏み切れな

いというような、そういうことがあるの

じゃないかなというお話もありまして、

顔見知りになる機会といいますか、そう

いうようなことを通して、ああ、こうい

う人が相手だったらお願いしたいなとか、

こういう親子だったら、援助会員になっ

てお預かりができるなとか、そういうつ

ながりができるという機会を設けたいと

いうようなことをそのときに考えまして、

ファミリーサポートセンターの会員募集

といいますか、登録会員さんなり、それ

から、もっと会員さんをふやすというこ

とで、広報で呼びかけをしまして、地域

の子育て支援センターとか、つどいの広

場で、そこに来られている親子と、それ

から援助をしたいという方とに交流して

いただいたらどうかなということで、企

画はさせていただいたという経過がござ

います。

　ただ、そこに足を運んでいただくとい

う方が非常に少なかったということで、

もう一度企画のし直しをしなきゃいけな

いなというところで、申しわけないんで
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すけれども、踏みとどまっているという

のが現状でございます。

　私も、そのときに広場まで行かせてい

ただきまして、どういう方が来られるの

か、どういうふうなつながりが持てるの

かということで参加もさせていただいた

んですけれども、ちょうど来られた方は、

昼ではなく、夜にお子さんをお預かりし

たいということをおっしゃってまして、

なかなかそういう方はいらっしゃらない

んですけれども、ちょうどそういうふう

に思われる方がいらっしゃるのに、その

地域には夜預けたいという方がおられな

いというような、だから、せっかくその

方は登録をされても、活動する機会がな

いという、そういうようなお話もお聞き

しまして、いろいろな難しさがあるなと

いうことを感じた次第です。

　今、具体的に、すぐに援助会員さんを

ふやす手だてというのがあるのかと言わ

れますと、いろんなことを考えながらやっ

てきまして、なかなかうまくいかないと

いうのが正直なところでございまして、

まずは広く市民の方にお知らせをする機

会をたくさんつくっていく。それがまず

一番先だなということは考えております。

　その上に立って、子育て中の方に対し

ては、どこに行ったら子育てをされてい

る方が多く集まられるかとか、子ども連

れの方がどこに来られるとかいうのがわ

かるわけですけれども、援助したい方は

どこに多く集まられるかというのは、な

かなかわかりづらいところがございます

ので、市民の方が集まられるような機会

なり、ボランティアをされる方なり、い

ろんな思いを持たれている方のところに

周知をしていくという必要があるのかな

というふうには考えております。

　また、先ほど、お家の改修のお話がご

ざいまして、なかなか改修工事までとい

うことになりますと、本当に大変なこと

を背負っていただくということになりま

すけれども、工事まででなくても、お子

さんをお預かりするのに安全なグッズと

いいますか、そういうものを整えること

で、大きなことをしないでも気軽く預か

れるような、そういうように考えていた

だけるようなアドバイスといいますか、

登録していただく前のご相談といいます

か、そういうようなことができないのか、

また、いろんな機会をとらえて、ご意見

もお伺いをしながら検討していきたいと

いうふうに考えております。

○森西正委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、私の

方から、嶋野委員の方からのご質問で、

環境に対する意識を高めるための啓発と、

もう１点、食育に関してというご質問の

中で、私ども健康推進課、市民の健康を

守るという立場の中で、実は昨年度に、

食育推進計画といったものを冊子にして

作成をいたしております。

　それぞれのライフステージに応じた食

育を行政として、私ども健康推進課を初

め、こども育成課あるいは当然教育委員

会も含んだ中で、総合的に一つの原理原

則を設けて、一体化してやっていこうと

いう取り組みを今年度からの策定という

ことで始めております。

　それぞれライフステージに応じたとい

うふうに申し上げましたけれども、私ど

もといたしましては、もう既に既存の事

業でありますママ・パパ教室あるいは離

乳食教室とか、そのほか市内の３つの公

立の幼稚園に出向いての食育、これは管

理栄養士が取り組んでおるんですけれど

も、これも継続して実施していくと。あ

るいは保育所でも、毎月１回、４つの保

育所で食育活動を継続して実施していく

といったことで、一つ体系的につくって
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いこうということで、こういう推進計画

を策定いたしまして、今年度から実は取

り組んでおるというところでございます

ので、また、いろいろと計画年次途中で、

我々としては、小さなお子様の欠食率、

朝食抜きというのはなくすと。なくすと

いいますか、限りなくゼロに近づけると

いうのが大きな目標としており、数値目

標を定めて取り組んでおりますので、る

るその都度ご報告を申し上げる機会があ

ればご報告させていただくといったこと

で、食育に対する市民への啓発というこ

とではございますが、一応、健康担当部

局として、関係各課として総合的に取り

組む緒についたということをご報告申し

上げておきたいと思います。

○森西正委員長　早川課長。

○早川環境業務課長　エコアクション２

１について、ご答弁させていただきます。

　２００９年３月１９日に、環境センター・

環境業務課・ストックヤードにおいて、

エコアクション２１の認証取得をとりま

した。この後の取り組みとしまして、こ

としの８月に、エコアクション２１の中

央事務局の方からの依頼もありまして、

市内事業所６５０事業所にアンケートを

とりまして、それをもとにしまして商工

会と提携しまして、２，０００の事業所

にパンフレットを配布しまして、エコア

クション２１の取得に向けての講習会等

を開催するようなパンフレットを送付さ

せていただき、その後にスクールの説明

会を９月の終わりごろにまたさせていた

だいております。

　約１０社ほど来られまして、説明会を

開かせていただいて、その後、１０月か

ら約３回の予定で摂津スクールという形

で、エコアクション２１取得に向けたス

クールを開催させていただいております。

　ただ、今後もエコアクション２１取得

に向けた取り組みというのは、事業所に

来年度も再来年度も続けていくような取

り組みは考えております。

○森西正委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　コミュニティソー

シャルワーク事業とひとり暮らし安全対

策事業ということで、緊急通報システム

について、ご答弁申し上げます。

　ＣＳＷ、コミュニティソーシャルワー

カー、または民生委員さんについて、市

民の方からすれば、何を相談したらいい

のか、どのような相談の業務が分担され

ているのか、そのあたりが見えにくいと

いうご質問かというふうに思います。

　今、こういったリーフレットをつくら

せていただきまして、いろんな会議の場

とか、市民の方が集まるところで配らせ

ていただいておりますけども、この中に

も、コミュニティソーシャルワークにつ

きましては、基本的には地域におけます

困り事ということで、困っていること、

悩み事はありませんかというようなこと

で、狭く福祉課題という形ではなくて、

いろいろな生活上の問題について、お困

りのことがあればご相談に乗りますよと

いう立場で相談を受けさせていただいて

おります。

　また、地域におきましても非常にいろ

いろ難しい問題を抱えておられる方がふ

えておられますので、民生委員さんだけ

の対応をしておりますと、どこまで相談

に乗るべきかとか、対応すべきかについ

て難しい判断がございます。従来の経験

からいいますと、民生委員さんの業務を

超えたような対応を迫ってこられる方も

いらっしゃいますし、そういった形でず

るずる対応をせざるを得ないような形に

巻き込まれてしまったというような事態

もございます。

　そういう意味では、やっぱりコミュニ
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ティソーシャルワーク等の専門職が、ど

こかの場面ではきちっと対応して、民生

委員さんと連携をしながら、相談業務と

かを受けていくということが非常に重要

なことかなというふうに考えております。

　一方で、ご指摘のように、ＣＳＷにつ

きましては、当然、相談時間帯というの

がございます。今、嶋野委員からご指摘

のありましたように、夜中にベッドから

落ちて、奥さんではもとに戻せないとい

うようなご相談については、現時点では、

どこが受けれるかというと、明確なお答

えはできないような状況でございます。

　もう一つのご質問の緊急通報システム

とも絡んでくるんですけれども、実は、

今、緊急通報システムの事業の中で、契

約内容では、そういったことは契約をし

てないわけでございますけれども、やは

り中にはひとり暮らしの方で、夜中にベッ

ドから落ちてベッドに戻れないというこ

とで、業者の方に電話をかけてこられた

方がいらっしゃいます。実際、業者の方

は、やはりほうっておけないということ

で、対応をしていただいていることもあ

るのが事実でございます。

　ただ、これを正式な契約内容としたと

きには、また、そうした当然負担の問題

とかが出てくるかというふうに思います

けども、ただ、やはり今はおひとり暮ら

しと昼間独居ということで対象とさせて

いただいておりますけども、やはり今ご

指摘のように、高齢者だけのご夫婦とか、

高齢者だけでお住まいになっている家庭

がふえてきているということは事実だと

いうふうに思います。そういった家庭に

おかれましては、夜間の対応等について、

困り事とかを持たれる場合も多いかなと

いうふうに思っております。

　現在、今の緊急通報装置につきまして

は、生計中心者の当該年度分の市町村民

税所得割額４万５，０００円を境にいた

しまして、それを超える世帯については、

一応全額負担をしていただいております。

それを超えない方につきましては、負担

額はゼロということになっています。こ

れは、やはり命にかかわる場合もあると

いうことで、制度の趣旨から、そういっ

た形にさせていただいております。

　ですから、今後、事業者の考え方もあ

るかというふうに思いますけれども、利

用者負担の問題も絡めながら、対象者の

拡充とかについての現状のいろんな状況

を考えたときには、考えていくというこ

とも必要になってくるかなというふうに

思いますので、十分な検討をしてまいり

たいというふうに考えております。

○森西正委員長　嶋野委員の質問の途中

ですけれども、時間の都合上、きょうの

本委員会は、この程度にとどめて、散会

したいと思います。

　　（午後５時１１分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。

　民生常任委員長　森　西　　正

　民生常任委員　上　村　高　義
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